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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示ピーク明度と異なる第１の画像ピーク明度に対応する最大ルマ符号を有する入力画
像のピクセルの入力色から始めて、前記表示ピーク明度を持つディスプレイの出力画像の
ピクセルの結果の色を計算するための色変換装置であって、前記色変換装置は、
　メタデータ入力部を介して受信された少なくともピクセル輝度範囲に対する少なくとも
１つのトーンマッピング関数を含む色処理仕様データから色変換を決定する色変換決定ユ
ニットであって、前記色変換が、その最大ルマ符号に対応して、前記表示ピーク明度及び
第１の画像ピーク明度と異なる第２の画像ピーク明度を有する画像の少なくともいくつか
のピクセル色の計算を指定することにより、前記第２の画像ピーク明度による前記第１の
画像ピーク明度の除算が２より大きな値又は１／２より小さな値となる、色変換決定ユニ
ットと、
　　前記第１の画像ピーク明度と前記第２の画像ピーク明度との間の表示ピーク明度の位
置及び前記第１の画像ピーク明度と前記第２の画像ピーク明度との間の範囲の外側の表示
ピーク明度の位置を特定するための尺度を決定する可能尺度決定ユニット、及び、
　　前記表示ピーク明度、前記尺度、及び前記色変換から、結果的共通乗算係数を決定す
る結果的乗数決定ユニット、
　を備えることにより、前記結果的共通乗算係数を決定する倍率決定ユニットと、を備え
、
　前記色変換装置は、前記入力色の線形ＲＧＢ色表現に前記結果的共通乗算係数を乗算す
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るスケーリング乗算器をさらに備える、
　色変換装置。
【請求項２】
　前記入力色の輝度軸に対する方向を決定する方向決定ユニットをさらに備え、前記倍率
決定ユニットは、前記方向に沿って前記尺度を位置決めすることにより、前記入力画像の
ピクセルの輝度から前記出力画像のピクセルの輝度を決定する方向性補間ユニットを備え
る、請求項１に記載の色変換装置。
【請求項３】
　前記倍率決定ユニットは、第２の色処理仕様データから調節パラメータを取得し、前記
表示ピーク明度の前記位置と異なる前記尺度上の位置に対応する前記結果的共通乗算係数
を計算し、この位置の違いは、前記調節パラメータの値に基づく、請求項１又は２に記載
の色変換装置。
【請求項４】
　前記倍率決定ユニットは、最小値と最大値との間の少なくとも１つの入力パラメータの
関数としての前記尺度上の正規化位置を出力として与える単調関数を適用することによっ
て、前記異なる位置を決定する、請求項３に記載の色変換装置。
【請求項５】
　前記倍率決定ユニットは、前記入力画像のピクセル色の第１の輝度範囲の境界を第２の
輝度範囲から画定する少なくとも１つの輝度値を取得し、前記倍率決定ユニットは、前記
第１及び前記第２の輝度範囲の少なくとも一方について、前記結果的共通乗算係数を計算
する、請求項１乃至４の何れか一項に記載の色変換装置。
【請求項６】
　前記入力画像のオブジェクトの色を解析し、そこから前記結果的共通乗算係数の計算に
用いられる前記表示ピーク明度及び調節パラメータのうちの少なくとも１つの値を決定す
る、画像解析ユニットを含む、請求項１乃至５の何れか一項に記載の色変換装置。
【請求項７】
　高ダイナミックレンジ画像の符号化を生成するシステムであって、
　前記高ダイナミックレンジ画像を受信する入力部と、
　前記高ダイナミックレンジ画像を当該高ダイナミックレンジ画像のマスター等級に変換
する画像変換器と、
　請求項１乃至６の何れか一項に記載の色変換装置であって、前記マスター等級である入
力画像のピクセルの入力色から始めて、色変換を適用することにより、第２の等級分けさ
れた画像のピクセルの結果的色を計算する色変換装置であって、
　　少なくとも１つのパラメータを取得し、当該パラメータ及び色変換を用いて、前記マ
スター等級に対応するピーク明度及び前記第２の等級分けされた画像に対応するピーク明
度と異なるピーク明度に対応する第２の画像を計算する、色変換装置と、
　前記マスター等級と併せて前記第２の等級分けされた画像を、画像蓄積及び／又は送信
に適し、前記マスター等級のピクセル色データ、前記色変換を符号化するメタデータ、及
び前記少なくとも１つのパラメータを含むフォーマット済高ダイナミックレンジ画像へと
変換する信号フォーマットユニットと、
　前記フォーマット済高ダイナミックレンジ画像を出力する画像出力部と、
　を備えた、システム。
【請求項８】
　人間のグレーダが前記少なくとも１つのパラメータを指定することを可能にするユーザ
インターフェースと、前記表示ピーク明度を有するディスプレイを接続するための画像出
力部とを備えた、請求項７に記載の高ダイナミックレンジ画像の符号化を生成するシステ
ム。
【請求項９】
　レンダリングする色を決定するシステムであって、請求項１乃至６の何れか一項に記載
の色変換装置と、当該色変換装置により使用される前記尺度、調節パラメータ、方向、又
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は前記表示ピーク明度のうちの少なくとも１つを変更する少なくとも１つのユーザ指定パ
ラメータを入力するユーザインターフェースとを備えた、システム。
【請求項１０】
　表示ピーク明度と異なる第１の画像ピーク明度に対応する最大ルマ符号を有する入力画
像のピクセルの線形３成分の入力色から始めて前記表示ピーク明度を持つディスプレイに
対する出力画像のピクセルの結果的色を計算する方法であって、前記方法は、
　少なくともピクセル輝度範囲に対する少なくとも１つのトーンマッピング関数を含む色
処理仕様データから色変換を決定するステップであって、前記色変換が、その最大ルマ符
号に対応して、表示ピーク明度及び第１の画像ピーク明度と異なる第２の画像ピーク明度
を有する画像の少なくともいくつかのピクセル色の前記計算を指定することにより、前記
第２の画像ピーク明度による前記第１の画像ピーク明度の除算が１．５より大きな値又は
１／１．５より小さな値のいずれかとなる、ステップと、
　　前記第１の画像ピーク明度と前記第２の画像ピーク明度との間の表示ピーク明度の位
置及び前記第１の画像ピーク明度と前記第２の画像ピーク明度との間の範囲の外側の表示
ピーク明度の位置を特定するための尺度を決定し、
　　前記表示ピーク明度、前記尺度、及び前記色変換から、結果的共通乗算係数を決定す
ることによって、
　前記結果的共通乗算係数を決定するステップと、を含み、
　前記方法は、
　線形３成分の入力色に前記結果的共通乗算係数を乗算して前記結果的色を求めるステッ
プをさらに含む、
　方法。
【請求項１１】
　前記入力色の輝度軸に対する方向を決定するステップをさらに含み、前記結果的共通乗
算係数を決定するステップが、前記方向に沿って前記尺度を位置決めすることにより、前
記入力画像のピクセルの輝度から前記出力画像のピクセルの輝度を決定するステップを含
む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　第２の色処理仕様データから調節パラメータを取得するステップと、前記表示ピーク明
度の前記位置と異なる前記尺度上の位置に対応する前記結果的共通乗算係数を計算するス
テップとをさらに含み、この位置の違いが前記調節パラメータの値に基づく、請求項１０
又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記入力画像のピクセル色の第１の輝度範囲の境界を第２の輝度範囲から画定する少な
くとも１つの輝度値を求めるステップと、前記第１及び前記第２の輝度範囲の少なくとも
一方について、前記結果的共通乗算係数を計算するステップと、を含む、請求項１０乃至
１２の何れか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高ダイナミックレンジ（ＨＤＲ）シーン画像、特に、複数の連続したＨＤＲ
画像を含む動画の入力符号化において、ピクセルの色、特に、輝度を最適化することによ
り、画像コンテンツを生成するカラーグレーダの要求通りに、特定の表示ピーク明度を有
するディスプレイに対して適正な審美的効果を得る方法及び装置であって、ＨＤＲ画像の
等級分けが対応的になされた高ピーク明度（ＰＢ）マスタリングディスプレイ等の尺度デ
ィスプレイとピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）が等しくない任意の実ディスプレイに最適化画像が
レンダリングされた場合に、上記効果が、尺度ディスプレイに対して等級分けされたＨＤ
Ｒ画像の尺度ＨＤＲ効果に対応する、方法及び装置に関する。読者は、ピーク明度（又は
、ダイナミックレンジ）が低いディスプレイが実際のところは、ピーク明度が高いディス
プレイにレンダリング可能なすべての画像効果を正確にはレンダリング不可能であり、む
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しろ、少なくともいくつかのオブジェクトピクセルの色においては、以下の技術によりグ
レーダが可能な色調整に何らかのトレードオフが存在するであろうことから、対応する効
果が必ずしも視聴者にとって厳密に同じ効果を意味しないことを理解するであろう。ただ
し、符号化された意図する画像及び実際にレンダリングされた画像は、十分に類似して見
えることになる。このような効果を指定する符号化側方法及び装置並びに最適化された効
果を計算してレンダリングするように構成されたディスプレイ若しくはテレビ等の受信側
装置の両者のほか、色変換による最適化の制御に用いられる情報を伝達する方法及び技術
について記載する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、少なくとも１つの静止画又は少なくとも１０００ｎｉｔの少なくともいくつかの
オブジェクト輝度のほか、例えば０．１ｎｉｔを下回る低輝度での通常の符号化若しくは
符号化可能性と、ピーク明度（白表示すなわち最も明るいレンダリング可能色の輝度）が
通常は８００ｎｉｔひいては１０００ｎｉｔ、潜在的には例えば２０００、５０００、又
は１０，０００ｎｉｔを上回るいわゆるＨＤＲディスプレイへのレンダリングに十分な品
質とを特徴とする複数のいわゆる高ダイナミックレンジ（ＨＤＲ）画像から成る動画を符
号化し得る方法について、複数の企業が研究及び公開を開始している（ＷＯ２００７０８
２５６２（残留層による２画像方法）、ＷＯ２００５１０４０３５（ＨＤＲシーンの低ダ
イナミックレンジ（ＬＤＲ）再等級分けを増大する比画像を形成可能な幾分類似の方法）
）。当然のことながら、例えば映画のこれら画像は、視聴者が自身の携帯用ディスプレイ
で映画を引き続き視聴したい場合等、ピーク明度が通常１００ｎｉｔ前後のＬＤＲディス
プレイにおいても表示可能であってもよく、また、その必要があり、通常、ＬＤＲ対ＨＤ
Ｒ画像符号化には、いくつかの異なるオブジェクト輝度及び／又は色が必要である（例え
ば、ＨＤＲ等級分けにおけるオブジェクトの範囲［０，１］上の相対輝度は、はるかに明
るいバックライトで表示されることになるため、ＬＤＲ等級画像よりもはるかに低くする
ことが必要となり得る）。また、言うまでもなく、例えば安価なリアルタイム処理等を可
能にするため、動画符号化は、静止画符号化と比べて、要件が追加される場合がある。
【０００３】
　したがって、コンテンツ作成者は一般的に、通常はマスター等級分け（別の等級を生成
可能な開始点であり、ピーク明度能力が異なるディスプレイにレンダリングしたい場合の
同じシーン上の効果であって、通常は、カメラから真っ直ぐの画像の様々なオブジェクト
に良好な審美的色を与えて例えば何らかの雰囲気を運ぶことによりなされる）であるＨＤ
Ｒ画像版又は効果を作成する。すなわち、「等級分け」により、所与の意図するレンダリ
ングシナリオについて、オブジェクトの色が人間のカラーグレーダに対して審美的に適正
に見えるように画像がグレーダによって調整されたことが示される（例えば、グレーダは
、陰影中のオブジェクトがほとんど見えない暗い基部を作成し得る一方、天井には明るく
輝くランプが１つだけ存在しており、これら様々なレンダリング輝度をスマートに調和さ
せて視聴者に最適な経験を与えることが必要となり得る）。以下では、ＨＤＲ符号化の制
約を前提として、等級分けとも称する等級分け画像を生成する上記のような等級分けプロ
セスを可能にする技術的構成要素を教示する。そして、グレーダは通常、その後の長時間
にわたってフィールドに留まり得るレガシーＬＤＲディスプレイの提供に使用可能なレガ
シーＬＤＲ画像（標準ＳＤＲ画像とも称する）も作成する。これらは、例えばインターネ
ット又はＤＶＢ－Ｔチャンネル等のビデオ通信ネットワーク上で別個の画像通信として選
択的に伝送可能である。或いは、ＷＯ２００７０８２５６２及びＷＯ２００５１０４０３
５は、受信側において、ＬＤＲ画像、その上の何らかのトーンマッピング、及びＨＤＲ元
画像に十分近づく残留ＨＤＲ画像からＨＤＲ画像を再構成できる拡張可能な符号化方法を
教示している。そして、このように拡張可能な符号化は、例えば固体メモリスティック等
のメモリ製品に共同格納することも可能であり、例えばテレビ又はセットトップボックス
（ＳＴＢ）等の受信側装置は、接続されたテレビに対して最も適した形態を判定可能であ
る。
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【０００４】
　すなわち、メモリのあるセクタには基本ＬＤＲ画像を格納し、別のセクタには、ＨＤＲ
画像又は同じ時間にわたって対応するＬＤＲ画像から開始してＨＤＲ画像を計算可能な輝
度増大画像等の補正画像を格納する。例えば、最大７００ｎｉｔのテレビの場合は、いず
れのユニットであっても、テレビにレンダリングする最終的な画像の計算にＬＤＲ等級画
像を使用するようにしてもよく、７００ｎｉｔを超える場合は、（例えば、接続されてい
るディスプレイのＰＢのポーリング又はディスプレイ自身が最良の画像選択を行っている
かの把握によって）ＨＤＲ画像を使用するようにしてもよい。
【０００５】
　これにより、例えば５０００ｎｉｔテレビ及びＬＤＲテレビ（標準として、１００ｎｉ
ｔのＰＢ）という２つの特定のレンダリングシナリオに関して、ＨＤＲシーンの２つの審
美的に完璧な尺度等級分けが可能であるものの、画像データ受信側で読み出し及び決定可
能な２つの審美的等級分け画像に対応するピーク明度の中間において（符号化の対応する
ピーク明度は、最大符号（例えば、１０ビットの場合の１０２３）が入力された場合（例
えば、５０００ｎｉｔによる５０００ｎｉｔ等級効果）、尺度ディスプレイ上のレンダリ
ング対象輝度として規定される）、例えば１８００ｎｉｔテレビとして間もなく市場展開
されることになる中間ピーク明度のテレビの取り扱い方については、研究がほとんどなさ
れておらず、公開もされていない。本出願人は、（通常１００ｎｉｔと考えられる最低等
級を下回る５０ｎｉｔ効果が得られる）任意の中間又は範囲外ディスプレイについて、真
に良好な説得力のある審美的効果を有するのに、ＨＤＲ画像もＬＤＲ画像も、上記中間ピ
ーク明度ディスプレイ（以下、中間ダイナミックレンジ（ＭＤＲ）ディスプレイと称する
）にあまり向いていないことを示す実験を行っている。また、消費者は、受信ＨＤＲ画像
等級分けに対して最適な意図するディスプレイとしての尺度ディスプレイのピーク明度よ
りも明るい居間に実際のテレビ等のディスプレイを有する可能性があるため（すなわち、
例えば１００００ｎｉｔ対５０００ｎｉｔ）、最大５０００ｎｉｔのＰＢのディスプレイ
に対して、ＨＤＲシーン上に効果を指定するためだけに必要とコンテンツ作成者が考えて
いた事実にも関わらず、これらの高光度ディスプレイについても、改良された等級を有す
るのが望ましい場合がある。例えば、本出願人は、重要なシーンにおいて、ＨＤＲ画像を
使用する場合、低ピーク明度ディスプレイのレンダリングの場合のＨＤＲ画像の不適切に
高いコントラストのため、例えば暗闇における人間の顔が過度に暗く成り得る一方、多く
の場所でＬＤＲ画像は明る過ぎるため、例えば夜景シーンの雰囲気が大幅に変わってしま
うことを見出した。図１４は、実現可能としたい一般的なＨＤＲシーン画像処理の一例を
示している。１４０１は、元のシーンすなわち少なくともマスターＨＤＲ等級分けにおけ
る近似の様子を示している（通常、太陽は、元の１０億ｎｉｔ光度でディスプレイにレン
ダリングされるのではなく、むしろ例えば５０００ｎｉｔピクセルとして符号化されるこ
とになるためである）。相対的に暗いものの通常はあまり暗くない（例えば、１～２００
ｎｉｔ）いくつかの屋内オブジェクトと、家屋等、実際の生活においては輝度が数千ｎｉ
ｔであるものの、夜間の屋内のテレビ視聴が１０００ｎｉｔ等の前後で良好にレンダリン
グされる窓を通したいくつかの日当たりの良い屋外オブジェクトとを有するシーンが見ら
れる。一例としての第１の画像のピーク明度ＰＢ＿ＩＭ１が５０００ｎｉｔ等のＨＤＲピ
ーク明度ＰＢ＿Ｈに対応するＨＤＲ等級分けと称する第１の等級分けにおいて、（絶対輝
度軸上で３０ｎｉｔ前後の輝度でレンダリングされるように）相対輝度軸の比較的低くに
屋内オブジェクトを位置決めするのが有用であり、例えば映画又は放送等におけるグレー
ダのこの場面の選好に応じて、屋外オブジェクトが輝度範囲の中間前後又はその上のどこ
かとなることが見出されるであろう（生放送の場合、等級分けは、例えばＨＤＲ及びＬＤ
Ｒ効果間の大きく固定されたマッピングを使用する一方、例えばディスプレイ調節を可能
にする単一のパラメータｇｐｍを追加することなく、ごくわずかなパラメータだけを放送
前に調節するのと同じくらい簡単であってもよい）。これら実際の符号は、符号化のＰＢ
のみならず、使用する符号割り当て関数の形状にも依存した所望の輝度に対応しており、
これは、光電変換又は伝達関数（ＯＥＣＦ、ＯＥＴＦ）とも称する場合があるが、ＨＤＲ
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符号化の場合は通常、ＬＤＲのガンマ１／２．２関数よりも急峻な形状を有する（当業者
であれば、これらの技術をいずれかの表現で公式化可能であり、以下では簡単化のため、
輝度表現の考え方を説明するが、ステップの少なくとも一部は、変更すべきところを変更
してルマすなわち輝度の１０ビット符号化等に適用されるようになっていてもよいことを
理解するだろう）。
【０００６】
　また、対応するＬＤＲ効果（この一例では、ＩＭ＿ＧＲＡＤ＿ＬＸＤＲと称する）が必
要とされており、これについては当然のことながら、より大きな輝度ダイナミックレンジ
の様々なオブジェクトをすべて絞り込んで、１００ｎｉｔのＰＢに対応する小さなダイナ
ミックレンジとする必要がある。グレーダは、色変換法として通常、少なくとも来るべき
数年にわたって動画通信集積回路を簡素に保つ単純な機能を規定することになるが、これ
は、すべてのオブジェクトの輝度の再配置法を規定する（例えば、図に示すように、家屋
を輝度範囲及び対応する符号範囲の大きい方に近づけて配置することにより、屋内と比べ
て十分に明るく見えるように保つ必要があり、これは、例えば特定の実施形態の場合、ソ
フトクリップトーンマッピングによってなされるようになっていてもよい）。これがコン
テンツ作成側の等級分け装置１４０２で規定されるものであり、コンテンツ使用装置は、
何らかの画像通信媒体（１４０３）を通して受信する等級分け効果（Ｓ＿ｉｍ）の情報に
基づいて、通常２つの受信した審美的等級分け（又は少なくともそれらの画像のデータ）
のいずれか一方に対応するピーク明度と等しくないピーク明度を有する実ディスプレイに
対して様々なオブジェクトが有すべき最適な輝度を判定することが必要となり得る。この
例においては、様々な方策を伴う可能性がある。例えば、暗い屋内オブジェクトは、任意
のＰＢ（１００ｎｉｔも可）のディスプレイに良好にレンダリング可能であるため、意図
するＰＢがどの程度であっても、色最適化によって３０ｎｉｔ又はその近傍に保持される
ようになっていてもよい。家屋は、ＬＤＲ及びＨＤＲ等級分けの中間の輝度として一部を
レンダリングすることが必要となり得る。太陽は、任意の接続ディスプレイ又は接続対象
ディスプレイにおいて、考え得る最も明るい色（すなわち、ＰＢ）が与えられるようにな
っていてもよい。
【０００７】
　ここでは、後で明らかとなるように、（言葉で表現するシーンを導入する理由となる）
ＨＤＲシーンを実際にＬＤＲ画像（及び、色変換メタデータ）として驚くほどに符号化可
能な方策を開発したことを強調したいが、理解の容易化のため、受信側に伝達される画像
であるＩｍ＿１がＨＤＲ画像であり、ＬＤＲ画像へと再等級分け可能なものとするシナリ
オで考え方及び技術的メタ構造のいくつかを説明する場合がある。また、Ｉｍ＿１が実際
のところは（受信側でＨＤＲ画像、任意の中間ダイナミックレンジ画像ＭＤＲ、又は伝達
されたＬＤＲ及びＨＤＲ等級分けの範囲外の任意の画像へと再等級分け可能な）ＬＤＲ等
級分けである場合も、同じ原理が使用可能であり、他の重要な市場シナリオで用いられる
ことになる。
【０００８】
　本出願人は一般的に、利用可能な等級分け画像に基づいて様々な追加等級を生成する考
え方をＷＯ２０１２１２７４０１で教示しているが、これは、ディスプレイ調整において
、実際の実施形態の全部又は少なくとも大部分に必要となる主要な考え方を教示するもの
である。ただし、例えばＩＣの複雑性、グレーダの作業能力等の実際の制約に適合する単
純な符号化変形を考え出すのが依然として課題であり、発明者らは、このような実際のＨ
ＤＲ画像の取り扱いについて、いくつかの共通の基礎となる原理を確定した後に対処可能
となる。わずかに関連する別の従来技術文献は、ＷＯ２０１３／０４６０９５であって、
これは、（すなわち、例えばカメラで捕捉された元のＨＤＲシーンの５０００ｎｉｔ又は
わずか２０００ｎｉｔ変形等、ＰＢ＿Ｈ値が異なる）複数の異なる種類のＨＤＲ符号化と
、様々なディスプレイピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）値で提供される様々な出力ディスプレイと
が存在し得ることを教示しているに過ぎないが、この場合も、以下の詳細すべてを論じる
ことなく、必要な技術的フレームワークを教示しているに過ぎない。これに対応して、コ
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ンテンツ作成者が審美的に最適化された等級分けを受信側の実際に存在する少なくとも１
つのディスプレイに合わせて調整できるようにする整合用の簡単な技術への対処法が依然
として課題であった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特に、乗算に基づく非常に有用な輝度マッピング技術（少なくとも、赤及び青の色のデ
ィメンジョンを当面の間無視する輝度マッピング）を開発した。線形のＲＧＢ色信号を処
理する場合は、それぞれの色の輝度を増大するのと同様に（結果的に単一の乗数ｇｔで成
分を乗算することにより）色信号を増大するようにしてもよい。すなわち、コンテンツ作
成者は、例えば一般的な輝度増大、任意形状の微調節関数（ＣＣ）等、様々なマッピング
法で構成可能な輝度マッピング法として、自身の要求を特定可能である。言うまでもなく
、現存の技術については確かに、入力画像の考え得るすべての輝度が対象ではない一部の
実施形態において、このような関数指定が１つだけ必要であり、これをＣＣと称するが、
これは何らかの別の関数であってもよい。
【００１０】
　上記は一般的に知られていないため、図１６において原理を説明する。ここで、任意の
考え得る入力輝度Ｙ＿ｉｎ（受信した処理対象の入力画像Ｉｍ＿ｉｎのルマ符号（例えば
、９５０）に対応）を出力輝度値（簡素化のため、０．０～１．０の正規化値と仮定）に
変換するシグモイド関数を有するものと仮定する。この関数は、ユニタリ変換（すなわち
、対角）との比較で導出可能な乗算としても記述可能である。例えばＨＤＲ　Ｉｍ＿ｉｎ
をそれ自体に変換するのであれば、ユニタリ変換を適用することになる。ＨＤＲ相対輝度
をＬＤＲ相対輝度（又は、略して「輝度」）に変換したい場合は、シグモイド関数を適用
可能である。ただし、右側の曲線の係数ｇでも同等に、Ｙ＿ｉｎ値を乗算可能である。こ
のような乗算法によって、ＨＤＲ技術が比較的簡単になり、例えば、様々な望ましい変換
が次々に生じるものの、本出願の主題であるディスプレイ調節シナリオと同様に、実際に
接続された任意のディスプレイの場合は、マスターＨＤＲ効果に大きく対応して、画像が
最適に見えるようになる。
【００１１】
　したがって、実際のＨＤＲ（実際には、これと同時に、レガシーＬＤＲディスプレイ上
での直接表示に使用可能なＬＤＲ等級分け効果）画像符号化方法として、本出願人は、従
来の圧縮技術に従って実際に符号化され、ＨＤＲシーンの捕捉オブジェクトのピクセル色
テクスチャを含む主画像として、ＨＤＲ及びＬＤＲ画像の一方のみを格納（又は、送信）
するシステムを発明した。すなわち、これは、すべてのオブジェクト形状の幾何学的構成
及びそれぞれのテクスチャの何らかの成文化を含み、任意所望のレンダリング又は対応す
る色調整によって、画像の幾何学的態様を再構成可能である。さらに、ＨＤＲシーン画像
の成文化には、通常、第２の画像としてではなく、（復号化ＩＣがすべての色変換を理解
して実施している必要があることから、通常は限られた）主画像のピクセル色の一組の機
能的変換として符号化された少なくとも１つの（通常は、厳密に１となる場合が多い等級
分けコストを考慮した）他の等級分けを含む。このため、主画像（Ｉｍ＿ｉｎ）が（例え
ば、５０００ｎｉｔのピーク明度を尺度とする）ＨＤＲ画像となる場合、色変換関数（又
は、アルゴリズム）は、その画像からＬＤＲ画像を（通常、１００ｎｉｔの標準化ＳＤＲ
として）計算可能となる。また、当業者であれば、必要に応じた少ないビットでのこのよ
うな変換の容易な成文化法を把握することになる。例えば、第１の部分が直線状であり、
その後（１．０、１．０）に向かって屈曲する関数は、傾斜（黒い傾斜）及び直線状部分
の停止点を与える実数等のパラメータ並びに上側部分の形状の規定に必要な任意のパラメ
ータによって符号化可能である。
【００１２】
　図１は、このような色変換の考え得る一般的な例示的実施形態を与えているが、これに
は限定されず、熟練した読者が理解すべき（少なくとも１つの）別の等級分けの対応する
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変換ベースの符号化は、以下の新規な実施形態と併用可能な唯一のシステムではない。
【００１３】
　この例では、ＨＤＲ画像がテクスチャ画像として符号化され（Ｉｍ＿ｉｎとして受信さ
れ）、そのピクセル色に色変換を適用することにより、任意の動画受信側でＬＤＲ等級分
けを構成可能であるものと仮定する。ただし、例えばＬＤＲ画像である主画像に基づいて
ＨＤＲ画像を再構成する場合、すなわちＬＤＲディスプレイ上での直接レンダリングに適
する場合、すなわちＬＤＲディスプレイのピーク明度限界が与えられた画像の様々なオブ
ジェクトについて、適当な光度及びコントラストを示すＬＤＲディスプレイ上でのレンダ
リングの場合にも同じ技術的推論が当てはまる。この場合は、色変換によって、ＬＤＲ画
像からＨＤＲ画像が規定される。なお、いくつかの実施形態においては（必須ではないも
のの）、例えば符号化器がダイナミックレンジを縮小し、主画像をＬＤＲ画像として符号
化する場合、符号化器及び復号化器において処理ユニットの順序が逆転されるようになっ
ていてもよく、復号化器側で対応するＬＤＲ主画像からＨＤＲ等級分けを再構成する場合
、すなわち、まずカスタム曲線を適用した後、ユニット１１０の露出調整を逆方向に適用
した場合等に、輝度（又は、ルマ）処理の順序が逆転されるようになっていてもよい。
【００１４】
　以下、説明を目的として、色変換装置２０１が任意の受信装置（テレビ、コンピュータ
、携帯電話、映画館のデジタルシネマサーバ、セキュリティシステム制御室の視聴ブース
等が考えられる）の一部であるものと仮定するが、任意の符号化又はコード変換装置の符
号化側においては、実現可能なもの及び符号化して送信可能なものを確認するため、同じ
技術的構成要素が存在していてもよい。例えば、ＢＤリーダ、アンテナ、インターネット
接続等の様々な画像源に接続可能な入力１０３を介して、画像信号、より一般的には動画
信号Ｓ＿ｉｍが受信される。動画信号Ｓ＿ｉｍは、一方では入力色を伴うピクセルＩｍ＿
ｉｎの画像（又は、異なる時点の複数の画像の動画）を含み、他方では、様々なデータと
りわけ受信側で色マッピング関数を一意に構成するデータ、場合により入力画像が等級分
けされるピーク明度に関連する何らかの説明データ、及び以下の種々実施形態を実現する
のに必要な任意のデータを含み得るメタデータＭＥＴを含む。動画像の符号化は通常、例
えば既存のＭＰＥＧ－ＨＥＶＣすなわちＹＣｂＣｒピクセル色のＤＣＴベースの符号化等
、ＭＰＥＧ状の符号化法でなされるようになっていてもよい。色変換ベースの再等級分け
技術によるダイナミックレンジ効果の符号化は本質的に、画像を適当にフォーマットして
格納又は送信するように対処する圧縮の部分において実際に用いられる圧縮法に依存しな
いためである。したがって、本発明の種々実施形態は、例えばＹｕｖ等で好都合な種々入
力色規定に作用し得るものの、この例では、第１の色変換器１０４がＹＣｂＣｒ表示を線
形ＲＧＢ表示へと変換するように構成されている。第２の色変換器１０５は、第１のＲＧ
Ｂ表示から第２のＲＧＢ表示へのマッピングを行うようにしてもよい。これは、カラーグ
レーダが等級分けを行い、第１の色空間で起こっていること（例えば、Ｒｅｃ．７０９）
を観察するようにしてもよいためであるが、画像データは第２の色空間に従って符号化さ
れる。例えば、デジタルシネマイニシアティブの原色Ｐ３：赤＝（０．６８，０．３２）
、緑＝（０．２６５，０．６９）、青＝（０．１５，０．０６）、白＝（０．３１４，０
．３５１）を使用可能である。或いは、最近のＲｅｃ．２０２０色フォーマット等での符
号化も可能である。例えば、Ｒｅｃ．２０２０色空間で規定された色表示にて画像が送信
されるようになっていてもよいが、グレーダは、ＤＣＩ－Ｐ３色空間にて色の等級分けを
実行済みであり、これは、例えばＨＤＲ画像からのＬＤＲ等級分け又はその逆を行うため
、受信装置がすべての色変換に先立って、Ｐ３色空間への変換を最初に行うことを意味す
る。計算が受信端で等級分けが再計算される前に、例えばＲｅｃ．７０９等の等級分け色
空間において、グレーダがＨＤＲ画像をＬＤＲ画像へと再等級分け済みであることから（
すべての値が［０，１］に正規されているものと仮定）、第２の色変換器１０５は、この
Ｒｅｃ．７０９色空間への変換を行う（当業者は、例えば、相対的な比色分析マッピング
を場合により使用可能であることや、反転可能な何らかの飽和圧縮法が用いられ得ること
など、様々な変換法を適用可能であることが分かっている）。そして、メタデータは通常
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、色最適化法を適用するが、この簡単な実際の実施形態では、色飽和プロセッサ１０６に
よって実行されるものと仮定する。グレーダが特定の飽和法を適用する（例えば、特定の
様態で明るい色を不飽和にして、ＲＧＢ全域のより高い輝度位置に適合させるか、又は、
ＨＤＲ－ＬＤＲマッピング等によって暗くなっている色の彩度を高くする）のには、様々
な理由が考えられる。例えば、グレーダは、夜景シーン等の空の紺青がわずかに不飽和と
なっていることを見出し得るため、輝度最適化変換によってＬＤＲ効果を得る前に、線形
ＨＤＲ画像の飽和を予め上昇済みであってもよい（典型的な実施形態では、色の色度を不
変のままとする輝度変換すなわち色の輝度の態様に関して純粋に影響を及ぼす輝度変換を
実行するため、特に興味深い）。この簡素化された例示的な実施形態においては、飽和が
色の単純なスケーリングであり（すなわち、色相、輝度、又は初期飽和に関わらず同じ）
、伝達・受信されたメタデータＭＥＴから値が読まれるものと仮定する。より簡単な実施
形態においては、色変換の輝度の態様に関してのみ注目し、色処理をこの単一の予備処理
ステップとするが、当業者であれば、他の飽和法が可能であり、輝度処理とスマートに調
和可能であることが了解される。ここで、各色は、純粋な輝度－方向処理を実行するため
の適正な（Ｒ，Ｇ，Ｂ）値を有する。
【００１５】
　図１に示すような色変換実施形態の重要な特性として、色の純粋なスケーリングが可能
であり（すなわち、当該色の輝度の相互関連すなわち色ベクトルの長さを測定する任意の
尺度である色特性のみの変更が可能である一方、色の色度を決定する色成分の比の維持が
可能であり、当然のことながら、色変換の計算を様々に（例えば、図示のように線形ＲＧ
Ｂ成分上で）具現化可能である）、この色変換は、３つの色成分上で同様に、共通の多重
スケーリング変換として（実数ｇ（例えば、０．７５３）又は実数に変換可能な任意のそ
の成文化（例えば、ＩＮＴ（１０００＊ｇ））、説明したように再公式化可能である。こ
れは、ＨＤＲ－ＬＤＲマッピングを規定しており（又は、同様にＬＤＲ－ＨＤＲマッピン
グ若しくは第１のダイナミックレンジの任意の第１の等級分け画像の大きく異なる第２の
ダイナミックレンジへのマッピングであり、これら２つは、関連する尺度ディスプレイの
関連するピーク明度、すなわちＮビット成文化の最大符号に対応する輝度として、通常少
なくとも係数４すなわち２ストップ又は少なくとも係数１．５若しくは２及び場合によっ
てはより多くの複数ストップが異なる）、少なくともこの場合は、ダイナミックレンジ変
換において支配的に、画像オブジェクトの輝度の態様が関与する。
【００１６】
　図１の説明例における処理は次の通りである。最大値計算器１０７は、ピクセル色ごと
に、ＲＧＢ成分のうちの１つである最も高いＲＧＢ成分を計算するが、例えば赤成分が０
．７である（これをＲｍａｘと称する）。これは、色ベクトルの長さの尺度すなわち輝度
相互関連の一実施形態となる。輝度マッパ１０２は、一連の変換を当該最大成分に適用す
るが、これら変換の成文化は、最終的に総機能的輝度変換に達するメタデータＭＥＴに受
け付けられる。この変換は、ＨＤＲ画像の輝度（１に正規化）がすべて変化して、審美的
に適正な等級分けＬＤＲ効果を有するＬＤＲ画像が如何に得られるかを成文化している。
例えば、通常は、等級分けソフトウェア上での等級分けと、ＬＤＲ効果を満たした場合の
保存ボタンのクリックとによって、符号化／コンテンツ作成側のグレーダが良好なＬＤＲ
効果を与えていることが特定されるような変換が適用される。まず、利得乗算器１０８は
、受信した利得係数（ｇａｉ）によって最大成分（例えば、Ｒｍａｘ）を乗算することに
より、ピクセルごとの０～１の異なる値であるＲｍａｘ＿１を生成する（例えば、いくつ
かの実施形態において、グレーダは、ＨＤＲ輝度の７０％レベルをＬＤＲ輝度の１００％
レベルに設定することも可能であるし、その他何らかの所望の等級分けも可能である）。
なお、この処理は実際のところ、輝度変換挙動が伝達済みと考えられる事実にも関わらず
、例えば当該色の輝度ではなく、３つの色成分の最大値に関して実行される。そして、パ
ワー関数適用ユニット１０９は、現在の結果Ｒｍａｘ＿１をパワーガムへと引き上げるが
、この数のガムが再度、受信メタデータから読み出されて、結果的Ｒｍａｘ＿２が生成さ
れる。その後、露出調整ユニット１１０は、例えば以下の式の適用によって、グローバル
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露出修正変換を適用する。
　Ｒｍａｘ＿３＝ｌｎ（（ｌｇ－１）＊Ｒｍａｘ＿２＋１）／ｌｎ（ｌｇ）
ここで、ｌｇは再び、受信したグレーダ最適化数、ｌｎは２．７１を底とする自然対数で
あって、Ｒｍａｘ＿４を生じる。そして、カスタム曲線が輝度マッパ１１１により適用さ
れて、Ｒｍａｘ＿４＝ＣＣ（Ｒｍａｘ＿３）を生じる。すなわち、この曲線は、例えば複
数（例えば、６つ）の特徴点（入力ルマ／出力ルマ座標対）として送信されるようになっ
ていてもよく、その中間において、何らかの送信又は事前合意補間法（例えば、線形補間
）により受信側で中間点を計算することができる。そして、この関数が適用され、例えば
Ｒｍａｘ＿３＝０．７の場合は、伝達される具体的な関数により、この値に対してＲｍａ
ｘ＿４＝０．７８が生じる。最後に、典型的なＬＤＲディスプレイの使用ガンマすなわち
通常Ｒｅｃ．７０９の反転ガンマに従って、表示変換成形器１１２が変換を行う（線形座
標にて入力されるディスプレイの場合、この最後の表示変換成形器は、任意選択であって
もよい）。当業者であれば、例えば［０，１］のｍａｘ（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の考え得るすべて
の入力値に当てはまる単一のＬＵＴを形成することにより、等化法によってこれらの式を
同等と見なし得ることが了解される。ユニットの一部を省略可能であり、例えば、利得ｇ
ａｉを１．０に設定して、結果的に同一性処理を有することから効果的に除去されること
が了解されるものとする。当然のことながら、他の変換関数も使用可能であり、例えば、
カスタム曲線を適用するだけでもよいが、研究の結果、この例は、グレーダが良好なＬＤ
Ｒ効果を効率的に得るのに実用的と考えられることが分かった。以下の実施形態において
は、必要に応じて任意の輝度処理法を構築可能であり、本明細書に記載の処理法は、実用
上非常に優れたものに過ぎない点が重要である。
【００１７】
　そして最後に、入力ＲＧＢ成分自体の最大値（すなわち、Ｒｍａｘ等）によって、これ
らすべての変換の結果（すなわちｆ（Ｒｍａｘ）等）を除算することにより、共通の乗算
係数ｇが計算される。この係数ｇは、輝度変換を乗算法として提示可能となるように計算
される。最後に、所望の出力色及びその所望のＬＤＲ光度を相対的に得るため、スケーリ
ング乗算器１１４は、入力ＲＧＢ値又はこの例における（任意選択としての）飽和処理（
色飽和プロセッサ１０６）の結果的値に共通の乗算係数ｇを乗算することにより、すべて
の画像オブジェクト、又は実際のところ、これらオブジェクトのすべての画像ピクセルに
対して、適正な輝度調整色を生じる。すなわち、この例においては、これにより、ピクセ
ル色（Ｒ２，Ｇ２，Ｂ２）が画像出力１１５上で出力されるＳ＿ｉｍに入力されたＨＤＲ
画像から始めて線形ＲＧＢ画像としてＬＤＲ等級分け効果が生成される。当然のことなが
ら、当業者であれば、ＬＤＲ画像の適正な比色分析効果を有することにより、画像自体と
同様に、任意の原理に従ってその色を符号化することにより、依然として別途使用が可能
であることが了解される（例えば、ある用途としては、計算ＩＣからバスを介してＬＣＤ
バルブドライバに信号を送信するが、別の用途では、直接又は別途ディスプレイベンダ固
有の微調節処理を施して、ＨＤＭＩ（登録商標）接続を介して画像をテレビに送信してレ
ンダリングすることも可能であり、このため、微調節を誘導する伝達ビデオ信号に何らか
の別のメタデータが含まれる可能性がある）。
【００１８】
　ここで、読者は、ＨＤＲ符号化及び使用技術に関して、別の重要な原理を明確に理解す
べきである。ここまでは、図１を用いて、ＨＤＲシーンの異なる（すなわち、すべてのオ
ブジェクト光度が対応的に調和された）ダイナミックレンジの２つの効果を符号化可能な
手段すなわちコンテンツ作成者により等級分けされた２つの元の画像を符号化する手段を
説明してきたに過ぎない。このようにしたのは、ＬＤＲディスプレイが１つだけ（１００
ｎｉｔ）存在し、特に、様々なコンテンツ視聴者を前提として、それ以外にＨＤＲディス
プレイの種類が１つだけ（例えば、５０００ｎｉｔ）の場合は、すべてが簡素化されるた
めである。そして、ＬＤＲディスプレイは、ＬＤＲ等級を表示することになり、ＨＤＲデ
ィスプレイに関わらず、「ＨＤＲ等級」を表示することになる。これは、受信してレンダ
リングする画像のピーク明度から適度に逸脱した表示ピーク明度の場合は功を奏するが、
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大きく逸脱する場合は良好な結果とならない可能性がある。特に、この画像は、１０００
ｎｉｔ、１００ｎｉｔ、又は５０００ｎｉｔのディスプレイで表示する必要がある。ここ
で、図１と厳密に同じ技術によって、少なくとも１つ以上の画像を非常に上手く等級分け
することも可能であり、例えば、ＰＢ＿Ｄが１０００ｎｉｔ前後のディスプレイに関して
、最も良く見える等級分けを実際に計算する色変換関数を決定可能である。少なくともい
くつかの重要なＨＤＲシーンについては、５００ｎｉｔ又は２５００ｎｉｔ前後でも、効
果は依然として不適当と考えられる（例えば、暗闇のモンスターは、暗過ぎて見えなくな
る可能性があり、逆に、非現実的に明るくなったり、濃霧中の別のモンスターのコントラ
ストが見えなくなるほど低くなったりする可能性等もある）。多くのシナリオ（特に、生
放送用途）において、グレーダは、ＭＥＴ＿ＴＲ２の第２の色変換関数による第３の等級
分けに配慮せず、また、等級分けされた第２の効果（例えば、マスターＨＤＲからのＬＤ
Ｒ）を詳細に作成することに多くの時間を費やしたくない場合がある。したがって、一方
では、ピーク明度スケールの通常考えられる使用に関する限り、通常は最端部における２
つの等級分けの視認によるＨＤＲシーンの実際のセマンティックが非常によく把握される
という原理を導入した。例えば、爆発は、ＬＤＲシーンと比較して、ＨＤＲシーンにおい
て光度が増大されるが、シーンのその他の部分を十分にレンダリングするのに必要な符号
を上回るほど多くの符号が利用可能なわけではないことが分かる（逆も同様で、爆発は、
ＨＤＲ画像における明るさ強調版と比較して、ＬＤＲにおいて暗くなることが分かる）。
これにより、どれくらい特定のＰＢ＿Ｄに対して爆発を増大すべきかが必ずしも分かるわ
けではなく、例えば、この増大が積極的に即時開始すべきか、高品質ＨＤＲディスプレイ
（例えば、およそ２０００ｎｉｔのＰＢ）に対してのみ即時開始すべきかが分からない。
ただし、少なくとも、中間等級（ＭＤＲ）に関しては、爆発の火球の増大が必要になるこ
とが把握される。ここで、必要となる技術的手法は、ＨＤＲシーンの種類の複雑性等の状
況と、特定のユーザの重要性とによって決まり、当該応用分野において共通の余裕時間及
び費用等と均衡している。この原理では、受信側（例えば、セットトップボックス又はＴ
Ｖ　ＩＣ）自体が他方の必要な等級（受信した２つの等級間又はその範囲の外側）を導出
可能であり、通常は、作成側からの何らかの別途誘導を伴って、色変換と本質的に異なる
メタデータの使用により、実際の第２の元の等級すなわちグレーダにより指定・有効化さ
れた元の審美的材料が生成される。これは、このいわゆる表示調節段階の物理的及び技術
的要件も異なることが原因である。なお、特定の要求に応じて現在のＨＤＲシーンに最適
なパラメータを作成者が実際に伝達するケースを説明することになるが、受信側において
も、同じ原理を単独で適用可能であり、例えば、受信装置が画像解析によって、適当な（
例えば、ｇｐｒ又はｇｐｍ）表示調節パラメータ値に達することも教示する。いくつかの
シーンにおいて、様々な画像オブジェクトの最終的なレンダリング輝度が如何ほどである
かは然程重要ではなく、例えば、室内の光は実生活においても、わずかに明るいだけであ
るため、窓から見られる外界の光も相対的に十分明るく又は暗くなり得る。このような場
合、装置又はグレーダは、非常に単純な技術的ツールにより、少なくとも輝度範囲の一部
に関して尺度アルゴリズムにより生じるものと比較して、効果をわずかに（例えば、ある
範囲に関して、３つのユニタリステップだけ）明るく調節するようにしてもよい。その他
いくつかの重要なシーンについて、グレーダ又はディスプレイ製造業者は、例えば画像の
自動的な改善又は効果に影響を及ぼすよりスマートなユーザインターフェース制御のユー
ザへの付与のため、当然のことながら、この種の技術の典型的なハードウェア制約とすべ
てが調和した考え得る表示ピーク明度の範囲の様々な部分的範囲に関して、ＨＤＲシーン
の様々な部分をより精密に制御したい場合がある（特に、特定の様々な光度範囲であるが
、いくつかのシナリオにおいては、例えば特定のオブジェクトの識別を可能にする情報が
存在する可能性があり、この場合は、オブジェクトに応じた表示調節を実行可能である）
。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　以下に説明する本発明は、少なくとも２つの等級分け画像の比色分析効果を規定する上
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記のような共通のスケーリング（乗算）処理に関して、接続されてレンダリング用の最適
化画像が供給される実際のディスプレイの中間等級（中間ダイナミックレンジＭＤＲ（半
）自動再等級分け効果）を色変換装置（２０１）により受信側で計算することにより、表
示ピーク明度と異なる第１の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ１）に対応する最大ルマ符号を
有する入力画像（Ｉｍ＿ｉｎ）のピクセルの入力色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）から始めて表示ピーク
明度（ＰＢ＿Ｄ）を持つディスプレイの出力画像（ＩＭ＿ＭＤＲ）のピクセルの結果的色
（Ｒ２，Ｇ２，Ｂ２）を計算可能となる色変換装置であって、色変換装置は、
　メタデータ入力部（１１６）を介して受信された少なくともピクセル輝度範囲に対する
少なくとも１つのトーンマッピング関数（ＣＣ）を含む色処理仕様データ（ＭＥＴ＿１）
から色変換（ＴＭＦ、ｇ）を決定するように構成された色変換決定ユニット（１０２）で
あって、色変換が、その最大ルマ符号に対応して、表示ピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）及び第１
の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ１）と異なる第２の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ２）を有
する画像（ＩＭ＿ＧＲＡＤ＿ＬＸＤＲ）の少なくともいくつかのピクセル色の計算を指定
することにより、第２の画像ピーク明度による第１の画像ピーク明度の除算が２より大き
な値又は１／２より小さな値となる、色変換決定ユニット（１０２）と、
　　第１の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ１）と第２の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ２）と
の間の表示ピーク明度の位置及び当該範囲外の表示ピーク明度の位置を特定するための尺
度を決定するように構成された可能尺度決定ユニット（１３０３）、及び、
　　表示ピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）、尺度、及び色変換から、結果的共通乗算係数（ｇｔ）
を決定するように構成された結果的乗数決定ユニット（１３１０）、
　を備えることにより、結果的共通乗算係数（ｇｔ）を決定するように構成された倍率決
定ユニット（２００）と、を備え、
　色変換装置は、
　入力色の線形ＲＧＢ色表現に結果的共通乗算係数（ｇｔ）を乗算するように構成された
スケーリング乗算器（１１４）をさらに備えることを特徴とすることで課題を解決する。
【００２０】
　出力画像の結果的色の計算に必要な結果的共通乗算係数（ｇｔ）の計算の例示的な一実
施形態では、通常、ＨＤＲシーンの第２の受信等級である入力画像の輝度ダイナミックレ
ンジと少なくとも１．５倍異なる輝度ダイナミックレンジの画像（Ｉｍ＿ＬＤＲ）に対応
する尺度ピーク明度（ＰＢ＿Ｈ）とピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ２（例えば、ＬＤＲ等級のＰ
Ｂ＿Ｌ））との比の対数によって除算したディスプレイ（ＰＢ＿Ｄ）、特に画像をレンダ
リングする接続ディスプレイと入力画像に対応する尺度ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ１（例え
ば、ＰＢ＿Ｈ））との比の対数の比（ｇｐ）を最初に計算する。その後、色変換装置は、
比（ｇｐ）のパワーまで引き上げられた（第１及び第２の等級分け間の変換に用いられる
すべての部分的色変換の総量により決定され、通常はＨＤＲ及びＬＤＲ効果画像と考えら
れる）初期共通乗算係数ｇとして、結果的共通乗算係数（ｇｔ）を計算する。
【００２１】
　このような他の尺度も可能であるが、何でも良いわけではなく、ディスプレイ（ＰＢ＿
Ｄ）の中間ピーク明度を厳密又は近似的に位置特定するのに用いる場合は、ＰＢ＿ＨとＰ
Ｂ＿Ｌとの間となるようにすることで、ＭＤＲ効果がＰＢ＿Ｄディスプレイへのレンダリ
ング時に満たされる（特に、［ＰＢ＿ＩＭ１，ＰＢ＿ＩＭ２］範囲外で効果を外挿する際
に尺度が良好な結果をもたらす場合にも有用である）。
【００２２】
　したがって、この装置又は方法では、２つの符号化／受信効果画像（Ｉｍ＿ｉｎ及びＩ
Ｍ＿ＧＲＡＤ＿ＬＸＤＲであり、ＩＭ＿ＧＲＡＤ＿ＬＸＤＲがＨＤＲ又はＬＤＲ画像であ
ってもよく、他方の画像が大幅に異なるダイナミックレンジを有する）間の色変換を最初
に決定するが、この色変換は、種々実施形態において、実際には（正規化された入力及び
出力輝度間の）関数又は１つ若しくは一組の乗算係数ｇとして表示され、計算を実行する
ユニットに伝達されるようになっていてもよい。
【００２３】
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　多くの実施形態においては、ＭＤＲ出力画像のすべての色がこの方法により計算される
ようになっていてもよいが、他の実施形態では、ピクセルの一部のみが再計算される。例
えば、この方法では、ＬＤＲ画像等からシーンの一部又はいくつかのテキスト若しくはグ
ラフィック要素をコピーし、火球又は屋外に臨む窓等に対応するピクセルのみを増大する
ようにしてもよい。このような場合は、考え得る輝度等の範囲の一部のみに関数が規定さ
れるようになっていてもよい。
【００２４】
　最終的には、例えばＨＤＲ画像からのＭＤＲ画像の導出に必要な色処理の計算に関わら
ず、この装置は、これを入力色と乗算する一組の乗算値へと変換することになるが、これ
は通常、線形ＲＧＢ色表示であってもよい（又は同様に、例えばｕ’及びｖ’をＣＩＥ１
９７６色度座標とするＬｕ’ｖ’表示のＬ成分を乗算することも可能であるが、これらの
詳細は、表示調節の種々の実施形態の理解に関係ない）。
【００２５】
　したがって、この装置ではまず、可能尺度決定ユニット（１３０３）によって、どの尺
度がＰＢ＿ＩＭ１値とＰＢ＿ＩＭ２値との間でのＰＢ＿Ｄ値の位置特定に必要かを決定す
る必要がある。この尺度は通常、非線形であり、調節パラメータの一部を用いて、この装
置は、コンテンツグレーダの誘導下でのいくつかの有利なシナリオにおいて、非線形性の
形態にさらに影響を及ぼし得る。これは特に、非線形な人間の視覚の存在下であっても、
表示調節が単に表示物理学ベースの適応ではなく、特にＨＤＲ（特に、非常に高いＤＲ）
からＬＤＲへの移行のため、複雑な最適化によってすべてのオブジェクト輝度を一体的に
絞り込むとともに、依然として、優れた調和効果を得ることが必要となり得るためである
（第２の画像もＨＤＲ画像又は少なくともＰＢが十分に高いＭＤＲ画像である場合は、事
態が容易化される可能性がある）。それにも関わらず、理想的には、システムの実施形態
を合理的に簡素化することにより、数個のパラメータによって、ＨＤＲコンテンツのクラ
スに要する効果調節制御の少なくとも大部分を迅速に得たい。
【００２６】
　可能尺度決定ユニット（１３０３）は、（例えば、ＩＣにおけるハード符号化である）
所定の尺度を使用するだけの簡素化を図るようにしてもよいし、他の実施形態においては
、事前合意メタデータフィールドにおける受信信号Ｓ＿ｉｍを介してコンテンツ作成者か
ら受信した尺度種別インジケータ（ＣＯＤ＿ＭＥＴＲ）から必要な効果を決定するように
してもよい。様々なＨＤＲシーンが異なる取り扱いを受ける可能性があるため、グレーダ
は、例えば日当たりの良い屋外の行動の映画の第１のシーンについて、使用する尺度が対
数比であること（及び、方向がおそらく、入力輝度の軸に直交する垂直方向であること（
以下参照））を伝達するようにしてもよいが、次が夜のシーンになった場合は、いく分明
るい効果を得るため、コンテンツ作成者は、ＯＥＴＦベースの尺度によって（例えば、同
一性対角方向に直交して、言い換えると、入力輝度軸から１３５°にて）表示調節を行う
旨を指示するようにしてもよい。或いは、コンテンツがＭＤＲ再等級分けリアルタイムで
ある（或いは、例えば、後の視聴者に向けて処理され、視聴者の前提でＨＤＤに格納され
る）べきかに応じて、例えばＳＴＢの色変換装置は、何らかの計算を行い、画像統計デー
タを見て、意図するディスプレイが少しだけ暗くなるように尺度を少し変更するか、又は
、ＰＢ＿Ｄを変更することにより、いく分明るい画像となるように検討してもよい。或い
は、人間又は自動画像品質解析アルゴリズムのいずれに依らず、ＭＤＲ効果が満足のいく
判定を得るまで、パラメータに影響する表示調節を任意に変更するようにしてもよい。受
信側装置の可能尺度決定ユニットは、例えば映画の画像集合の統計解析によって、それ自
体の尺度を構築するようにしてもよいが、通常は、一組の予備プログラム選択肢から選定
するのみである。
【００２７】
　結果乗数決定ユニット（１３１０）は一般的に、以下の例で説明する通り、尺度を輝度
変換マップ上に位置決めし（又は、実際のところ、同等の計算をし）、表示ピーク明度が
符号化画像間となる位置（すなわち、少なくともピクセル色の何らかの部分的範囲又は入
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力画像Ｉｍ＿ｉｎの何らかのピクセル部分集合に関して、よりＨＤＲ性又はよりＬＤＲ性
のＭＤＲ画像が必要であるか）を決定した後、輝度変換関数全体の形状を見て、考え得る
入力輝度ごとに、ＭＤＲ画像の対応するピクセルの対応する出力輝度又は係数内出力色の
計算に必要な結果的共通乗算係数ｇｔを決定することになる。
【００２８】
　このため、２つのダイナミックレンジ効果の見方に関するグレーダの任意の審美的要求
に応じて画像オブジェクトの輝度マッピングを成文化した初期共通乗算係数（ｇ）を用い
る代わりに、図１と併せて説明した捕捉シーンの第１のダイナミックレンジ効果（例えば
、主画像としての５０００ｎｉｔのＨＤＲ）から（１００ｎｉｔレガシーディスプレイを
駆動する）ＬＤＲ等の第２の効果への変換によって、第１の尺度等級分けの画像から第２
の審美的尺度等級分けを生成する技術的色変換関数パラメータを使用して、新たな結果的
共通乗算係数（ｇｔ）が計算されるが、これは、ＭＤＲ画像を与える再等級分けを適当に
光度スケーリング又は表示調節したものを特徴とする。例えば、この装置又は方法では、
（上述の通り、共通因数を有するＲＧＢピクセル色上の単一の乗算行為として公式化可能
な）ＨＤＲ主画像からの格下げを行うようにしてもよい。これにより、中間ピーク明度（
例えば、１２５０ｎｉｔ）の接続可能なディスプレイに適当な効果を有する中間等級分け
画像（ＭＤＲ）が生成される。すなわち、捕捉画像中のすべてのＨＤＲシーンオブジェク
トは、（冷陰領域であれ、空想の池であれ、警察に尋問されている犯罪者の明るく照らさ
れた顔であれ等、コンテンツ作成者が望むとともに見て楽しい）輝度が合理的なディスプ
レイにレンダリングされるとともに、視聴環境等の他の要因を潜在的に考慮して任意所与
のディスプレイにレンダリングされる。また、実施形態においては、画像オブジェクトの
ピクセル色の光度のほか、例えば必要な不飽和を適当にスケーリングして適用することに
より、ＬＤＲ等級の明るい色付きオブジェクトを生成することによって、ピクセル色の彩
度も必要に応じて最適化されるようになっていてもよい。ピーク明度が大幅に異なるディ
スプレイに対して適正に等級分けされた画像を得るための主な要件として、少なくとも様
々なオブジェクトの輝度がディスプレイごとに適正に最適化されているものとする。そう
しなければ、視聴者には、例えば暗過ぎて十分に識別できない画像の一部が見える可能性
がある。或いは、いくつかのオブジェクトのコントラストが適正でなくなる（例えば、低
くなり過ぎる）可能性がある。ただし、ｇ係数との乗算として、輝度変換を公式化する手
法を見出しているため、色飽和処理にも同じ考え方を適用可能である。また、輝度ダイナ
ミックレンジが大幅に異なるディスプレイの画像間での変換が必要な場合にも、色飽和変
換は有用な処理である。その理由として、例えばグレーダは、低ピーク明度（例えば、１
００～６００ｎｉｔ）のディスプレイへのレンダリングに際して、シーンの最も暗い部分
の彩度を高くしたい場合がある。
【００２９】
　ｇｔの計算は、受信側で行われるが、通常は、作成側での実行により、受信装置が行う
ことを確認するようにしてもよい。いくつかの実施形態においては、ｇｔ値の如何なる受
信側計算も作成側が却下可能であり、例えば映画の１つ又は複数の場面について、直接指
定することも可能であるが、以下の説明では、より簡単な計算の実施形態に着目する。
【００３０】
　「ネイティブ」効果、より正確には、様々なピーク明度（及び／又はダイナミックレン
ジ）の関連するディスプレイの効果群といくつかの原理に従ってさらに調節された再調整
効果とは、区別することができる。ディスプレイ、環境、視聴者適応等の視聴パラメータ
が最終的にあるべき効果を決定する受信側での再調節には、様々な理由があり得るものの
、通常は、ＨＤＲ画像又は動画取り扱い連鎖において、少なくとも画像をレンダリングす
るディスプレイのピーク明度が最も重要となる。一方、画像作成－消費連鎖の複数の当事
者は、最適な効果について、発言権を有し得る（例えば、最終消費者は、問題又は要求に
関して、特別な意見を持っている場合がある）。実施形態の説明に利用可能ないくつかの
システムにより、コンテンツ作成者が望む場合は、コンテンツが表示される受信端ディス
プレイに関わらず、最終的に最適な「ネイティブ」効果があるべき姿について、何らかの
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発言を維持できるものと仮定するようにしてもよい。これは、最も単純な実施形態によっ
て可能である。画像（例えば、同じ光ディスク若しくは画像包含媒体上又は同じ画像通信
接続経由）と関連付けられた第１のメタデータＭＥＴ＿１にて伝達される色変換仕様中に
効果の主要部分が符号化済みであり、受信ディスプレイの特定のピーク明度へと簡単に調
整する場合、撮像シーンに対するグレーダの視聴の大部分が依然として、最終的にレンダ
リングされる効果に存在して確認できるためである。実際、色変換装置が尺度をそのまま
（すなわち、ｇｐｒ等の効果変動性規定パラメータによる別途微調節なく）適用した後、
（ＴＭＦがＨＤＲからＬＤＲ等へのマッピングを決定する）受信した色変換に基づいて、
ＨＤＲ－ＭＤＲ色変換関数を決定する場合、ＭＤＲは、ＨＤＲ－ＬＤＲ変換関数に符号化
された等級分けの差異によって単独で決定される。
【００３１】
　ただし、他の当事者も効果に発言権を有することができ、これは、ネイティブ効果の再
決定として典型的な種々実施形態の厳密に同じ技術的構成要素による決定も可能である。
例えば、テレビ製造業者等の装置製造業者は、多くの知識及び／又はどの特定のタイプの
ＨＤＲシーンのレンダリング(或いはそれに対して対応するＭＤＲレンダリング)がどのよ
うに見るかについて好ましい視聴を有する場合がある。例えば、ディスプレイの平均を上
回る暗色レンダリング能力を強調したいため、暗い基部を少し明るくするか、場合により
さらに暗くするかを望む場合がある。或いは、オン平均よりも飽和した効果又は逆に不飽
和の効果を望む場合がある。或いは、他のディスプレイハードウェア特性又はベンダに典
型の色効果等のベンダ選好のために色処理する場合がある。従来、これは、同じ撮像シー
ン上の効果の様々なレンダリングシナリオ間での変動の仕方に関して作成者が考えること
に関わらず、テレビ又は高い飽和等の合理的な結果を常に与える固定関数により、解析後
の受信画像に対して無分別に行われるものであった（このため、色が適度にパステルにな
る代わりに過飽和になる場合がある）。ただし、現在の手法では、（伝達された第１の効
果画像（例えば、５０００ｎｉｔのＨＤＲ）から第２の尺度効果（例えば、１００ｎｉｔ
のレガシーＬＤＲ）へと向かうように色変換に符号化された）シーンについて審美的な作
成者が考えることに対して、装置製造業者の別途処理を調和させることができる。特に、
ＨＤＲシーンの少なくとも１つ以上のダイナミックレンジ等級分けのこの機能的な再指定
により、装置製造業者（例えば、ＴＶメーカ）は、関連性がはるかに高いセマンティック
情報を有する。これは、受信装置がよりスマートな最適再等級分け計算を実行できる尺度
となるシーン及びその画像のスマートな特異性に基づいて、人間のグレーダが選定を行っ
ているためである。新たな効果再等級分け技術による画像の最終的な効果について発言権
を一般的に付与し得る第三者も存在する。視聴者は、例えば妻が隣で読書しているために
現時点で画像が部分的に暗過ぎると考えた場合、リモコン１１２２によって、例えば通常
は少しだけ（おそらく、例えば最大３ストップ変化の大きなステップを伴うが、輝度範囲
の一部だけ（例えば、１０％最暗色））、効果を微調節するようにしてもよい。
【００３２】
　このため、色変換装置は主として、グレーダが（メタデータＭＥＴ、より正確には、伝
達された画像Ｉｍ＿ｉｎと関連付けられたＭＥＴ＿１の）色変換関数として指定したもの
に依拠しており、ＩＣでの実現が容易であるとともに、グレーダによる別の等級分け配慮
が不要となる可能性がある。いくつかの実施形態において、グレーダの単独行為は、グレ
ーダにより選定された中間ピーク明度のディスプレイ上で、例えば強い日差しに曝された
輝く惑星を含む空想科学映画又は様々な照明効果を伴うＴＶショー等の表示調節ＭＤＲ動
画が良好に見えるか、例えば、５０００の下側がおよそ２ストップであり、ＬＤＲの上側
がおよそ３ストップであることから、５０００ＨＤＲ／１００ＬＤＲ符号化の場合、１０
００ｎｉｔが良好な中間（ＭＤＲ）ディスプレイであるかを（迅速に）確認することを越
えている必要がないし、グレーダが純粋に、ネイティブ効果のさらなる調節に関して受信
端に依拠している場合に確認が省略され得ることを越えている必要もない（すなわち、グ
レーダは、自身の色変換を指定するだけで、マスター主要効果（例えば、ＬＤＲ１００ｎ
ｉｔ）のほか、別の尺度効果を１つだけ等級分けするが、その他すべての再等級分けは、
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例えばコンピュータ上で動作する色改善ソフトウェア等、家電製造業者が対処する）。
【００３３】
　グレーダは、再等級分けが受信側で好適に起こるべき様子を確認又は多かれ少なかれ具
体的に指定する場合、例えば、特定の接続可能なディスプレイに合わせて調節された等級
分け最適化方法を受信側で適用するのに必要な任意の情報と併せて、色変換関数及び主画
像をブルーレイディスク又は中間サーバに格納して後でユーザに供給することにより、現
時点で自身（又は、自動提案）により選択され、楽しいＭＤＲ画像を与える別の等級分け
最適化方法を受け入れる（より簡単な実施形態においては単に、主画像すなわち共通乗算
係数（ｇ）を計算するデータから第２の画像を等級分けする関数又はこれに対応する輝度
マッピング関数ＴＭＦに過ぎないが、より先進的な実施形態においては、より正確な最適
化法を指定する付加的なパラメータとなる）。そして、受信側では、例えば１２５０ｎｉ
ｔピーク明度に関する第３の等級分けを自律的に決定可能であり、例えば、色変換装置が
インターネットを介して専門の動画供給サーバに組み込まれている場合は、ユーザ又はユ
ーザの集団若しくはクラスによる必要に応じて、この第３の等級分け画像を格納する。
【００３４】
　色変換装置は、最適化ＭＤＲ画像が供給されるディスプレイのピーク明度ＰＢ＿Ｄの値
を取得する。例えば、接続されたディスプレイが１つだけの場合（例えば、装置がテレビ
に組み込まれている場合）、ＰＢ＿Ｄは、何らかのＩＣメモリ部に格納された固定数であ
ってもよい。装置は、例えばＳＴＢの場合、接続されたＴＶからＰＢ＿Ｄをポーリングす
るようにしてもよい。そして、色変換装置は、２つの等級分けＨＤＲ及びＬＤＲ画像に対
応するピーク明度に対するこのＰＢ＿Ｄの関連性すなわちこれらの等級分けが最適に見え
るように生成された対応する尺度ディスプレイのＰＢを評価する。この関係は、例えば対
数比ｇｐ又は同等に相対的差異として計算されるようになっていてもよい。この比の使用
により、良好に見える最適な中間（半）自動再等級分け法が得られる。したがって、本発
明の原理はいずれも、輝度変換経路にのみ、色飽和処理経路にのみ、又は任意のＨＤＲ画
像又は動画に対する状況又はグレーダの要件に応じて同じ適当なディスプレイ依存の調整
原理を異なる色変換仕様で２回適用することにより、両者に適用可能である。
【００３５】
　色変換装置（２０１）は、接続されたディスプレイからディスプレイのピーク明度（Ｐ
Ｂ＿Ｄ）を受信するように構成された表示データ入力（１１７）を備えるため、潜在的に
は、動画視聴時にオンザフライで計算を行うことにより、任意の利用可能なディスプレイ
及び／又は接続されたディスプレイに関して、受信側で適正な等級分けを決定することが
できるため都合が良い。本実施形態は、テレビ等のディスプレイ自体に内在していてもよ
いため、このディスプレイは、ＨＤＲ符号化のデータからそれ自体の最適化等級を決定す
ることができる（例えば、ＰＢ＿Ｄはメモリに格納されている）。このように、ＨＤＲ符
号化技術は実際のところ、効果の束をＨＤＲシーン上で符号化するが、これは、例えばマ
ルチビューシステムがシーン上の様々な異なる角度の視野を符号化できる手段になぞらえ
得るものの、ここでは、色空間で非常に大きな差異が起こっている。例えば、ピーク明度
が特定のＰＢ＿Ｄクラス値前後である様々な種類のディスプレイに関して、複数の等級を
予備計算し、後で消費者に供給するか、又は、別のカラーグレーダにより効果に関して微
調節を行う専門の動画サーバに対照的な実施形態が内在していてもよい。
【００３６】
　実施形態では、表示調節の別の変数を決定するようにしてもよい。例えば、色変換装置
（２０１）は、入力色の輝度軸に対する方向（ＤＩＲ）を決定するように構成された方向
決定ユニット（１３０４）をさらに備えるとともに、倍率決定ユニット（２００）は、方
向（ＤＩＲ）に沿って尺度を位置決めすることにより、入力画像（Ｉｍ＿ｉｎ）のピクセ
ルの輝度から出力画像（ＩＭ＿ＭＤＲ）のピクセルの輝度を決定するように構成された方
向性補間ユニット（１３１２）を備える。有用な一例として、本技術では、水平方向の補
間すなわちｘ軸上の入力輝度に対応する出力輝度の輝度変換マップ上での決定が可能であ
る。さらに、別の研究によって、補間方向の回転により、ＰＢ＿Ｄに対応する中間ＭＤＲ
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があるべき位置及びその色処理法を決定するのが有用となり得ることが分かっている。様
々な輝度変換は様々な規定及び挙動を有し、このような異なる調節によって、例えば輝度
の少なくとも何らかの部分的範囲でより明るい効果が生成され得るためである（例えば、
入力輝度位置を固定として、暗灰色の伸張等の様々な輝度変換挙動を有するセグメント間
のノードによりいくつかの関数が規定されるようになっていてもよく、その後、方向性補
間によってこれを変更可能である）。特に、入力輝度軸から１３５°の位置が興味深い位
置であることを発見した。同一性変換と比較して、直交方向に調節されるためであり、例
えばその後、この対角との比較として、外挿の大部分が鏡面対象として最初に規定される
ようになっていてもよい。この方向ＤＩＲに沿った尺度の展開法を以下に示すとともに、
当業者であれば、ここからどのように幾何学によって数式を導出可能であるかが了解され
るものとする。
【００３７】
　この方向についても、例えばＨＤＲ画像の種類の分類に基づいて、例えば受信側装置に
より自律的に決定されるようになっていてもよい。或いは、コンテンツ作成側から、方向
インジケータＣＯＤ＿ＤＩＲとして伝達されるようになっていてもよい。以下に、輝度変
換関数を含むマップの回転を適用することによって、方向性補間ユニット１３１２により
行われる計算を実行できる有利な一実施形態を示す。
【００３８】
　そして、共通乗数決定ユニット（１３１１）が所要の色変換を変換して、入力色の乗算
に用いられる様々な所要ｇｔ係数のＭＤＲ効果を取得する。
【００３９】
　色変換装置（２０１）は、第２の色処理仕様データ（ＭＥＴ＿２）から調節パラメータ
（ｇｐｒ、ｇｐｍ）を取得するように倍率決定ユニット（２００）をさらに構成するのが
好都合であり、表示ピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）の位置と異なる尺度上の位置に対応する結果
的共通乗算係数（ｇｔ）を計算するように構成されており、この位置の違いは、調節パラ
メータの値に基づく。上述の通り、尺度は、大いに合理的なＭＤＲ効果となるべきものを
決定するが、例えばコンテンツ作成者から何も受信しておらず、画像解析も一般的なベン
ダ固有のＨＤＲノウハウも受信していない場合は、多くの種類のＨＤＲシーンに関して、
すなわち、ＭＤＲ効果が既に著しく良好である。正確には、受信した色変換関数（例えば
、カスタム曲線ＣＣ）に基づいて最適に決定済みだからであり、これにより、少なくとも
第１のＰＢ範囲端点（例えば、ＰＢ＿Ｈ）から第２の端点（例えば、ＰＢ＿ＩＭ２がＰＢ
＿Ｌである）まで、ＨＤＲシーンの様々な等級が変化すべき様子が決定される。ただし、
いくつかの画像或いは暗い基部等のある種の領域若しくはオブジェクトに対応するいくつ
かの画像の一部について、ＬＤＲ効果のより高速且つ積極的な変化が必要となる場合があ
るとともに、他の状況について、ＰＢ＿ＩＭ１からのＰＢ＿Ｄの逸脱に応じて、（尺度及
び方向のみを用いて決定される）「平均」未満の積極性を有する変化が必要となる場合も
ある。これは、可能な限り簡単に、グレーダによって指定されるものとする。本技術の最
も簡単な実施形態において、グレーダは、単一のパラメータ（ｇｐｒ）を用いることによ
り、ＰＢ＿Ｄを尺度上に配置して受信側装置により「無分別に」計算される場合よりも、
ＭＤＲ計算点に対応する使用対象のＭ＿ＰＢ＿Ｕ点が尺度上でＰＢ＿Ｈ等に如何に近づく
べきかを示すことができる。
【００４０】
　例えば、いくつかの実施形態において、倍率決定ユニット（２００）は、最小値（例え
ば、外挿の場合の負のｍｎ＿ｇｐｒ又は０）と最大値（ｍｘ＿ｇｐｒ）との間の少なくと
も１つの入力パラメータ（ｇｐｒ）の関数としての尺度上の正規化位置を出力として与え
る単調関数を適用するとともに、当然のことながら、表示状況と相関する何らかの入力値
すなわちＰＢ＿Ｄにも応じて、異なる位置を決定するように構成されている（ｇｐｒは、
例えば図１５等の直線周りに屈曲する曲線の曲率の尺度となり得る）。尺度上の位置を直
接決定する場合、入力値は、ＰＢ＿Ｄ自体であってもよいし、このＰＢ＿Ｄの何らかの関
数（例えば、使用する尺度）であってもよい。このｇｐｒ値は、受信端において、グレー
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ダ（例えば、ノブ１５１０）による設定又は人工知能画像解析による計算が可能である。
ＨＤＲ等級分け又は一般的に受信した主要な等級分けをそれ自体から理論的に計算する場
合の同一性である色変換として、ＭＤＲ効果の取得に必要な変化を公式化可能であり（少
なくとも補間の場合であり、外挿が必要な場合は対応的にこれを適応可能である）、範囲
の他端部すなわち１００ｎｉｔのＬＤＲ効果等は、伝達された輝度変換の適用により取得
可能である（すなわち、「完全」）であることから、等倍すなわち１．０による乗算と最
大範囲すなわち受信ＨＤＲ画像からＬＤＲ効果を計算するための受信メタデータに対応す
るｇによる乗算との間の乗算変化の適用としてこれを見ることができる。これにより、様
々な入力輝度の実際の乗算値に関わらず、図１５に例示するように、連続関数を規定可能
であり、表示シナリオを特徴付ける入力及び所望の再等級分けの種類を特徴付ける少なく
とも１つのｇｐｒ値に応じて、最大範囲（ｍ＿ＭＴ＿ｎｏｒｍ＝１）、等倍、又はその両
者間に色変換が適用される。
【００４１】
　倍率決定ユニット（２００）が対数ベースの尺度を使用し、計算した修正比までｇ値を
引き上げてｇｔ係数を計算する色変換装置（２０１）の一実施形態の場合、熟練した読者
であれば、この比を修正するのが好都合となり得ることを理解可能である。これは、例え
ば色処理仕様データ（ＭＥＴ）から調節パラメータ（ｇｐｍ）を取得した後、調節パラメ
ータ（ｇｐｍ）であるパワーまで引き上げられたＰＢ＿Ｄが対応する対数尺度計算による
比（ｇｐ）である調節パワー値（ｇｐｐ）を計算することによって実際に可能となるが、
その後、調節パワー値（ｇｐｐ）と等しいパワーまで引き上げられた初期共通乗算係数（
ｇ）である共通乗算係数（ｇｔｕ）をさらに調節したものが計算され、このｇｔｕをスケ
ーリング乗算器（１１４）が通常通りに使用することで、線形ＲＧＢ入力色が乗算される
。言うまでもないが、当業者に対して完全に明確となるように言うなら、このパワー値ｇ
ｐｍは、ガンマ値に見えるものの、ディスプレイ又は一般的な画像増光から把握されるガ
ンマとは全く無関係である。ここでは、ＨＤＲシーンの特異性及び合理的なＬＤＲ等級を
取得するのに必要となる審美的最適化の種類等に応じて、何らかのＰＢ＿Ｄに対応する何
らかの所要ＭＤＲ画像色のその他等級分け効果に向かう所要調節の積極性の制御パラメー
タとなっているためである。事実としては、パワー関数によって、図１５に説明するよう
な種類の挙動が実際に設計されており、いくつかの数学関数が広く展開可能であるという
事実は、数学的一致に過ぎない。
【００４２】
　また、中間等級の見え方についてもコンテンツ作成者が発言権を有し得る技術的解決手
段を提供するのが好ましい。一方においては、等級分け時間にコストが掛かることから、
この解決手段に対して、グレーダが付加的な等級分けによって悩まされ過ぎることのない
ようにする制約を導入しており、例えば、一部の生産は既に、生産が終わる前に予算を超
えてしまっており、グレーダは既に、マスターＨＤＲ等級（ただし、実際のディスプレイ
でほとんど見られない場合は、最終的なレンダリング問題を完全に無視しないのが合理的
である）及びその後の関連するＬＤＲ効果の生成（すなわち、例えば映画版からのＬＤＲ
効果及びその後のＨＤＲテレビ視聴用の対応するＨＤＲ効果又は他のワークフロー代替オ
プション）にかなり長い時間を費やしてしまっている。他方においては、様々なＰＢ＿Ｄ
値の広範な所要中間等級の両側に等級の複雑性の一部を配置済みであり（なお、格下げ及
び適当な変更のための同じ関数から始まって、例えば５０００ｎｉｔのマスター等級から
２０，０００ｎｉｔまで格上げされるような作用又はメタデータ等で送信された格上げの
ための付加的な関数との作用を技術が伴う場合があることから、本発明及びその実施形態
は、上記説明の典型的なシナリオに限定されない）、すなわち、ＨＤＲ及びＬＤＲ等級分
けを既に有するものの、中間等級の決定は、より簡単であってもよい。ただし、明確且つ
一般的に、中間等級の決定は依然として、特にＭＤＲ等級のピーク明度と両端（ＬＤＲ及
びＨＤＲ）における元の等級との間に多数のストップが存在する場合、比較的複雑になり
得る。したがって、グレーダは理想的に、第３のＭＤＲ等級を徹底的又は少なくとも十分
徹底的に生成するものとし、これは、より先進的な実施形態によって実現可能である。た
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だし、代用、単独使用、又は必要に応じて、例えば中間等級分け画像生成のための（又は
、別の関数による上記最適化方法の結果的画像上の後修正としての）グローバル輝度マッ
ピングの一部のわずかな追加微調節若しくは重要であって、簡単な実施形態等による適正
な等級分けという単純な結果になっていない何らかのオブジェクトのローカル微調節を行
う複数の簡単な解決手段を提供する。
【００４３】
　本実施形態において、グレーダは、メタデータＭＥＴにて伝達された別の唯一の調節パ
ラメータｇｐｍ又はｇｐｒを指定することにより、中間ＭＤＲを迅速に生成可能であり、
中間等級が如何にＬＤＲ又はＨＤＲ等級に見えるか、言い換えると、意図する接続ディス
プレイの様々な中間ピーク明度を通過する場合に、中間ＭＤＲ等級が如何に迅速にＨＤＲ
効果からＬＤＲ効果へと変化し、又はその逆方向に変化するか（例えば、ディスプレイの
ピーク明度が高くなり続ける場合に特定の暗いオブジェクトが如何に明るくあり続けるか
）を指定する。
【００４４】
　当然のことながら、（開始点（例えば、ＰＢ＿Ｈ）からＰＢ＿Ｄを除去する場合にその
他の等級へと迅速又は緩慢に移行するための）１パラメータの微調節関数のほか、例えば
図１５のｇｐｔｔと同様に、シーンに応じて多かれ少なかれ積極的な表示調節が如何に正
確に生じるかを指定する別のパラメータを規定可能である。原理上、本技術的フレームワ
ークにおいては、純粋な尺度ベースの手法から逸脱する場合に、様々な中間ＰＢ＿Ｄ位置
に関して、ＨＤＲ効果とＬＤＲ効果との間で効果が如何に移行すべきかの任意に複雑な使
用を規定可能である。
【００４５】
　色変換装置（２０１）の別の実施形態では、入力画像のピクセル色（又は、対応するル
マ）の第１の輝度範囲の境界を第２の輝度範囲から画定する少なくとも１つの輝度値（Ｌ
ｔ）を取得するように倍率決定ユニット（２００）がさらに構成されているのが好都合で
あり、倍率決定ユニット（２００）は、第１及び第２の輝度範囲の少なくとも一方につい
て、調節された共通乗算係数（ｇｔｕ）すなわち結果的共通乗算係数ｇｔのより具体的に
決定された実施形態を計算するように構成されている。ルマの言及は、輝度又はその他任
意のピクセル明度尺度（色ベクトルの長さと相関）の任意の体系用語を意味しており、こ
の値は、互いに同等に計算可能である。例えば、いくつかの実用的な実施形態においては
、このＬｔ値を値の境界指定子とするのが好都合な場合があり、この値は、ｍａｘ（Ｒ，
Ｇ，Ｂ）すなわち最も高い入力色の色成分のうちの１つとして規定される。すなわち、例
えば最も高い色成分（例えば、赤色）が０．３よりも高い場合、この色は、第１の型に分
類され、それ以外の場合は第２の型に分類される。
【００４６】
　本実施形態により、グレーダは、主画像（及び結果として、色変換を介して導出可能な
画像（例えば、ＬＤＲ画像））の輝度範囲の特定の興味深い部分的範囲を選択可能であり
、それらは異なって取り扱われる。上の説明においては、主として、ＨＤＲ等級からＬＤ
Ｒ等級へと（主画像Ｉｍ＿ｉｎがＬＤＲ画像の場合はその逆へと）移行すべき速さと、い
くつかの実用的な実施形態において、単一の制御パラメータｇｐｒ又はｇｐｍで如何にこ
れを技術的に実現可能かに注目している。そして、この適応は通常、入力画像のすべての
ピクセル色について行われる。すなわち、元の光度に関わらず、これらを同様に表示調節
可能と仮定している。元のＨＤＲとグレーダのＬＤＲ効果とを等級分けする輝度変換の形
状に、手法の差異が既に符号化されているためである。ただし、例えば青空市場の比較的
暗いエリアにおけるカラフルな衣服及び青空市場の入口から見える明るい外界等、ＨＤＲ
シーンには様々なセマンティック部分が存在している場合があり、通常は、例えば比較的
小さなＬＤＲ輝度範囲における様々な部分のマッピングに伴う様々な最適化が存在する一
方、依然として、審美的に説得力のある画像が作成される場合がある。或いは、暗い領域
は、夜景シーンにおいて非常に重要となる可能性があり、グレーダは、ＬＤＲルックアッ
プに近い輝度の上記部分的範囲を比較的高いピーク明度（例えば、８００ｎｉｔ）に保つ
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一方、例えば照明灯に近い家屋の部分、天井の亀裂から差し込む太陽光により照らされた
洞窟の部分、又は後ろから光で照らされたカラフルな市販の箱等、上側領域において優れ
たＨＤＲコントラストを保つことによって、暗い領域をより明るく保ちたい場合がある。
このため、より先進的な実施形態において、グレーダは、シーンの異なる部分、特に、ピ
クセル輝度が異なる画像の部分ごとに異なる様態で、連続するＰＢ＿Ｄステップに関する
調節、特に、ＭＤＲ等級が如何に積極的に第２の画像等級へと移行するかを指定したい場
合がある。したがって、グレーダがその態様について所望の制御がさらに指定可能である
仕組みを有することは好都合である。
【００４７】
　グレーダは通常、ルマ値（Ｌｔ）の境界を定める少なくとも１つの領域の両側に異なる
ｇｐｍ値を指定するとともに、この範囲に沿って別の領域が指定された場合は、より多く
の値を指定する（例えば、暗部、中間部、明部、及び超明部）。２つの領域の一方では、
デフォルト値（例えば、ｇｐｍ＝１）を使用するようにしてもよく、これは、第１の実施
形態の方策の使用を意味しており、いくつかの実施形態においては、Ｌｔの両側に輝度を
有する２つの領域の一方にグレーダが特定のｇｐｍ値を１つだけ指定する必要があること
を意味する。ただし、グレーダは、両側に専用のｇｐｍ値（ｇｐｍ＿１及びｇｐｍ＿２）
を指定して送信するようにしてもよい。
【００４８】
　色変換装置（２０１）の別の実施形態においては、少なくとも１つのルマ値（Ｌｔ）の
周りに配置されたルマ平滑化範囲を決定するように倍率決定ユニット（２００）がさらに
構成されており、この少なくとも１つのルマ値（Ｌｔ）の両側で決定された値の間で調節
された共通乗算係数（ｇｔｕ）を補間するように構成されている。すべてのＨＤＲシーン
及びＭＤＲ計算シナリオに必要とは考えられない平滑遷移挙動を保証するとともに、（特
に、空等における特定の勾配又は光で照らされた球体に重要となり得る）中間等級の任意
のオブジェクトに関して不適当なピクセル輝度がないようにするため、本実施形態では、
グレーダによる遷移領域の指定を可能とする。グレーダは、Ｌｔの両側での補間法の違い
すなわち低輝度用ｇｐｍ＿１の高輝度用ｇｐｍ＿２との違い（両者の通常の良好な値は、
１．５～１／１．５と考えられる）に応じて補間を指定可能であり、特に、別のパラメー
タＩ＿Ｗとして補間領域の幅を決定可能であり、また、例えばＬｔ周りの対称性又はＬｔ
を上回る輝度のみに当てはまる非対称性を指定可能である（或いは、受信装置は、単調増
加又は特定の瞬間若しくは特定の間隔の導関数に関する所望の制約等、結果的曲線に関す
る仕様を用いて、補間法を自律的に決定することも可能である。すなわち、制約が満たさ
れるまで、少なくとも１つの方策を提案することになる）。また、グレーダは、いくつか
の実施形態において、メタデータ中の主画像の考え得る各輝度の所要ｇｐｍ値を計算する
関数を送信することにより、何らかの所望の補間法を指定するようにしてもよいが、デフ
ォルトでは、補間領域の両側に送信されたｇｐｐ値間の線形補間となる。
【００４９】
　本発明の原理により設計可能な色変換装置のいくつかの説明用実施形態を示してきたが
、以下では、例えば消費者の動画、結婚、又は休日動画を再等級分けするインターネット
ベースのサービスによるケーブルヘッドエンド又は衛星における消費者側、コンテンツ作
成者側、コンテンツ送信会社側の装置等、様々な応用シナリオにおいてこの基本的な色変
換装置を含み得るいくつかの別の装置変形を説明する。
【００５０】
　符号化器側では、高ダイナミックレンジ画像（Ｉｍ＿ｓｒｃ）の符号化を生成するシス
テムであって、
　高ダイナミックレンジ画像（Ｉｍ＿ｓｒｃ）を受信する入力と、
　高ダイナミックレンジ画像（Ｉｍ＿ｓｒｃ）を当該高ダイナミックレンジ画像（Ｉｍ＿
ｓｒｃ）のマスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）に変換するように構成された画像変換器（３０３
）と、
　上記色変換装置であって、マスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）である入力画像（Ｉｍ＿ｉｎ）
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のピクセルの入力色から始めて、色変換（ＴＭＦ、ｇ）を適用することにより、第２の等
級分けされた画像（Ｍ＿Ｘ２ＤＲ）のピクセルの結果的色を計算するように構成された色
変換装置（２０１）であり、少なくとも１つのパラメータ（ｇｐｍ）を取得し、当該パラ
メータ及び色変換を用いて、マスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）に対応するピーク明度及び第２
の等級分けされた画像（Ｍ＿Ｘ２ＤＲ）に対応するピーク明度と異なるピーク明度に対応
する第２の画像（ＩＭ＿ＭＤＲ）を計算するように構成された、色変換装置（２０１）と
、
　マスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）と併せて第２の等級分け画像（Ｍ＿Ｘ２ＤＲ）を、画像蓄
積及び／又は送信に適し、マスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）のピクセル色データ、色変換を符
号化するメタデータ、及び少なくとも１つのパラメータ（ｇｐｍ）を含むフォーマット済
高ダイナミックレンジ画像（ＳＦ＿Ｘ２ＤＲ）へと変換するように構成された信号フォー
マットユニット（３１０）と、
　フォーマット済高ダイナミックレンジ画像（ＳＦ＿Ｘ２ＤＲ）を出力する画像出力（３
２０）と、
　を備えた、システムにおいて本実施形態を使用可能である。
【００５１】
　通常、これらの構成要素は、受信側にも反映されるが、ここでは人間のグレーダ（又は
、自動再等級分け人工知能システム）が、受信装置が行うべきことを決定する別の技術的
構成要素を有することにより、グレーダの要求に応じた最も完璧な中間等級を生成する。
【００５２】
　ここで、グレーダは通常、元のＨＤＲ材料（Ｉｍ＿ｓｒｃ）から例えば、ＲＥＤカメラ
等のＨＤＲカメラから真っ直ぐに開始する。或いは、ビームスプリッタを介して同じシー
ン画像により供給された２つの異なる露出のカメラから成るシステムであってもよい。グ
レーダは通常、図１４の例で説明する通り、このマスターＨＤＲ等級を作成したいわけで
あり、様々な画像オブジェクトの輝度及びそれぞれの対応するルマ符号を図１４の左側の
５０００ｎｉｔ輝度軸上に位置決めしたい。また、グレーダは、上記同じマスターＨＤＲ
画像効果に対応するＬＤＲ等級を作成したい。実際のところ、ＨＤＲ画像である通常圧縮
されたＤＣＴ又は圧縮されていないＤＣＴとして伝達される主画像（Ｉｍ＿ｉｎ）の特定
の例を続けると、このシナリオでは、第１の等級分けにより出力されている等級分け画像
Ｍ＿ＸＤＲがＨＤＲ画像となり、このＨＤＲ画像は、色処理関数メタデータと併せて画像
信号に付加されるとともに、例えばＢＤ若しくは別の物理メモリ（３２１）又はその他任
意の画像通信手段に書き込まれることになる。このシナリオにおいて、グレーダは、マス
ターＨＤＲ等級から、少なくとも１つの輝度マッピング関数（例えば、ＣＣ）を生成して
、Ｍ＿Ｘ２ＤＲ（この場合は、ＬＤＲ画像）すなわち１００ｎｉｔのＰＢ＿Ｌに対して符
号がマッピングされる画像を取得することになる。
【００５３】
　ただし、別の形態及び対応する表示調節実施形態もあり、モード２と称するが、この場
合は、ＨＤＲシーンの「ＨＤＲ画像」が実際に、１００ｎｉｔのＬＤＲ画像として符号化
される。この場合は、主画像を決定する初期等級によるＭ＿ＸＤＲがＬＤＲ画像であって
もよい。また、このモードにおいて、グレーダが指定する関数（ＣＣ等）は、このＬＤＲ
画像をＨＤＲ画像にマッピングするが、これは通常、所望のマスターＨＤＲ効果画像の非
常に近い同一の近似である。このモード２においては、画像又は動画信号Ｓ＿ｉｍに格納
されているＩｍ＿ｉｎがＬＤＲ画像となり、輝度変換（及び、飽和変換）関数が格上げ関
数となって、受信側でＨＤＲ画像を導出するとともに、Ｍ＿Ｘ２ＤＲがＨＤＲ画像となる
。いずれの場合も、グレーダは通常、３つの画像に対応して表示ピーク明度が適当に選定
された３つの一般的なディスプレイ上で、当該３つの画像の効果、元のＬＤＲ及びＨＤＲ
効果画像、並びにＭＤＲ画像を確認する。
【００５４】
　このため、本ＨＤＲ技術に係るフォーマット済高ダイナミックレンジ画像（ＳＦ＿Ｘ２
ＤＲ）は実際のところ、ＨＤＲ又はＬＤＲ主画像を実際に含むか否かに関わらず、シーン
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上のＨＤＲ効果を符号化する。
【００５５】
　また、このシステムは通常、少なくとも１つの調節パラメータ（ｇｐｍ）を出力する。
【００５６】
　グレーダが費やす時間を増やしたいか減らしたいかに応じて、様々な反復のうちの１つ
が関与するようになっていてもよい。リアルタイム送信の場合、グレーダは、例えば３つ
の尺度ディスプレイ上で（例えば、ショー開始直前のシーンの特性に基づいて設定された
単一の対数状又はＳ曲線変換等、ＨＤＲ及びＬＤＲ等級分けが通常、複数の動作を含むこ
とによりマスター等級を生成し、ＨＤＲマスター等級からのＬＤＲ等、第２の等級分けに
よって第２の従属等級が得られる）効果が十分に合理的な品質であるかのみを監視するよ
うにしてもよく、時折、例えばｇｐｍパラメータを変更する単純なダイヤルを粗調節する
ようにしてもよい。ただし、オフラインの再マスタリングを伴う場合、グレーダは、相当
の時間をつぎ込んで、複数の等級（例えば、ＨＤＲとＬＤＲ間の２つの別のＭＤＲ等級）
について、各側に１つずつ（超ＨＤＲ（ＵＨＤＲ）及び副ＬＤＲ（ＳＬＤＲ））等、いず
れかを表示調節実施形態又はいずれかを元のダイナミックレンジ効果画像共符号化実施形
態により、メタデータのフルカラー変換によって符号化した後、３つ以上の元々伝達され
た等級間の中間ＰＢ＿Ｄ位置で表示調節を行うようにしてもよい。特に、いくつかの人気
が高い番組の場合、画像伝達連鎖の中間の会社（例えば、既存のコンテンツの別途販売、
送信、最適化等の事業を有する会社）では、様々なカテゴリの受信装置に対する再マスタ
リング行為において、複数のより先進的な再等級分けシナリオ及びこれら様々な色変換の
数学的パラメータの作成に人間のグレーダがより多くの時間をつぎ込むための追加等級分
け予算が存在していてもよい。
【００５７】
　入力画像（Ｉｍ＿ｉｎ）のピクセルの入力色から始めてピクセルの結果的色を計算する
方法も有用であり、この方法は、
　メタデータ入力（１１６）を介して受信した色処理仕様データ（ＭＥＴ）に基づいて初
期共通乗算係数（ｇ）を決定するステップと、
　第１に入力画像に対応するディスプレイのピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）と尺度ピーク明度（
ＰＢ＿Ｈ）との比、第２に尺度ピーク明度（ＰＢ＿Ｈ）と色処理仕様データ（ＭＥＴ）か
ら求められ、入力画像のピクセル色に色処理仕様データを適用した結果的画像（Ｉｍ＿Ｌ
ＤＲ）に対応するピーク明度（ＰＢ＿Ｌ）との比の対数の比（ｇｐ）をまず計算した後、
比（ｇｐ）であるパワーまで引き上げられた初期共通乗算係数（ｇ）として結果的共通乗
算係数（ｇｔ）を計算することによって結果的共通乗算係数（ｇ）を決定するステップと
、
　入力色の線形ＲＧＢ色表示に結果的共通乗算係数（ｇｔ）である乗算係数を乗算するス
テップと、
　を含むことを特徴とする。
【００５８】
　また、請求項７に記載のピクセルの結果的色を計算する方法であって、接続されたディ
スプレイから、ディスプレイ（ＰＢ＿Ｄ）のピーク明度を受信するステップを含む、方法
も有用である。
【００５９】
　また、ピクセルの結果的色を計算する方法であって、色処理仕様データ（ＭＥＴ）から
調節パラメータ（ｇｐｍ）を求めるステップと、調節パラメータ（ｇｐｍ）であるパワー
まで引き上げられた比（ｇｐ）である調節パワー値（ｇｐｐ）を計算するステップと、調
節パワー値（ｇｐｐ）に等しいパワーまで引き上げられた初期共通乗算係数（ｇ）である
調節された共通乗算係数（ｇｔｕ）を決定するステップと、入力色の線形ＲＧＢ色表示に
調節された共通乗算係数（ｇｔｕ）である乗算係数を乗算するステップとを含む、方法も
有用である。
【００６０】
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　また、ピクセルの結果的色を計算する方法であって、入力画像のピクセル色の第２のル
マ範囲に対して、第１のルマ範囲の境界を定める少なくとも１つのルマ値（Ｌｔ）を求め
るステップと、第１及び第２のルマ範囲の少なくとも一方について、調節された共通乗算
係数（ｇｔｕ）を計算するステップとを含む、方法も有用である。そして、その他の部分
的範囲では、例えば最も広い実施形態に関して上述したＰＢ＿Ｄ、ＰＢ＿Ｈ、及びＰＢ＿
Ｌの輝度関係を指定する対数の比から決定されたデフォルトのｇｔパラメータを使用する
ようにしてもよい。この方法又は装置のいくつかの実施形態では、間近の状況に応じて、
所定の実施形態又は選択可能なこれらのいずれかを使用するようにしてもよく、通常、メ
タデータ中の別の特性化符号によって符号化されることになる。
【００６１】
　また、ピクセルの結果的色を計算する方法であって、少なくとも１つのルマ値（Ｌｔ）
の周りに配置された過渡的なルマ範囲を決定するステップと、当該少なくとも１つのルマ
値（Ｌｔ）の両側で決定された値の間で調節された共通乗算係数（ｇｔｕ）を補間するス
テップとを含む、方法も有用である。
【００６２】
　熟練した読者なら気付くであろうが、すべての実施形態は、その他多くの変形、方法、
信号（ネットワーク接続上の送信又は何らかのメモリ製品への格納に関わらず）、コンピ
ュータプログラム、並びに様々な組み合わせ及び改良にて実現可能である。
【００６３】
　例えば、いくつかの実施形態において、コンテンツ作成側は、様々なダイナミックレン
ジ等級の見え方についてグレーダが決定することに基づいて、
　マスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）である主画像を符号化するピクセル色データと、
　色変換を指定してマスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）から第２の等級分け画像（Ｍ＿Ｘ２ＤＲ
）を計算するパラメータを含むメタデータ（ＭＥＴ）であり、マスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ
）のピクセルの入力色から始めてピクセルの結果的色の計算に用いられる調節パラメータ
（ｇｐｍ）を符号化された高ダイナミックレンジ画像信号（Ｓ＿ｉｍ）がさらに含むこと
を特徴とする、メタデータ（ＭＥＴ）と、
　を含む符号化された高ダイナミックレンジ画像信号（Ｓ＿ｉｍ）として伝達することに
より、
　色変換に基づいて初期共通乗算係数（ｇ）を決定し、
　第１に入力画像に対応するディスプレイのピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）と尺度ピーク明度（
ＰＢ＿Ｈ）との比、第２に尺度ピーク明度（ＰＢ＿Ｈ）とメタデータ（ＭＥＴ）から求め
られ、入力画像のピクセル色に色処理仕様データを適用した結果的画像（Ｉｍ＿ＬＤＲ）
に対応するピーク明度（ＰＢ＿Ｌ）との比の対数の比（ｇｐ）を計算し、
　調節パラメータ（ｇｐｍ）であるパワーまで引き上げられた比（ｇｐ）である調節パワ
ー値（ｇｐｐ）を計算し、
　調節パワー値（ｇｐｐ）に等しいパワーまで引き上げられた初期共通乗算係数（ｇ）で
ある調節された共通乗算係数（ｇｔｕ）を決定し、
　マスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）の入力色の線形ＲＧＢ色表示に調節された共通乗算係数（
ｇｔｕ）である乗算係数を乗算すること
　によって、任意の受信側ディスプレイによる（中間）効果のレンダリング法を制御可能
である。この信号には、メタデータを指定して、例えば１つ又は複数の輝度の境界指定子
Ｌｔ等、任意の受信側装置が実施形態のいずれかを適用できるようにすることを含んでい
てもよい。
【００６４】
　また、高ダイナミックレンジ画像の符号化を生成するシステムであって、人間のグレー
ダが少なくとも１つのパラメータ（ｇｐｍ）を指定することを可能にするユーザインター
フェース（３３０）と、表示ピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）を有するディスプレイ（３１３）を
接続するための画像出力部（３１１）とを備えた、システムも有用である。
【００６５】
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　また、レンダリングする色を決定するシステム（１１３０）であって、色変換装置（２
０１）と、当該色変換装置により使用される尺度、調節パラメータ（ｇｐｒ、ｇｐｍ）、
又は表示ピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）のうちの少なくとも１つを変更する少なくとも１つのユ
ーザ指定パラメータを入力するユーザインターフェース（１１２０）とを備えた、システ
ム（１１３０）も有用である。
【００６６】
　また、表示ピーク明度と異なる第１の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ１）に対応する最大
ルマ符号を有する入力画像（Ｉｍ＿ｉｎ）のピクセルの線形３成分入力色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）
から始めて表示ピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）を持つディスプレイに対する出力画像（ＩＭ＿Ｍ
ＤＲ）のピクセルの結果的色（Ｒ２，Ｇ２，Ｂ２）を計算する方法であって、
　少なくともピクセル輝度範囲に対する少なくとも１つのトーンマッピング関数（ＣＣ）
を含む色処理仕様データ（ＭＥＴ＿１）から色変換（ＴＭＦ、ｇ）を決定するステップで
あって、色変換が、その最大ルマ符号に対応して、表示ピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）及び第１
の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ１）と異なる第２の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ２）を有
する画像（ＩＭ＿ＧＲＡＤ＿ＬＸＤＲ）の少なくともいくつかのピクセル色の計算を指定
することにより、第２の画像ピーク明度による第１の画像ピーク明度の除算が２より大き
な値又は１／２より小さな値のいずれかとなる、ステップと、
　　第１の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ１）と第２の画像ピーク明度（ＰＢ＿ＩＭ２）と
の間の表示ピーク明度の位置及び当該範囲外の表示ピーク明度の位置を特定する尺度を決
定し、
　　表示ピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）、尺度、及び色変換から、結果的共通乗算係数（ｇｔ）
を決定することによって、
　結果的共通乗算係数（ｇｔ）を決定するステップと、を含み、方法は、
　線形３成分入力色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）に結果的共通乗算係数（ｇｔ）を乗算して結果として
の色（Ｒ２，Ｇ２，Ｂ２）を求めるステップをさらに含む、
　方法も有用である。
【００６７】
　また、入力色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の輝度軸に対する方向（ＤＩＲ）を決定するステップをさ
らに含み、結果的共通乗算係数（ｇｔ）を決定するステップが、方向（ＤＩＲ）に沿って
尺度を位置決めすることにより、入力画像（Ｉｍ＿ｉｎ）のピクセルの輝度から出力画像
（ＩＭ＿ＭＤＲ）のピクセルの輝度を決定するステップを含む、方法も有用である。
【００６８】
　第２の色処理仕様データ（ＭＥＴ＿２）から調節パラメータ（ｇｐｒ、ｇｐｍ）を取得
するステップと、表示ピーク明度（ＰＢ＿Ｄ）の位置と異なる尺度上の位置に対応する結
果的共通乗算係数（ｇｔ）を計算するステップをさらに含み、この位置の違いが調節パラ
メータの値に基づく、方法も有用である。
【００６９】
　また、入力画像のピクセル色の第１の輝度範囲の境界を第２の輝度範囲から画定する少
なくとも１つの輝度値（Ｌｔ、Ｌｔｒ１）を求めるステップと、第１及び第２の輝度範囲
の少なくとも一方について、結果的共通乗算係数（ｇｔ）を計算するステップと、を含む
方法も有用である。
【００７０】
　審美的に適当な効果が生成される作成側からこれら画像の任意の使用側まで所要の情報
を伝達できるように、
　高ダイナミックレンジシーンのマスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）である主画像を符号化する
ピクセル色データと、
　マスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）から第２の等級分け画像（Ｍ＿Ｘ２ＤＲ）を計算するため
の色変換を指定するパラメータを含むメタデータ（ＭＥＴ）とを含む符号化された高ダイ
ナミックレンジ画像信号（Ｓ＿ｉｍ）であって、高ダイナミックレンジ画像信号（Ｓ＿ｉ
ｍ）は、色変換及び調節パラメータに基づいて決定される結果的共通乗算係数（ｇｔ）と
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、結果としての色を有するピクセルを含む画像が供給されるディスプレイの表示ピーク明
度（ＰＢ＿Ｄ）を決定することによって、マスター等級（Ｍ＿ＸＤＲ）のピクセルの入力
色から始めてピクセルの結果的色を計算するために用いられる調節パラメータ（ｇｐｍ）
をさらに含むことを特徴とする、高ダイナミックレンジ画像信号（Ｓ＿ｉｍ）の技術的仕
様を有するのが有用である。
【００７１】
　この信号は、任意の信号伝達技術で進むようになっていてもよいし、ピクセル色データ
、メタデータ（ＭＥＴ）、及び調節パラメータ（ｇｐｍ）を含む任意のメモリ製品に存在
していてもよい。
【００７２】
　いくつかの実施形態によれば、グレーダは、伝達画像と関連付けられた尺度ディスプレ
イと少なくとも１つの特定の表示ピーク明度が通常等しくない任意のレンダリング状況に
ついて、任意の再等級分けに対する制御の拡大又は縮小が可能であるものの、他の実施形
態によれば（グレーダが任意の再等級分け仕様すなわち色変換に対する何らかの追加を伝
達して、（例えば、ＬＤＲからＨＤＲへと）パラメトリックにのみ伝達された別のダイナ
ミックレンジ効果へと伝達画像を再等級分けしたいか否かに関わらず）、受信装置自体は
、特に、入力画像（Ｉｍ＿ｉｎ）のオブジェクトの色を解析した後、最終的な乗算パラメ
ータｇ＿ｆｉｎを指定可能とする実施形態のいずれかに係る調節パラメータ（ｇｐｍ又は
ｇｐｒ等）、結果的共通乗算係数（ｇｔ）の計算に用いられるディスプレイのピーク明度
（ＰＢ＿Ｄ）、尺度、方向、又は任意のパラメータ若しくはパラメータの組み合わせのう
ちの少なくとも１つの値を決定して、最終的な再等級分け画像の色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＿ｒａ
ｄｊを求めるように構成された画像解析ユニット（１１１０）を含む色変換装置（２０１
）の実施形態によって、１５００ｎｉｔのＭＤＲディスプレイ等の意図するレンダリング
特性に対して効果を再等級分けすることができる。
【００７３】
　特に、例えばｇｐｒ＿ｖ＝ｇｐｒ＋ｋ＊０．１（ｋは｛－３、－２、・・・、３｝から
選択）又は一般的にｇｐｒ＋ｋ＊Ｎ（Ｎは微小ステップサイズ）等、いずれかの方向に微
小なオフセットを与えて最終視聴者（例えば、居宅のテレビ視聴者）が自身でｇｐｒパラ
メータを再指定することにより、最終視聴者が効果に影響を及ぼし得る手段を装置が有す
れば有用となり得る。これにより、効果をいく分変更可能ではあるものの、再等級分けに
際してコンテンツグレーダがシーンに関連すると特定したものとの協調は図られる。すな
わち、（動画）画像に対応するメタデータにてグレーダが伝達したＨＤＲ－ＬＤＲ色変換
関数に従う。
【００７４】
　本発明に係る方法及び装置の上記及び他の態様は、以下に記載の実施態様及び実施形態
並びに添付の図面から明らかとなるものであり、これらを参照して説明する。読者は、他
の様態で実現できるより一般的な考え方を示した非限定的且つ具体的な例示に過ぎないも
のと図面を理解する。図中、破線は、構成要素が任意選択であることを示すのに用いてお
り、破線以外の構成要素についても、必ずしも必須ではない。また、必須と説明された要
素がオブジェクトの内部に隠れていることを示す場合又はオブジェクト／領域の選択（及
び、ディスプレイ上での見せ方）等の無形物の場合にも破線を使用可能である。問題の複
雑性及び考え得る様々な代替実現を前提として、いくつかの構成要素は、教示の簡素化の
ため一部の画像のみで示しているものの、変更すべきところを変更して、その他様々な実
施形態にも追加可能であることが熟練した読者には明確であるものとする。また、いくつ
かの図面は、例えば技術的フレームワークのレベル等、任意の高い抽象性レベルで実施形
態の態様を記載していることも明確であるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】入力マスター等級（理解の容易化のため、例えばＨＤＲマスター等級であっても
よい）とダイナミックレンジが異なる２次的な（特定のピーク明度等のある特定の能力に
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適合する尺度ディスプレイにレンダリングされた場合のシーンの見え方を指定する作成者
からの元の効果）等級を生成する例示的な装置であり、出願人が本出願の付加的な技術的
構成要素の改良を望むことによって、別の等級の生成すなわち他のダイナミックレンジに
対する効果の修正を容易に可能とする、装置を模式的に示した図である。
【図２】何らかの画像伝達手段を介したコンテンツ作成側からの受信又は同側での作成が
可能であり、少なくとも１つがＨＤＲ等級である２つの初期等級を指定する情報から、少
なくとも１つの別の等級（ＭＤＲ等級と称する）を生成できる例示的な中心計算部を模式
的に示した図である。
【図３】本発明のいくつかの態様を説明するための例示的なシステムであって、上記のよ
うな少なくとも３つの等級の指定及びそのための情報の符号化をグレーダができるように
して、例えば消費者のテレビ又はコンピュータシステムにより、受信側での３つの等級の
再構成を可能とした、システムにて具現化された場合の別の等級を計算する上記のような
計算システムを模式的に示した図である。
【図４】簡単な一実施形態を（コンテンツ作成者のカラーグレーダにより生成された元の
ＬＤＲ等級とＨＤＲ等級との間の）３つの例示的な中間等級の生成に用いた結果であり、
この例においては１００ｎｉｔディスプレイのＬＤＲ等級である第２の等級をマスター等
級から生成する輝度マッピング曲線に基づき、所望の第３のＭＤＲ等級について入力ＨＤ
Ｒ等級輝度Ｙ＿ＨＤＲを出力輝度Ｙ＿Ｌにマッピングする（相対的すなわち１．０に正規
化された）輝度マッピング曲線として表された、結果を模式的に示した図である。
【図５】特に、考え得る軸に沿った輝度分布特性に対応して、ＨＤＲ等級又はＬＤＲ等級
により類似した輝度をレンダリングする中間等級曲線の形状をさらに調節できるより先進
的な一実施形態を模式的に示した図である。
【図６】少なくとも２つの輝度部分的領域における曲線のより正確な指定すなわち最適な
ＭＤＲ効果画像を計算すべきオブジェクトの輝度に応じた異なる再等級分け挙動の指定を
可能にするさらに複雑な一実施形態を模式的に示した図である。
【図７】少なくとも輝度のいくつかの部分的範囲において、特定のピーク明度がＨＤＲ又
はＬＤＲ等級により類似して見える任意の意図する（例えば、接続可能な）ディスプレイ
に対して実施形態により第３の等級を生成可能な手段を模式的に示した図である。
【図８】入力等級分け画像から始めて、中間ピーク明度のディスプレイ用のＭＤＲ等級の
ピクセル色の適当な中間色飽和を実施形態により探索可能な手段を模式的に示した図であ
る（ピクセル色の輝度のほか、すべての効果について、色度を全く同じに保つことも可能
であるが、いくつかの実施形態においては、通常、色相を不変として、少なくとも色飽和
についても調節したくなるだろう）。
【図９】グレーダにより指定されたＨＤＲとＬＤＲ間のトーンマッピングとしての特定の
効果関係に実施形態を適用する別の例を模式的に示した図である。
【図１０】輝度が第１の輝度部分的範囲内の第１のピクセル領域に関するＬＤＲ効果への
高速移行と、輝度が第２の輝度部分的範囲内の第２のピクセル領域に関するより滑らかな
変化とを組み合わせた、中間ピーク明度の複数のディスプレイの特定の再等級分けに関す
る実施形態によって可能な別の例を模式的に示した図である。
【図１１】本技術の考え得る用途のうちのいくつかを説明する一例として、本原理により
それ自体の所望の再等級分け仕様を決定可能な受信装置のいくつかの考え得る実施形態を
模式的に示した（具体的には、これらの装置のいくつかにおいて、受信側ユーザが、少な
くとも１つの想定されるレンダリングシナリオに対する少なくとも１つのＭＤＲ画像の効
果にどのように影響を与えるかを説明する）図である。
【図１２】再等級分け効果の粗いコントラストを迅速に調節する例示的な処理を模式的に
示した図である。
【図１３】ＭＤＲ画像を導出する通常の表示調節装置が備えるものを高い構成要素レベル
で模式的に示した図である。
【図１４】ＨＤＲ技術連鎖及び課題対処に関するいくつかの必要且つ基本的な考え方を読
者に説明するための映画等の考え得るＨＤＲシーンの一例を示した図である。
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【図１５】例えばコンテンツ作成側の人間のカラーグレーダにより、すなわち画像の実際
の視聴前に、計算したＭＤＲ画像の効果に別途影響を及ぼし得る手段の考え得る一実施形
態を示した図である。
【図１６】乗算の数学的公式化として所要の色処理をフレームワークで捉え得る手段を一
例により説明した図である。
【図１７】例えばＨＤＲシーンの特性に従って、再等級分けＭＤＲ画像又は表示調節ＭＤ
Ｒ画像を様々に作成する場合の可能性（例えば、ＨＤＲシーン画像の審美的に等級分けさ
れたコンテンツを作成するカラーグレーダの要求）の説明を示した図である。
【図１８】同じ例であるが、ＨＤＲシーン上の受信ＨＤＲ及びＬＤＲ画像効果のＬＤＲ等
級に対応する数学的座標系に示したものであり、この例では、考え得る方向性ＭＤＲ輝度
変換関数の決定を示した図である。
【図１９】上記のような特定のＭＤＲ導出実施形態を回転スケール上で公式化し得る手段
を対応的に示すとともに、本発明者が決定した次の技術的結果及び解決手段を説明した図
である。
【図２０】本発明と併用可能な１つの考え得る尺度の意味を捉え得る手段を説明した図で
ある。
【図２１】パラメトリックに規定されたＨＤＲ－ＬＤＲ又はＬＤＲ－ＨＤＲ色処理関数の
パラメータをＭＤＲ生成プロセスに考慮し得る手段と、必要に応じてこれらのパラメータ
（例えば、特定の輝度境界指定点の位置）を無分別又は誘導的に変更可能な手段と、その
後にＭＤＲ色の計算にこのような技術的公式化を受け継ぐ手段とを説明した図である。
【図２２】例えば情報を任意又は複数の受信部に伝達可能なカラーグレーダにより、ＭＤ
Ｒ効果生成比色分析挙動を指定する別の可能性を示した図である。
【図２３】異なる絶対輝度の値（通常、再等級分けを計算するディスプレイのＰＢ＿Ｄ）
に対する１．０の相対輝度を表す正規化表示間のスケーリングを可能とする手段を示した
グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
　図２は、次にいくつかの受信側装置（例えば、テレビ又はコンピュータ等）に備わって
いると仮定する新規の色変換装置の考え得る一実施形態の例示的な説明を示している。輝
度マッピング部は、図１と同じであると仮定するが、ここでは、様々な空間的局所化マッ
ピングを実行する潜在的な実施形態の選択肢も開示している。セグメント化ユニット２２
２による第１の種類のピクセルの第２の種類のピクセルからの識別を可能にする別のメタ
データが伝達・受信されるようになっていてもよい。例えば、小さな横窓から見た空の一
部は、大きな主窓から見た同じ空と輝度マッピングがいく分異なる場合がある。すなわち
、色（Ｙ＿ｓｋｙ，ｕ’＿ｓｋｙ，ｖ’＿ｓｋｙ）すなわち特に、例えば閾値輝度よりも
明るい範囲内の輝度がＹ＿ｓｋｙ値である空間位置（ｘ，ｙ）＿１のピクセル又はその近
傍において、ｘ及びｙが空間ピクセル座標、Ｙが輝度、ｕ’及びｖ’が青空ピクセルのＣ
ＩＥ１９７６ｕｖ座標である場合、入力色が同じ（Ｙ＿ｓｋｙ，ｕ＿ｓｋｙ，ｖ＿ｓｋｙ
）であるものの、異なる空間位置（ｘ，ｙ）＿２に存在するピクセルとは別のＹ＿ｓｋｙ
＿ｏｕｔ＿２への別の変換が行われる。セグメント化ユニットがピクセルの分類のみを行
っており、ピクセルが分類された第１対第２識別領域であるかに応じて、初期共通利得係
数となる異なるマッピングパラメータを読み込む場合、その他の処理は、図１で説明した
ものと同じになり得る（例えば、２つの並列計算経路を予備計算ＬＵＴ等と併用可能であ
る）。読者は、伝達された画像（例えば、ＨＤＲ）から第２の元の等級分け画像（例えば
、ＬＤＲ）を求める処理が、表示調節ＭＤＲ画像を決定する局所的な処理と同じである必
要はなく、これにより、関数及びパラメータの正確な値だけが当然異なっていてもよいわ
けではなく、影響を及ぼす高レベル変換形状に通じる論拠が異なっていてもよいが、少な
くとも通常、意味論的に特殊な画像オブジェクトにおいて、特定のピクセル集合のセグメ
ント化を可能にするメタデータ中の情報を受信している場合は、これらの領域又はオブジ
ェクトに対して別個に適応された表示調節（例えば、ＨＤＲ効果に向けた火球の迅速な増
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大）を行うようにしてもよい。ディスプレイのＰＢ＿Ｄによって何らかのＨＤＲ効果レン
ダリングが既に可能となっている場合は、考え得る様々な中間ＰＢ＿Ｄ値全体で徐々に調
節可能なシーンの他の部分よりも迅速に行うようにしてもよい。この場合も、様々なパラ
メータｇａｉ、ｃｃ等がメタデータから読み出され、色計算（特に、輝度変更計算）を行
う様々なユニットに送信されるものの、ここでは例えば、第２の領域がそれ自体の一般的
な形状の輝度マッピング曲線ｃｃ＿２を得る一方、主領域（窓から見た空のより大きな部
分であり、例えば室内のすべてのピクセル）は、曲線ｃｃによって変換される。ＰＢ＿Ｈ
及びＰＢ＿Ｌは、２つの等級（特に、等級の符号が厳密に意味するもの、又は言い換える
と、尺度レンダリング条件が作成された等級）を指定するメタデータとして好都合に格納
されるとともに、メタデータから読み出され、ＰＢ＿Ｌ、ＰＢ＿Ｈ、及びＰＢ＿Ｄ（由来
する場合）の値に基づいて結果的共通乗算係数（ｇｔ）を計算するように構成された倍率
決定ユニット２００に送信される（例えば、接続されたディスプレイは通常、データ入力
１１７を介して、そのピーク明度を伝達する）。
【００７７】
　先進的な実施形態によれば、コンテンツ作成者は、通常、実数（例えば、１．２５３）
となる等級最適化を決定する別のパラメータすなわち調節パラメータ（ｇｐｍ）（又は、
その成文化（例えば、１０００を乗算して最も近い整数に四捨五入したもの等））を指定
して送信することができる。通常、以下に示すようなｇｔ値を決定するパワーを変更する
ことによって対数尺度の修正に作用する実施形態に対しては、最大１．５、最小０．６の
値で十分である。ただし、一般的に、カラーグレーダのソフトウェアは、合理的な限界を
有することになり、それを超えると、再等級分け挙動が極端になり過ぎる（３００ｎｉｔ
のディスプレイに関しては、高品質のＨＤＲ画像の効果を即座に実現すべきことすなわち
当該効果の正規化輝度で駆動すべきことが期待されない。このようなディスプレイでは、
これを忠実にレンダリングできず、例えばグレーダがこれを暗過ぎるエリアと見なすため
、実際の限界に関わらず、あまり高い値の選定は望まない）。
【００７８】
　図４は、ＨＤＲ画像のディスプレイ最適化の非常に簡単な一実施形態の一例を示してい
る。ＨＤＲ画像（すなわち、主画像は１６００ｎｉｔ等級）の入力輝度Ｙ＿ＨＤＲを入力
としてマッピングすることにより、任意の望ましい等級に対して、輝度（このグラフでは
Ｙ＿Ｌと称する）を出力する必要があるものと仮定する。例えば、曲線４０５は、輝度マ
ッピングによって１００ｎｉｔディスプレイ用の楽しい画像を作成する全面方策を示して
いる（これは、輝度変換を実行する図１のすべてのユニット、すなわち連鎖の始まりで入
力輝度から始まった結果的輝度に対応する。なお、様々なシナリオの種々実施形態のいず
れかにおいて、このような連鎖を有する理由として、ＨＤＲ画像の取り扱いでは実際のと
ころ、実行できる様々な成分変換を有するのが有用であると調べられており、表示調節に
おいては、上記のような任意特定の部分的再等級分け情報を具体的に利用することも可能
である）。
【００７９】
　この例では、（相対的に、正規化されたスケール上で）より低い輝度が増大される考え
得る方策のうちの通常の方策を示しているため、暗い１００ｎｉｔのディスプレイでは、
これらの領域が十分に見えることがわかる。これらの領域は、例えば１６００ｎｉｔの明
るいディスプレイに対して等級分けされていることから、ＨＤＲ原理の等級において、超
暗色に等級分けされているためである。そして、残りの高い輝度は、依然として利用可能
な上側範囲に分散しており（この例では、レンダリング出力ピーク明度の５０％を上回る
が、人間の視覚の非線形性のためにあまり高くないものの、これは説明に過ぎないことに
留意されたい）、この例の場合は線形であるものの、当然のことながら、グレーダは、よ
り高い入力輝度に対して、例えばＳ曲線又はソフトクリップ曲線を使用することにより、
画像のいくつかの領域等において、より高いコントラストを生成することも可能である。
ＨＤＲ画像は、それ自体に変換された場合（実際に行う必要はないものの、ＰＢ＿Ｈピー
ク明度を持たない画像への実際のすべての色変換の理論的な端点である）、傾斜４５°の
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同一性変換と同等であるため、ＨＤＲ効果の近くに留まる等級を示すことができるように
、マップ中にこれを描写している。各入力輝度Ｙ＿ＨＤＲの共通乗算係数は、曲線から読
み出せる。例えば、増大ｂ（０．２）は、値Ｙ＿ＨＤＲ＝０．２から所望のＹ＿ＬＤＲ＝
０．６への乗数ｇとしてマッピングされており、この入力輝度の場合は、共通乗算係数ｇ
＝３に相当する。ここで、ピーク明度が８００ｎｉｔのモニタに関して、その心理視覚的
特性が（この例において、受信したＨＤＲ等級が最適に見える）１６００ｎｉｔのモニタ
に比較的近く、比較的高いダイナミックレンジのコンテンツを表示可能でもあることから
、最適な等級を求めたい場合（曲線４０２）は、同一性変換に比較的近い８００ｎｉｔの
再等級分け（ＭＤＲ＿８００）を計算することになる。すなわち、この結果的共通乗算係
数ｇｔ、ここではｂ８００（０．２）は、１に近く、その他すべての入力輝度についても
同様であるものとする。４００ｎｉｔ（曲線４０３）及び２００ｎｉｔ（曲線４０４）の
意図又は接続された表示ピーク明度ＰＢ＿Ｄの最適な再等級分けは、漸進的にＬＤＲマッ
ピング（曲線４０５）により近づく曲線及び共通乗算係数を有するものとする。
【００８０】
　実施形態において任意の中間等級を導出するために用いる式は、以下の通りである。
　ｇｐ＝ＬＯＧ（ＰＢ＿Ｈ／ＰＢ＿Ｄ；２．７１）／ＬＯＧ（ＰＢ＿Ｈ／ＰＢ＿Ｌ；２．
７１）
　ｇｔ＝ＰＯＷＥＲ（ｇ，ｇｐ）　［式１］
【００８１】
　これにより、熟練した読者であれば確認できるように、任意の入力Ｙ＿ＨＤＲに対して
所要出力Ｙ＿Ｌを計算することができる。一方では、（当面、消費者を前提として通常は
単一になると仮定するレンダリングが必要なディスプレイによって決まる）固定比ｇｐを
用いた受信側又は画像に基づき、他方では、入力Ｙ＿ＨＤＲ及び色変換関数のメタデータ
から計算可能すなわち受信時のＬＤＲ対ＨＤＲ効果において計算可能な初期のｇに基づい
て、結果的共通乗算係数を決定可能なためである。値を書き込むことで確認できるように
、ｇｐは、ＰＢ＿Ｄ＝ＰＢ＿Ｈの場合のｌｏｇ（１）＝０とＰＢ＿Ｄ＝ＰＢ＿Ｌの場合の
１との間で変動する。すなわち、ＰＢ＿Ｄ＝ＰＢ＿Ｌの場合にｇ値全体を使用するととも
に、ＲＧＢ値にＰＢ＿Ｄ＝ＰＢ＿Ｌの場合の１を乗算して、同一性変換を実行することに
なる。
【００８２】
　この第１の簡単な実施形態により、読者が現在の一般状況を考えて理解し得るとともに
、全く異なる事態と混同することのないように、ここでしばらく立ち止まりたい。一方で
は、ピクセルの入力輝度を出力輝度に対して（乗算的に）マッピングする挙動を有する。
この挙動は、コンテンツ作成者、特に、そのカラーグレーダから受信されたものである。
通常、如何なる受信装置も、必要なすべての情報を受信して、２つの等級分け画像（通常
、同じＨＤＲシーンにおけるＨＤＲ及びＬＤＲ効果）を決定することになる。このため、
受信装置は、これらの画像間の変換を把握可能である。これは、如何なる形態であっても
よいが、特に、色の色度を一定に保ちつつ、入力輝度を乗算する形態である（実際には、
通常、これらの関数を取得済みであることから、その他任意の用途に関して、任意の受信
装置にこれらを使用するのは容易である）。他方では、２つの等級と関連付けられたＰＢ
とピーク明度が同じでないディスプレイ上でのレンダリングに対して、これらの等級が少
なくとも完全には最適化されていない場合があるため、受信装置は、上記すべての情報か
ら、新しい最適なＭＤＲ中間再等級分けを計算する必要もあり得る。これには、乗算係数
を決定可能な尺度及び同様に乗算値ｇｔに変換可能な輝度変換関数等を伴う場合もあるが
、元の等級符号化対表示調節ＭＤＲ画像の計算というこれら２つの係数は通常、場合によ
りわずかに関連してはいるものの、全く同じではないため、技術的設計理念が大きく異な
ると、（いくつかの実施形態におけるガンマ値等、いくつかの構成要素が同じ名称であっ
ても）解決手段も大きく異なる可能性がある。如何に繊細且つ容易に再等級分けを状況に
応じて決める必要があるとはいえ、表示調節を等級分けした対上の何らかの微調節と見な
すことも可能であるが、その背後の設計観点の１つとして、同じＨＤＲシーンについて無
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限量の元等級を実際に生成することでグレーダを悩ませることがないものとする（すなわ
ち、最も審美的で美しい調整画像をオンザフライで作成するため、コンテンツ作成者が消
費者のありとあらゆるＴＶに存在していればよいが、グレーダに関して可能な限り少ない
追加作業で可能な限り自動化された問題では、シナリオ及びその要求によって決まる。す
なわち、一方では、少なくとも適正な効果となるのに必要な制御の一部を提供する種々実
施形態により、非常に複雑な画像処理分野においては、これら画像の消費者の高度に非線
形な視覚システムによって決まる）。
【００８３】
　実際には当然のことながら、これらｇｐ及びｇｔの値を常に計算する必要はないものの
、通常は、例えばＮ個の画像の場面ごとに等級が変化し得ることから、入力画像の再等級
分けに必要となる直前にＬＵＴを構成するようにしてもよく、例えば接続された４００ｎ
ｉｔのディスプレイについて、図４のように所要マッピング関数を適用する（メタデータ
は、例えば５つの画像だけ先行して、少なくとも時間通りに受信される）。
【００８４】
　上記の場合、ユニット２００は、必要な結果的共通乗算係数ｇｔすなわち例えばｂ８０
０（０．７５）を探索することになる。
【００８５】
　主画像が、例えば６０００ｎｉｔＨＤＲへの格上げが必要なＬＤＲ画像又は中間ピーク
明度について再等級分けされた任意の画像である場合、本実施形態においては、わずかに
異なる同様の式が用いられる。
　ｇｐ＝ＬＯＧ（ＰＢ＿Ｄ／ＰＢ＿Ｌ；２．７１）／ＬＯＧ（ＰＢ＿Ｈ／ＰＢ＿Ｌ；２．
７１）
　ｇｔ＝ＰＯＷＥＲ（ｇ，ｇｐ）　［式２］
【００８６】
　ここで、スケーリング乗算器１１４は、図１と同様に作用するものの、ｇの代わりとし
て、３つのＲＧＢ色成分にｇｔを乗算することにより、所望の色効果を生じる。
【００８７】
　ただし、グレーダは、動画のシーン又は場面が複雑な場合、例えばＬＤＲ関数の形状に
近い長続きするもの（すなわち、ＬＤＲが１００ｎｉｔを上回る表示ピーク明度の場合）
等、異なる再等級分け法を望むこともある。グレーダは、非常に簡単にこれを指定する必
要があり、高価な等級分け時間を使い過ぎないようにするため、理想的には、例えば１つ
の単一のパラメータのみ、すなわち調節パラメータｇｐｍのみを決定する。
【００８８】
　したがって、倍率決定ユニット２００のより先進的な実施形態では、以下の式を適用す
る。
　ｇｐｐ＝ＰＯＷＥＲ（ｇｐ，ｇｐｍ）
　ｇｔｕ＝ＰＯＷＥＲ（ｇ，ｇｐｐ）　［式３］
【００８９】
　ｇｐｍが１を下回る場合、下側ピーク明度の再等級分けは、その効果（及び、マッピン
グ曲線）がよりＬＤＲのような挙動になり、逆に、ｇｐｍが１を上回る場合は、よりＨＤ
Ｒのような挙動となる。これが顕著になると、コンテンツ作成者又はグレーダによって、
より高いｇｐｍが選定される。
【００９０】
　この挙動を図５に示す。ここでも、ｇｐｍは、（従来の）ｘ軸に沿ったパワーの意味的
方向で作用するのではなく（等級分けすなわちシーンのすべてのオブジェクト輝度間の関
係を表す曲線の形状は、大幅に変化しないものとするが、一部のわずかな増加等の微小な
変化は心理視覚的に許可されている。これらは、脳内の視覚的解釈の適応により受け入れ
られているその他の微小な変化についての主要な所望輝度／コントラスト効果修正に対応
するためである）、Ｙ＿ＨＤＲ値を通じて作用するため、いわばＹ＿Ｌ軸の方向で作用す
る。実際のところ、ｇｐｍが行う内容は、ＬＤＲ等級分け関数又は逆にＨＤＲ単一性マッ
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ピング関数に向けての曲線群の伸張又は圧縮すなわち「必要な再等級分け効果変更の積極
性」の決定である。
【００９１】
　図５においては、ｇｐｍの値を１．３に等しく選定しており、輝度マッピング又は共通
乗算係数（ここでは、調節された共通乗算係数ｇｔｕ）の結果的な曲線（５０３）がＨＤ
Ｒ同一性変換曲線により類似していることが分かる。同様に、例えば０．８という係数に
ついては、結果的な曲線が曲線４０３を上回り、すなわちＬＤＲ効果の曲線４０５に近づ
くことになる。これは、例えば長時間すなわちレンダリングディスプレイが８００ｎｉｔ
等を上回る十分な明るさとなるまで、十分に明るく保つのが賢明な顔等の重要な暗色オブ
ジェクトがこのシーンに存在する場合に有用となり得る。
【００９２】
　ただし、これは依然として、（すべての輝度Ｙ＿ＨＤＲが簡素な関係で取り扱われ、Ｈ
ＤＲ－ＬＤＲ輝度変換関数の形状及びｇｐｍパラメータのみによって決まる意味において
）グローバル調節である。本方策のより大きな影響は、入力輝度の異なる部分的領域に異
なる調節を（結果的には、マッピングによって出力輝度も）許可する実施形態に由来し得
る。例えば、より低い輝度に対して明るく（よりＬＤＲ状に）なるように曲線４０３を調
節する場合は、必然的に、（効果を保つため、如何なる再等級分けに関しても、画像の暗
い領域を上回る輝度を出力していることから）高い輝度についても明るくなるため、不適
切に明るくなる可能性がある。例えば、明るい外側領域は、コントラストを過度に失って
いる可能性があり、グレーダは、いくつかの重要なシーンに関して、これらを悩ましいほ
どに色褪せたものと把握する場合がある。すなわち、グレーダは、シーンの暗い部分をよ
り明るく、結果的に高コントラスト且つ視覚可能にしたい一方、上側領域をＨＤＲ効果等
に近く保つ。
【００９３】
　所望の挙動を図７によって別様に示す。ここでは、ＰＢ＿ＬとＰＢ＿Ｈ間の任意の意図
する表示ピーク明度に対応する任意の中間ＭＤＲ等級の効果に対して、ＬＤＲ等級分け画
像が如何に寄与するかを示している。式１のデフォルトの挙動がグラフ７０１である。Ｍ
ＤＲ等級の様々な中間ピーク明度の変化経路に沿って、いずれかの等級により大きな重み
を加え得ることが分かる。例えば、曲線７０２は、比較的明るい中間ピーク明度ＰＢ＿Ｄ
まで、ＭＤＲ等級がＬＤＲ等級の近くに留まり、最も明るいディスプレイについてのみ、
ＨＤＲ効果が見え始める状況を示している（これは、使用尺度に基づく以下の説明におい
て、タグマークが様々なＰＢ＿Ｄ値につられる場合、すなわち、例えば（ＰＢ＿Ｈ＋ＰＢ
＿Ｌ）／２までのタグマークがすべて相互すなわちＬＤＲ等級位置ＰＢ＿Ｌに近づくこと
に対応する）。このような曲線が選定される可能性及び程度は、ＨＤＲ等級とＬＤＲ等級
との関係すなわち両者間の色変換の関数によって決まる。グレーダは、例えばＬＤＲ等級
の暗部の増光、明部のソフトクリップ、どこかの中間部のコントラスト増大、カラフルな
ステンドガラス窓に対する何らかの特定の飽和処理等、様々なことを実行している可能性
があるものの、例えば、重要な暗部領域が存在する場合は、７０２のような曲線がグレー
ダによって選定され、そのｇｐｍ値がＳ＿ｉｍ中又はＳ＿ｉｍとの関連で様々な受信装置
に送信されるようになっていてもよい。一方、曲線７０３では、比較的暗い接続ディスプ
レイであっても、ＨＤＲ効果の大部分が迅速に導入される。
【００９４】
　図６の例において、グレーダは、０．４３に等しい例における（ルマ又は）輝度値（Ｌ
ｔ）の境界を定める最適化形態を示している。グレーダは、この値Ｌｔの下側に（すなわ
ち、輝度Ｙ＿ＨＤＲ≦Ｌｔのすべての入力色について）、第１のｇｐｍ値（例えば、ｇｐ
ｍ＿１＝０．３）を指定しており、このｇｐｍ＿１値によって、図５で説明した通り、結
果的な曲線が計算される。グレーダは、Ｌｔの上側において、新たな再等級分け形態への
移行を望んでおり、より明るい色の場合のこの例においては、ＨＤＲ効果を有することを
望む。グレーダは、１より大きな値（この例では、ｇｐｍ＿２＝２．０）を決定して、通
例必要となるものよりもさらに強い（ただし、この例に応じた）ＨＤＲ性効果を明るいピ
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クセルが得るようにする。この例では、Ｌｔを上回るＹ＿ＨＤＲ値に対してｇｐｍ＿２＝
２．０を直ちに使用する代わりに、滑らかな過渡領域を生成する補間をグレーダが指定す
る。これは、様々に指定可能であり、説明例においては、過渡形態の上側輝度Ｌｔ２＝０
．７２を指定することによって簡単に指定する。０．７２の上側では、この例のｇｐｍ＿
２＝２．０又はｇｐｐ＿Ｒ＝０．２５を用いることにより、例えば曲線のＬＵＴの作成に
用いられる調節された共通乗算係数ｇｔｕが決定されることになる。過渡領域においては
、例えば高低の入力輝度についての共通乗算係数ｇｔｕの決定に役立つことになる遷移の
両側でパワー値を計算した後、例えば以下の計算により過渡領域においてこれらを補間す
ることにより具現化された補間法が用いられることになる。
　ｇｐｐ＿Ｌ＝ＰＯＷＥＲ（ｇｐ，ｇｐｍ＿１）
　ｇｐｐ＿Ｒ＝ＰＯＷＥＲ（ｇｐ，ｇｐｍ＿２）
　ｇｐｐ＿ｉ＝ｇｐｐ＿Ｌ＋（Ｙ＿ＨＤＲ－Ｌｔ）＊（ｇｐｐ＿Ｒ－ｇｐｐ＿Ｌ）／（Ｌ
ｔ２－Ｌｔ）　［式４］
【００９５】
　当然のことながら、グレーダが望む場合は、他の補間法を使用することも可能である。
【００９６】
　そして、このｇｐｐ＿ｉ値の使用により、図３で説明したのと同様に、過渡範囲の各入
力輝度のｇｔｕ値を決定する（すなわち、ｇｔｕ＝ＰＯＷＥＲ（ｇ，ｇｐｐ＿ｉ））一方
、過渡の両側では、ｇに関するパワー関数にｇｐｐ＿Ｌ又はｇｐｐ＿Ｒ値が用いられ、こ
の公式化により、図４で説明した方法に由来する曲線４０３から６０３のような結果的曲
線を計算可能である。或いは、実際のところ、結果的曲線が直接計算されることになる。
８００ｎｉｔのディスプレイに対応して、ここでは、より単純な曲線４０２の同等物が曲
線６０２であり、実際には、より暗いピクセルに関して、はるかにＬＤＲ類似の挙動を示
す一方、より明るいピクセルに関しては、強いＨＤＲ類似性を示す。このような実施形態
の場合、ユニット２００は、ｇｔのｇｔｕ同等物を生成するが、それ以外の場合は、種々
実施形態の可能性にすべてが類似し得る。この例では、規定元のｇｐｐ値を実際に補間し
て、共通乗算に用いられるｇｔｕ値を補間したが、別の実施形態では、過渡自体の両側で
得られるｇｔｕ値を補間することも可能である。通常、符号化器は、使用する方法を指定
する。例えば、復号化器が［Ｌｔ１，Ｌｔ２］間隔の両側でｇｔｕ値を計算した後、間隔
中の消失点で曲線を線形補間し、画像の現在の場面の輝度処理のための最終的なＬＵＴと
してこれを格納することを示し得る。
【００９７】
　これらの実施形態により、グレーダは、如何に複雑なＨＤＲシーン符号化の分野におい
ても、考え得る様々なディスプレイについて、非常に先進的な効果再等級分け法を簡単に
規定可能である。簡単な場合には、例えば、このようなシナリオの任意の受信装置によっ
て、上側値ｇｐｍ＿２がデフォルトで１．０固定と理解される場合があることから、ｇｐ
ｍ値を１つだけ符号化すればよい。或いは、グレーダを悩ませることはないものの、柔軟
性の低い受信装置がグレーダの意図を誤解することのないように、例えばグレーダが下側
値ｇｐｍ＿１及び閾値Ｌｔのみを設定する場合は、符号化器がデフォルトでｇｐｍ＿２＝
１．０を書き込む。ＬＴを上回る輝度に対してグレーダがｇｐｍ＿２パワー値のみを指定
する場合、符号化器は、ｇｐｍ＿１に対してデフォルトで１．０を書き込む。通常、符号
化器は、良好（少なくとも単調増加するＭＤＲ等級曲線を生じる）と思われる補間法を自
動で決定する場合もあり、グレーダは、何もせずにこの方策の符号化を（例えば、Ｌｔ２
値として）メタデータに受け入れるか、代替として、より美しく見える補間法を再指定す
る場合がある（グレーダは、必要に応じて、Ｌｔの両側でｇｐｍ値を微調節するようにし
てもよい）。一般的に、新たな本原理によれば、ＨＤＲ等級とＬＤＲ等級との間の等級差
を成文化する各共通乗算係数ｇの使用により、メタデータとして任意に成文化された任意
の曲線（例えば、画像の現在の場面における興味深い光度形態について３つのＬｔ点を有
する曲線）によって指定できる適当なパワー値ＧＰを入力Ｙ＿ＨＤＲごとに規定するとと
もに、例えば両側のｇｐｍ又はｇｐｐ固定値に代えて、例えばＬｔ２とＬｔ３間等の入力
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輝度の部分的範囲にわたる線形又は放物線発展を規定することにより、最適化された再等
級分けを決定するようにしてもよく、再等級分け画像は、任意のＹ＿ＨＤＲのｇｔｕ＝Ｐ
ＯＷＥＲ（ｇ，ＧＴ）を入力として使用するとともに、現在処理中のピクセル色の任意の
線形色符号化に対してこのｇｔｕを適用することにより計算される。
【００９８】
　したがって、図２で説明した通り、様々なメタデータを取得する如何なる受信装置も、
コンテンツ作成側により指定された表示調節最適化の所望の実施形態を実施可能である。
要約すると、実際に符号化・送信される画像及び開始点（例えば、２０００ｎｉｔ等級）
として、ピクセル色を有する少なくとも１つの等級分け画像が必要である（これが実際に
送受信（通常、ＭＰＥＧ圧縮）されて、主画像が呼び出される）。そして、考え得る様々
なグローバル又はローカル関数を用いてグレーダが規定したのと同じ精度で、少なくとも
１つの別の等級（主画像がＨＤＲ２０００又は５０００ｎｉｔの場合はＬＤＲ）を決定す
る関数が規定される（主として、輝度ダイナミックレンジ再等級分けの主要な態様である
輝度処理態様（すなわち、少なくともピーク明度を含む異なるダイナミックレンジ能力の
ディスプレイに関するシーン上の別の効果の決定）を説明したが、通常は、少なくともい
くつかの画像オブジェクト及び場合によっては色相変化の飽和処理等、色変換を伴ってい
てもよい）。この変換は、例えば少なくとも１つの任意のＹ＿ＨＤＲを介して、例えば５
００又は１００００ｎｉｔピーク明度の（尺度又は目標）ディスプレイ又はその周辺の値
に理論上最適な等級への２０００ｎｉｔ等級の変換法を規定するカスタム曲線ｃｃとして
規定されたＹ＿Ｌマッピングに伝達されるようになっていてもよい。そして、例えばいく
分異なるピーク明度のディスプレイが受信側に存在すること又はユーザがリモコンを使用
して１００００ｎｉｔの理論的最大値を下回るように最大光度を制御する（一種の新しい
ディスプレイを作成することに類似）ことから、受信ＨＤＲ画像上での変換が必要な場合
は、新たな再等級分け（例えば、８０００ｎｉｔ）の生成法を洗練する複数の実施形態が
存在していてもよい。より簡単なものは、大幅に自動化されており、ある程度まで、ＨＤ
Ｒシーンの画像の場面の比色分析及びセマンティックの詳細を無視可能である。より正確
には、グレーダが言及する必要があるものすなわち利用可能なピーク明度まで輝度軸に沿
って様々なオブジェクトの相対光度の分布上で起こる低輝度等への変化の確認法を無視可
能である。この様々な画像オブジェクト輝度の分布により、特にオブジェクト間コントラ
ストの影響（例えば、ステンドガラス窓はカラフルであるが、教会内部よりも十分に明る
い）によって、シーンのいわゆる効果（例えば、憂鬱で大部分が暗い夜景シーンである一
方、家屋の形状の気配を依然として十分に伝えているか）が決まる。通常は、特定の撮像
シーンをレンダリングするディスプレイ上に十分なダイナミックレンジがあっても、元の
捕捉シーン自体のように、輝度軸に沿ったオブジェクト輝度の正確な分布ではなく、効果
群の審美的決定に対応するため、いくつかの所要最適化を伴うことになる（すなわち、グ
レーダは例えば、日当たりの良い屋外を５ストップではなく、２～３ストップだけ屋内よ
り明るくして、屋外の影響を十分に模擬できるように選定してもよい）。なお、本技術は
適当な見掛けを生成することであり、人間の視覚は非常に複雑であることから、一方では
同時にかなり単純であり（そうでなければ採用されない）、他方では少なくともほとんど
のシナリオを十分に扱えるように十分強力である（そうでなければ、コンテンツ作成者が
満足に使用できない）技術を有することが望まれ、本発明者らはこれに専念すべきである
。上記教示の通り、グレーダは、異なるパラメータを用いて、意図するディスプレイのピ
ーク明度が存在する間隔の少なくとも一方側の等級に応じた再等級分けの決まり方すなわ
ち等級曲線の相互変換の様子を教示することができる。グレーダは、１つ又は複数のパラ
メータにより、潜在的に必要とされる様々な再等級分けの受信装置による計算法について
、迅速且つ強力に制御する。受信装置は、主画像の入力色に計算を適用するのみである。
線形ＲＧＢピクセルに作用する実用上簡単な実施形態を教示したが、当業者であれば、例
えばＹｕ’ｖ’色表示にも同等に本原理を適用可能であり、例えばｕｖ成分が一定に保た
れ、必要に応じたＹの変換又は値Ｖ＝ｍａｘ（Ｒ，Ｇ，Ｂ）等のＹ相関を用いたＹの変換
が行われ、両者が、同様に乗算的にスケーリング可能な線形色係数の線形組み合わせであ
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ることが了解される。なお、意図するディスプレイのＰＢ＿Ｄに基づく実施形態の基礎を
説明したが、例えば局所的なコントラスト増大等、ＨＤＲ効果の注目度の改善のため、例
えばＴＶベンダがより複雑な処理を考慮する場合は、変更すべきところを変更して、コン
テンツ作成者からの情報（例えば、輝度マッピング関数の局所的勾配）、オブジェクトセ
グメント情報等により、この処理を結果的な表示調節に統合可能である。
【００９９】
　図３は、例えば映画スタジオの撮影後編集室、放送局の編集室、或いは世間のテレビ編
集交渉における最も単純な形態等において、画像又は動画作成及び符号化側に適用された
本技術の一例を示している。データサーバ３０１は、入力３０２を介して、開始画像Ｉｍ
＿ｓｒｃ（通常はＨＤＲ画像であり、少なくとも高光度（例えば、１０００ｎｉｔを上回
るレンダリング輝度）のオブジェクトを含み、暗いオブジェクトを含むことも多いが、い
くつかの実施形態においては、元の画像が低ダイナミックレンジの画像であってもよく、
グレーダは依然として、例えば１つ又は複数の微小画像として表示可能な火球をコンピュ
ータグラフィックス演算で計算することにより、ＨＤＲ効果を生成する必要がある）又は
動画列を供給するストレージを有する。これは、制限なく、例えば生のカメラ映像と仮定
することができる。画像変換器３０３は、この生データを５０００ｎｉｔのＨＤＲ主画像
等に変換するように構成されており、そのレンダリング可能な輝度と色符号（ルマ及び色
の色相を成文化する２つの他成分を含む）との間の関係は、予備選択され、通常は固定さ
れているものの、潜在的に可変な電気光伝達関数（ＥＯＴＦ）により決定される。通常、
コンテンツ作成者は、ディスプレイを尺度として画像を規定するようにしてもよい。すな
わち、５０００ｎｉｔの尺度ディスプレイへの表示法を規定するようにしてもよい。また
、カメラのシーン輝度又は同等の色座標からの変換には通常、マスター等級Ｍ＿ＸＤＲと
称する審美的な等級を伴う（例えば、ＥＯＴＦ適用後に５０００ｎｉｔをレンダリングす
る符号として２００００ｎｉｔのランプが符号化されるようになっていてもよく、カメラ
の相対露出設定等の係数はもはや、必ずしも重要ではない）。このため、画像変換器３０
３は、優れたマスター等級の生成に望ましい任意の色変換集合を実行するように構成され
た色変換ユニット３０４を備える。これらの変換のパラメータは、それ以降のシステムす
なわち受信側での復号化がこのマスター等級から純粋に開始となり得ることから、格納さ
れる必要はない（通常は、例えばＭＰＥＧ＿ＨＥＶＣ等の従来の動画符号化技術に従って
フォーマット可能な画像信号Ｓ＿ｉｍに格納されることになる。すなわち、マスター等級
は、ＤＣＴ変換ＹＣｂＣｒ成分画像集合として格納された主画像及びＳＥＩメッセージ等
として格納されたメタデータである）。ただし、いくつかの実施形態では、このマスター
等級の一部のメタデータを格納することも可能である。次に、本発明によれば、グレーダ
は、後々の実際のディスプレイ最適化に必要な情報であることから、第２のダイナミック
レンジ効果ＩＭ＿ＧＲＡＤ＿ＬＤＲ（例えば、１００ｎｉｔディスプレイのＬＤＲ）も等
級分けすることになる。このマッピングの関数は、格納が必要である。すなわち、色変換
ユニット３０４は、対応するパラメータ（例えば、ｇａｉ、ｃｃ）をＳ＿ｉｍのメタデー
タに書き込む。グレーダが必要とする入力は、例えば色等級分け等の専用コンソールとも
考えられるキーボード等、色仕様ユーザインターフェース手段３３０に接続されたデータ
入力３３１を介して入力可能である。例示的な実施形態においては、受信側でＬＤＲ等級
を計算可能な格下げ関数と併せて、ＨＤＲマスター等級Ｍ＿ＸＤＲが主画像として格納又
は送信されるものと仮定しているが、この代替として、受信側で少なくともＨＤＲマスタ
ー等級の十分な近似を再構成する格上げ関数と併せて、２次的に等級分けされたＬＤＲ等
級を主画像として格納／送信することも可能であるし、符号化側で生成されたＬＤＲ等級
及びＨＤＲ等級を求める関数等により、中間等級を主画像として使用することも可能であ
る。
【０１００】
　復号化側で実際に起こることをグレーダに関して符号化器が模擬する必要があることか
ら、ユニット１０４、１０５、１０６、１０２等における主画像の処理についても、図２
で説明した内容に類似する。ただし、ここでは通常、人間のグレーダによる適当な調節に
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よって、様々な色処理ユニットのパラメータ（ｇａｉ、ｃｃ等）の値が入力されるものの
、例えば場合により別の時間に、一部のグレーダが別の色変換ユニットによって格下げを
実施済みである場合、他の実施形態では、図１においてそれがどのように起きるかと同様
にメタデータから読み出すことも可能である。例えば、グレーダは、第２の等級を規定す
る他の数学的変換を伴う色変換プログラムを使用している可能性があり、中間変換ユニッ
トは、いずれかの実施形態の組み合わせ色処理サブユニットのいずれかにより、上記色処
理を略等しい効果結果処理に変換して、ＨＤＲ－ＬＤＲ変換等のダイナミックレンジ変換
を実行するようにしてもよい。倍率決定ユニット２００には通常、１に等しい単一のｇｐ
ｍが最初にプレロードされるようになっていてもよい。この場合、シミュレーションでは
式１又は２を適用して、ＭＤＲ等級を生成する。グレーダは、例えば表示出力３１１、す
なわち、この場合はマスター等級とも称する主画像であったＨＤＲ等級を示すＨＤＲディ
スプレイ３１２、１００ｎｉｔのＬＤＲ等級を示すとともに通常は１００ｎｉｔの尺度モ
ニタであるＬＤＲディスプレイ３１４、及び実施形態から選択されたいずれか１つに係る
最適な再等級分け中間等級を示す適当に選定されたＭＤＲディスプレイ３１３の全体で関
連画像を出力することにより、３つのディスプレイを並列に（又は、視覚の異なる適応の
ため等、直列に）注目するようにしてもよい。このＭＤＲディスプレイ３１３は、例えば
利用できる典型的な２つの等級ＬＤＲ及びＨＤＲの中間近くで対数的に選定されるように
なっていてもよい。例えば、グレーダは通常、２０００ｎｉｔのピーク明度をＨＤＲ等級
に対して標準的に使用する形式で作用する場合、ピーク明度が４００ｎｉｔ（４×１００
０且つ略２０００／４）であるＭＤＲディスプレイを選定するようにしてもよい。最適化
が２次効果調整として見積もられることから、例えば５００又は６００ｎｉｔのＭＤＲデ
ィスプレイに関する確認は重要でない。また、グレーダは、例えばコンテンツ作成時に人
気のディスプレイを使用することを選定するようにしてもよい。フィールドのディスプレ
イの大部分のピーク明度が約８００ｎｉｔである場合、グレーダは、このような８００ｎ
ｉｔのＭＤＲディスプレイを選択しるようにしてもよい（より優れたディスプレイが存在
する将来に向けて５０００ｎｉｔのマスターを等級分けしているとしても、当然のことな
がら、当分の間は、現行の８００ｎｉｔディスプレイ上で映画が良く見えるようにしたい
）。通例、ＭＤＲディスプレイに対する中点の近くでは、必要な再等級分けの量が最も大
きくなるものと予想されるため、都合が良い。ただし、グレーダは、いく分高コントラス
トの効果が期待できるディスプレイ上でも、任意のＬＤＲ性効果の臨界の確認のため、例
えば第２のＬＤＲディスプレイを選定するようにしてもよく、この場合、ＭＤＲディスプ
レイは、例えば１００ｎｉｔの上側で１又は１．５ストップのみであってもよい。グレー
ダは、効果に満足したら、「終了」ボタンを押すようにしてもよい。この例では、画像出
力３２０を介して、例えばブルーレイディスク（ＢＤ）等のメモリ製品３２１に、例えば
信号Ｓ＿ｉｍ（すなわち、格下げの主画像及びメタデータ）を格納するようにしてもよく
、先の例では、ｇｐｍ値として１．０を格納するようにしてもよいが、より先進的な実施
形態では、より先進的なＭＤＲ等級最適化データを格納するようにしてもよい。当業者で
あれば、例えば同様にデータをサーバに格納して、例えばインターネットを介した供給又
はリアルタイム放送等を後で行えるようにしてもよいことが了解されるものとする。より
先進的な実施形態において、グレーダは、ＭＤＲ等級の計算を使用して、例えば関数５０
３から始めて適用するようにしてもよい。その後、さらに等級分けを行って、正確な第３
効果を得ることにより、この単純な再等級分け原理を改善するようにしてもよい（すなわ
ち、元の等級符号化技術の少なくともいくつかのツールを再び用いることになるが、マス
ター等級の代わりに表示調節ＭＤＲ再等級分けから開始して、第３の元の等級及び一部の
受信装置に伝達される一組の色変換関数へと至るようにしてもよい）。例えば、グレーダ
は、画像の場面の領域を決定し、別のカスタム曲線を適用して、これらの部分的領域／オ
ブジェクトを具体的に取り扱うようにしてもよい。例えば、暗闇における顔が重要であり
、単純な再等級分け関数によって合理的となる場合には、これを使用可能であるため、目
や顔の印象等はすべて、十分に認識可能ではあるものの、この場合のかなり重要なグレー
ダは満足が得られない（あらゆる努力傾注分野においては、一部の人間の重要度が低く、
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他の人間が非常に重要となり得る）。環境（例えば、暗い街路）に関する限り、選定され
た単純な再等級分け関数が５００ｎｉｔ等の優れたＭＤＲ等級となる可能性がある。これ
らは、それほど重要とは見なされないものの、グレーダが顔をより健康的にして、何らか
の別の関数を適用したい場合があるからである。また、この第３の（部分的な）等級のメ
タデータは、１つ又は複数の関数としてブルーレイディスクに格納することも可能である
し、別のメタデータ等として送信することも可能である。所要フォーマットのすべてのデ
ータのフォーマットには、１つ又は複数の信号フォーマットユニット３１０が関与するよ
うになっていてもよい。例えば、ディスプレイの駆動のため、例えばＢＤへの格納ではな
く、ディスプレイ接続の制限帯域に準じる別の符号化が用いられるようになっていてもよ
い。この場合は、任意のＨＤＲ符号化方式によって、フォーマットされた高ダイナミック
レンジ画像ＳＦ＿Ｘ２ＤＲが符号化されるようになっていてもよいが、主画像から第２の
ダイナミックレンジ画像を計算する色変換を成文化したメタデータにより主画像が補完さ
れる方式が好ましく、２つの画像は、ダイナミックレンジが大幅に異なるディスプレイ用
である（すなわち、通常は少なくとも係数２）。この例においては、（１０２として具現
化された）輝度処理パイプラインが（ユニット１１２により行われる反転７０９のような
）通常のＬＤＲフォーマットへのマッピングを含むものと仮定済みであるものの、ＭＤＲ
ディスプレイは、フォーマットユニット３１０が対処可能な別のソースフォーマット等を
有していてもよい。これは、新たな教示の主要部分ではなく、当業者には明らかなはずで
あるため、これ以上詳しくは説明しない。
【０１０１】
　図８は、上述の輝度処理と同様に、最適化原理の作用によって、中間ピーク明度のＭＤ
Ｒディスプレイを駆動するピクセル色の適正な色飽和が得られる様子を示している。いく
つかの実施形態においては、最適化された輝度及び飽和スケーリングの両者を行いたい場
合があるものの、他の実施形態では、輝度スケーリングのみを使用するようにしてもよい
。入力色は、入力飽和、又はより正確には色度Ｃ＿ｉｎを有し、ゼロ値が白色を表す。飽
和の定義には、例えばＨＶＣのように［０，１］に正規化された飽和又はＣＩＥ１９７６
ｕｖのような他の飽和等、複数存在するが、これらはすべて、Ｄ６５等の所定の白色を始
点とし、ある距離にわたって延びたベクトルにより色の飽和が規定されるという特性があ
る。ＨＤＲ入力画像において、飽和Ｃｓを有し、値Ｃｆまで上昇するピクセルを有するも
のと考える。これは、上述の初期共通乗算係数ｇと類似の係数である乗算係数ｓによって
規定可能である。ＬＤＲがＨＤＲ画像よりも飽和している場合（例えば、グレーダ固有の
飽和処理による逆修正の必要がある彩度の低下に対応するディスプレイの低いピーク明度
能力によって、それぞれのレンダリング画像領域の輝度が低下することが理由と考えられ
る）、ＭＤＲ等級の飽和も高くするのが有用であるものの、ｇｔの一実施形態である係数
ｓｔについては程度を抑える。飽和処理能力を有する装置は通常、固定飽和乗数ｓを用い
た単純なプロセッサではなく、むしろ適当にスケーリングされた飽和を与えるように構成
された色飽和プロセッサ１０６を有する。飽和処理は、すべての輝度にわたって固定され
ていてもよく、単一の乗算値ｓで実行されるようになっていてもよいが、接続されたＭＤ
Ｒディスプレイごとに最適値へのディスプレイ最適化が必要である一方、通常は、ダイナ
ミックレンジ変換のため、より洗練された飽和処理を望む場合がある。例えば、飽和は、
輝度、輝度を減算した値、及び／又は入力飽和等によって決まる可能性がある。各入力ピ
クセルに必要な飽和再等級分け（すなわち、ＨＤＲ画像とＬＤＲ画像との間）は、グレー
ダによって指定され、メタデータＭＥＴにて伝達されるものの、受信装置で決定した後、
適当にスケーリング可能なことが重要である。通常、色飽和プロセッサ１０６は、ｓを決
定する何らかのルックアップテーブルメカニズムを有することになる。例えば、入力色が
（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）＝（０．２，０．３，０．７）である場合、ＬＵＴは、例えばｓ＝
１．１を生じ、不飽和の場合はｓ＝０．５を生じる。別の入力色の場合は、ｓの値が同じ
であってもよいし、異なっていてもよい。そして、色飽和プロセッサ１０６は、結果的共
通乗算係数ｇｔの一実施形態である結果的飽和乗算係数（ｓｔ）を計算するユニットを備
えるが、これはユニット２００に類似しており、ｓｔ＝ＰＯＷＥＲ（ｓ，ｓｐ）を計算す
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る。比ｓｐは、飽和の場合に輝度処理の場合とはいく分異なっていてもよいが、通常は依
然として、ＰＢ＿Ｄ、ＰＢ＿Ｈ、及びＰＢ＿Ｌ間の関係によって決まり、ｇｐの計算法と
異ならせることが不要となる場合が多い（ただし、当然のことながら、飽和及び輝度処理
に異なるｇｐｍ値を使用することも可能であり、ＭＤＲ効果の輝度をＬＤＲ効果により類
似させる一方、飽和効果をＨＤＲ画像の飽和等により類似させる）。図８に見られるよう
に、例えば低ピーク明度の再等級分けにおいて高い光度を取り扱う不飽和領域及びより暗
い色の彩度を増大する領域等を指定する飽和境界指定子Ｌｔｓ（実際のところは、異なる
飽和処理の２つ以上の異なる分類にピクセル色を分けることができる任意の境界指定情報
であってもよい）により規定された異なる飽和形態を使用することが意味をなす場合があ
る。
【０１０２】
　通常は、以下のように飽和処理を実行するのが好都合である。
　Ｒｏ＝ｓｔ＊（Ｒｉｎ－Ｙ）＋Ｙ
　Ｇｏ＝ｓｔ＊（Ｇｉｎ－Ｙ）＋Ｙ
　Ｂｏ＝ｓｔ＊（Ｂｉｎ－Ｙ）＋Ｙ　［式５］
ここで、Ｒｉ、Ｇｉ、Ｂｉは線形入力色成分、Ｒｏ、Ｇｏ、Ｂｏは飽和処理後の結果的出
力色成分、Ｙは線形輝度すなわち所定の定数ａ、ｂ、及びｃを有する線形結合ａ＊Ｒｉ＋
ｂ＊Ｇｉ＋ｃ＊Ｂｉであるが、他の同等の処理も使用可能である。
【０１０３】
　図９は、最も簡単な実施形態であっても、受信装置の単純な再等級分け計算に唯一存在
し、グレーダがそれ以上確認したいと思わないグレーダの要求に関する時に複雑なシーン
に依存して最適化された特異性に準じ得る様子について、別の例を示している。この例で
は、式１の対数的に意図するレンダリング表示ピーク明度に依存したスケーリングを使用
する。この方法では、シーンで求められた場合に必要な輝度及び制約を十分に設定可能で
あることが分かる。例えば、この例において、最大値（すなわち、白色）のおよそ６０％
の領域（線形）は、ＨＤＲ画像上に規定されるものと仮定するが、通常、このレンダリン
グでは何らかの増光を要する場合がある。一方、この例においては、５０％前後の重要な
画像領域も存在しており、例えば、比較的明るく光で照らされたシーンの一部における俳
優の顔であってもよい。一方、画像のより暗い領域において、この例では、ＬＤＲ効果に
よってこれら暗い領域を強くソフトクリップ可能であることから、関心の高いオブジェク
トが多過ぎるようには見えない。これは、例えば太陽に照らされた景観中の屋外に多くの
出来事等が存在し、いく分暗くすることを審美的に決定し得る内部（例えば、小さな扉か
ら見える納屋又は寺院の内部が挙げられる）に一部が存在するシーンであってもよいため
、内部のものとはあまり関連性がなく（ＨＤＲディスプレイ上のＨＤＲレンダリングにお
いても、この領域のサイズが小さいことから、視覚系では、「興味の湧かない黒色」とし
てこれを迅速に破棄してもよい）、同じ等級分け理念により、グレーダは、黒色と見られ
るものも略ＬＤＲとするように決定してもよい（なお、これらの方法は、より正確且つ重
要でない等級変形にて、通常はより簡単且つ困難なＨＤＲシーンで作用し得るものとする
。前者は、例えば如何なるＭＤＲレンダリングにおいても正確な平均輝度がそれほど重要
ではない画像の２つの空間的領域であり、後者は、例えば霧に一部が隠れたモンスター等
、例えば非常に精密なレンダリング要件を有する）。重要な特性として、最も簡単な実施
形態においても、すべての中間ダイナミックレンジ（ＭＤＲ）について、略良好な光度の
見掛け及びすべての対応する決定可能な制約（すなわち、選択された興味深いピクセル１
及び２の輝度又は興味深い領域１及び２（例えば、暗い隅部）の平均輝度と部屋の窓から
見える屋外の一部との間）を上手く取得可能である。この図９において、曲線９０９は、
５０００ｎｉｔのＨＤＲ効果から１００ｎｉｔのＬＤＲ効果への変換に当てはまる輝度変
換であり、不変のそれ自体に変換されたＨＤＲは当然のことながら、対角に相当する。そ
の他の曲線は、様々なＭＤＲ等級への再等級分けに必要な変換であり、最適化された効果
画像が供給される５０００～１００ｎｉｔの様々なピーク明度のディスプレイ用である。
【０１０４】
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　図１０は、（コンテンツ作成側で人間のグレーダにより（部分的に）制御されるか、又
は、例えばＨＤＲテレビ等の特定の受信装置により自動再等級分けがなされるかに関わら
ず）実施形態により可能な別のより先進的な例を示している。この例は、単一の輝度（又
は、ルマ）境界指定子Ｌｒｃとして（例えば、グレーダにより決定されて伝達されるか、
又は、受信装置に唯一存在する画像解析ユニットによって）簡単に決定された様々な画像
領域に関するセマンティック情報をより多く有する場合にスマートに再等級分け可能な手
段を示している。この例においては、より明るい領域が非常に重要と考えられ、暗い領域
は、同時に最適化するのが難しいと考えられる（すなわち、例えば画像の場面の考え得る
ピクセル輝度の暗い範囲全体に十分なコントラストを維持すると同時に、下側のＭＤＲ画
像については、十分な視覚品質で明るい画像領域をレンダリングする輝度範囲の十分大き
な部分を必要とする）。すなわち、品質を特定の様態で迅速に低減するように決定しても
よい。迅速とは、ＨＤＲのＰＢに近いＭＤＲのピーク明度（ＰＢ）の場合（例えば、ＰＢ
＿Ｈ＝２８００ｎｉｔ、ＰＢ＿ＭＤＲが２５００ｎｉｔ）であっても、ＬＤＲ１００ｎｉ
ｔ効果を模した方策に従って下側範囲の全部又は大部分がマッピングされることを意味す
る。ただし、明るい領域は、２８００ｎｉｔと１００ｎｉｔ間の様々なＭＤＲ　ＰＢにわ
たって、ＬＤＲ効果へと徐々に調節される可能性がある。この方策は、グレーダによる少
なくとも部分的な決定又は初期の誘導法としての決定が可能であるものの、受信装置自体
によっても決定可能である（例えば、グレーダは、指定したものすべての却下により、画
像の場面の明暗両領域について、ＬＤＲ効果への滑らかな再等級分けを指定している可能
性がある）。
【０１０５】
　人間のグレーダによる関与すなわちＨＤＲ画像伝達システムの実施形態による画像の最
終レンダリングにおける発言の許可がある実施形態のシナリオを用いた上記例を説明した
が、この代替として、コンピュータアルゴリズムを自動グレーダとして使用することも可
能である。これは、作成側で起こる可能性があり、アルゴリズムは、例えば領域、特定種
類のテクスチャ、或いは人間等のオブジェクトのクラス、特定の動物、太陽の光が金属で
鏡面反射した自動車等の識別、及び統計学的情報に基づいて、グレーダによるこの種のシ
ーン及びオブジェクトの等級分けの望み方等、非常にスマートな画像解析を非リアルタイ
ムで実行可能である。ただし、自動等級分けユニットは、受信装置に存在するとともに、
例えば何十年にもわたってテレビ製造業者により開発された（おそらくは、署名効果を構
成する）画像品質情報を成文化した画像増強処理を適用することも可能である。この新た
な解決手段では、本ＨＤＲ再等級分け技術に上記を組み込むことになる。図１１は、例え
ばスーパーマーケット又は屋外イベント等において市販のディスプレイを供給するテレビ
、セットトップボックス、又はコンピュータに組み込まれた受信装置の色変換ユニット１
１３０の例示的な一実施形態によってこれを説明している。
【０１０６】
　この例において、（作成側の人間のグレーダによってこのシーンに最適と選定されたパ
ラメータｌｇ及びカスタムトーンマッピング曲線の多重線形形状等を規定するパラメータ
Ｐ＿ＣＣを含む図１で説明した対数スケーリングによって、入力画像Ｉｍ＿ｉｎとしての
５０００ｎｉｔＨＤＲから１００ｎｉｔＬＤＲまで）ネイティブの色再等級分けを行う動
画の画像及びメタデータは、画像通信ネットワーク１１０１（例えば、インターネットを
介して接続された動画サーバ又は携帯電話ネットワーク上で放送又はマルチキャストされ
るテレビサービス等）を介して受信される。そして、倍率決定ユニット１１０２は、（原
理上、範囲境界の外側にいくらか進む場合にも同じ原理を使用可能ではあるものの）意図
する範囲の一端の効果（例えば、ＨＤＲ）をその他の範囲端の尺度効果（例えば、１００
ｎｉｔＬＤＲ）へとマッピングするのに最適なものとして指定されたトーンマッピング仕
様を適用して、初期倍率ｇ＿ｎａｔを決定することにより、線形（或いは、潜在的に非線
形）のＲＧＢスケーリングを実行する。第２の倍率決定ユニット１１０３は、現在の状況
に使用する最終的な倍率ｇ＿ｆｉｎを決定するが、本実施形態においては、受信装置の画
像処理情報によってこの倍率が決定されるようになっていてもよい。このため、画像解析
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ユニット１１１０が備わっており、様々な画像解析ユニットを備えていてもよい（通常、
例えば様々な画像解析ソフトウェアコンポーネント又はそのハードウェア実装であっても
よい）。この簡単な説明例においては、ヒストグラム解析ユニット１１１２及びオブジェ
クト認識ユニット１１１２を説明する。ヒストグラム解析ユニット１１１２は、画像の輝
度分布を解析するとともに、例えば暗いピクセルが多く存在すること、（ユニットが一体
的に作用し得るため）おそらくは意味論的に重要なピクセルが暗いことを判定するように
構成されていてもよい。その後、暗い領域の境界指定子及び意図する増光法を決定するよ
うにしてもよい。オブジェクト認識ユニット１１１２は、例えばシーンの様々に異なる照
明部に俳優が位置することから様々な光度を有する顔を検出可能な顔検出器を備えていて
もよい。これらすべての情報から、方策パラメータ決定ユニット１１１３は、対応するパ
ラメータを決定するが、開示の種々実施形態によれば、第２の倍率決定ユニット１１０３
に存在する（なお、この機能の一部は、いくつかの装置又はシステムの他の構成要素に存
在することも可能であるが、これを機能的に説明する）。例えば、（人間のグレーダから
の如何なる具体的な再等級分け情報も、部分的に準拠又は大幅に却下され得るより先進的
な方策もなく、式１を適用するとの同様に簡単化し得る）グレーダのネイティブ方法を超
えてシーン、特に暗色を明るくしたい旨を伝達する方策パラメータ決定ユニット１１１３
の論理的様態は、新しいｇｐｍ値を指定することによって可能である（当然のことながら
、いくつかの実施形態において、この装置は、元のＨＤＲ及びＬＤＲ等級間のマッピング
を規定する関数の新たな値（例えば、底部傾斜）を規定することも可能であるが、いくつ
かの実施形態では、後処理として専用の効果を実現可能であることから、修正の必要がな
いコンテンツ提供者からの不可侵の情報を考慮することも可能である。任意の関数形状適
応が必要な場合は、例えば図１９に示す純粋な乗算スケーリングの代わりに、ＭＤＲ計算
部のみに対して、少なくともこれを実施可能である。テレビは、最も暗い値について、結
果的ＭＤＲ輝度マッピング関数を曲げることも可能であり、或いは、ＴＶによって決定さ
れた特定の固定又は画像依存関数の修正値の乗算等、その他任意の関数再規定も可能であ
る）。例えば、最も暗い領域の俳優のヒストグラム解析及び識別によって、受信装置製造
業者により、例えば接続された１１００ｎｉｔディスプレイ上でのレンダリングに対して
、最も暗い部分が元来暗過ぎる旨が画像解析ユニット１１１０により判定された場合は、
ＬＤＲ効果に向けて、ｇｐｍをわずかに引き上げることができる（ＬＤＲへの移動は通常
、増光に概ね（ここでは、シーンに依存して）対応する挙動を有する場合がある）。輝度
境界指定子Ｌｔｒ１は、ＨＤＲ輝度の最も暗い部分的範囲にのみ、上記方策を実行するこ
とを伝達されるようになっていてもよい。第２のメタデータＭＥＴ＿２のように、画像解
析ユニット１１１０が所要の再等級分けに関するその要求を伝達可能な別の態様が存在す
る。例えば、接続されたディスプレイが１１００ｎｉｔではなく、例えば１３００又は９
００のＰＢＦ値を伝達するとともに、対数比計算においてＰＢ＿Ｄと同様に用いられるも
のと見せ掛けることも可能である。或いは、対数比を伝達し、ユニット１１０３によって
、これにｇｐｍ値を適用すること等も可能である。或いは、ＰＢ＿Ｈ及びＰＢ＿Ｌ値を調
整することも可能である。したがって、適正な値が画像解析ユニット１１１０により決定
された状態で、最終的なｇ＿ｆｉｎを計算する値の如何なる所要の組み合わせも、ＭＥＴ
＿２においてユニット１１０３に伝達可能である。画像Ｉｍ＿ｉｎを純粋に解析するほか
、グレーダが色変換関数の形状に取り入れたスマートさに着目するのが非常に好都合とな
り得る。このため、いくつかの実施形態においては、トーンマッピング解析ユニット１１
１４が備えられ、第１及び第２の尺度効果（すなわち、通常はＨＤＲ及びＬＤＲ）間の全
トーンマッピングの関数形状を解析するように構成されていてもよい。例えば、このユニ
ットは、３つの領域を有して、明色に施された処理（例えば、ソフトクリップ）、中間色
に施された処理（例えば、コントラスト増大）、暗部に施された処理を確認するようにし
てもよい。例えば、図９の例における５０％前後の強い傾斜部のように、トーンマッピン
グに急峻な屈曲が見られる場合、トーンマッピング解析ユニット１１１４は、そこに境界
指定点Ｌｔｒ１を決定するようにしてもよい。そして、ユニット１１１３がこの情報を使
用することにより、グレーダの等級分け仕様に存在するシーンに関するセマンティック情
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報を考慮するとともに、種々実施形態において、グレーダの再等級分け意図に少なくとも
いくらか合わせつつ、受信装置製造業者の選好によりコントラストを最適化するこれら中
間トーンのスマートな再等級分けを決定することができる。これらの実施形態では、ｇ＿
ｎａｔに成文化された元の再等級分け意図に対して、上記再等級分けを適用するためであ
る。
【０１０７】
　なお、この簡単な例においては、グレーダから再等級分けの具体的な要求を示す別のメ
タデータパラメータ（例えば、ｇｐｍ値）が存在しないものと仮定しているが、グレーダ
が入力信号Ｓ＿ｉｍにおいてこのようなメタデータを指定した場合は、これもユニット１
１１０に伝達されるようになっていてもよい。そして、このユニットは、例えば小さな許
容範囲（例えば、５％又は１０％）内又は輝度範囲の制限された部分的範囲上のみでｇｐ
ｍ値を変更することにより、この要求に十分対処するか、例えば明色に関するコンテンツ
作成グレーダの元の要求を保持しつつ、１０％の最も暗い色の効果のみを変更するか、或
いはグレーダのｇｐｍ値を完全に無視し、ユニット１１０３に対してそれ自体のｇｐｍ値
を決定するようにしてもよい。
【０１０８】
　また、いくつかのより先進的な実施形態では、視聴者が最終的な効果に発言権を有し得
るようにしてもよい。通常、グレーダは、リモコン１１２２への入力接続１１２１及びユ
ーザインターフェース１１２０を介して、いくつかの簡単な再等級分けコマンドを与える
ようにしてもよい。例えば、グレーダは、画像を明るくする５点スケールを有していても
よい。これは、ユニット１１１３により、例えば１０％の最も暗い色上の複数のストップ
の輝度増大へと変換され、最終的に１つ又は複数のｇｐｍ値へと変換可能な信号ｂ＿ｒｅ
ｌ＝｛－２，－１，０，１，２｝並びにおそらくは対応する増光によって視聴者に対する
適当な効果を生成する１つ又は複数の境界指定子（Ｌｔｒ１、Ｌｔｒ２）として伝達され
るようになっていてもよい。このような任意のリンクは、受信装置の種々実施形態により
可能であってもよく、例えば、－１はＰＢ＿Ｄの１０％増加に対応していてもよく、ＰＢ
Ｆ値等として送信される。
【０１０９】
　以上、本実施形態によって、光度の重要な視覚的パラメータに相関する再等級分けを決
定可能な手段を説明したが、図１２では、種々実施形態により最終的なＭＤＲレンダリン
グ効果の様々なコントラスト変化を画像の意味論的に決定可能な手段の一例を簡潔に説明
する。ダイナミックレンジさらにコントラスト比は、画像中の最も暗い色対最も明るい色
という単純な考え方である。心理視覚的に関連するコントラストは、より複雑なパラメー
タである。それでも、上述の画像適応実施形態によって、比較的容易に決定可能である。
通常、シーン中の最終的なコントラストは、特に高コントラスト比の画像が含まれる場合
に、オブジェクトのテクスチャ（例えば、顔の表情、顔の粗さ、又は木肌の木目）が如何
によく見えるかを判定するオブジェクト内コントラスト及びオブジェクト間コントラスト
という２つの係数から概算可能である。多くのＨＤＲシーンにおいて、光による照らされ
方が異なる領域は、ごくわずか（２つだけの場合が多い）にしか存在しない可能性がある
。例えば、屋外に対する屋内の平均輝度である。或いは、２～３個のランプに対する平均
的な夜間の街路の輝度である。ＨＤＲにおいては、例えば５０００ｎｉｔのディスプレイ
の輝度範囲が十分な大きさであるため、上記のように様々な平均輝度の部分的範囲が存在
する可能性がある。例えば、複数の異なる白色が存在する可能性があり、例えば屋内の紙
の白色、ランプ近傍の白色、及びランプ自体のさらに明るい白色、そしておそらくは、さ
らに明るいランプが挙げられる。ＬＤＲにおいては、これらすべての異なる光度領域が忠
実にマッピング可能なわけではない。実際、レガシーＬＤＲ符号化は、白色又は同様に関
連する１８％の中灰色に対してすべての色を符号化するのに十分適している（最終的に、
一方ではノイズ及び／又は符号の量子化において達し得る任意の深さとなるが、他方では
、適応視覚系が黒色と見なすもの（例えば、白色の線形５％未満）となる）。ただし、上
記のように照らされ方が異なる領域が多い場合は除く。いくつかの画像について、グレー
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ダは、いくつかのランプが灰色に見えるようなリスクを冒す代わりに、ＬＤＲ効果に関し
て、すべての異なる白色領域を同じＬＤＲ白色（Ｒ＝Ｇ－Ｂ＝２５５）にクリップするこ
とを選定する必要がある。したがって、例えば処理画像に依っては、１００ｎｉｔのＬＤ
Ｒモニタ上の屋内ピクセルの平均輝度見掛けと屋外の考え得る明るさ（この屋外は、明る
い一方でパステル化する代わりに、高く飽和することが必要となり得る）すなわち上記２
つの領域に関するオブジェクト内コントラストとのバランスが重要となり得る。
【０１１０】
　図１２は、上記のような領域における様々なコントラストひいてはレンダリング画像の
総合的なコントラスト見掛けの受信装置によるバランス法を説明している。曲線１２０１
は、グレーダがトーンマッピングを指定して１００ｎｉｔのＬＤＲ画像を得ている様子を
表す。最も明るい色をソフトクリップした領域と、多くが発生しているように見える中間
範囲領域すなわちトーンマッピング曲線の当該部分に複数の重要な屈曲点が存在するため
、複数の重要なオブジェクトが存在し得る（例えば、３人の俳優の光による照らされ方が
異なる）中間範囲領域と、暗色の好適なマッピングとが見られる。画像解析ユニット１１
１０は、これら重要な部分的領域の２つの境界指定子Ｌｔｒ１及びＬｔｒ２を決定した場
合、様々なコントラストバランス方法を提案可能である。例えば、明色について、曲線１
２１０がより最適なコントラストを与えるものと判定可能である。これにより、例えば日
当たりの良い屋外領域の効果が変化する場合がある。例えば１２００ｎｉｔのＭＤＲ画像
について、１２００ｎｉｔのＭＤＲへのネイティブ再等級分けの提案よりも、この部分的
領域の最も暗いピクセルの方が暗くなる可能性があるものの、受信装置製造業者にはこれ
が望ましいと考えられるためである。この例において、受信装置は、中間範囲の等級分け
の詳細の大部分を無視するように選定しているものの（最終的なレンダリング効果の品質
にとっては賢明とも考えられるし、賢明でないとも考えられるが、応用シナリオが実行さ
れるか否かによって決まる）、受信装置が提案するトーンマッピング曲線の傾斜が中間範
囲部１２１１の途中で変化することから、依然として何らかの適応性が存在する。この例
において、最も暗いピクセルのコントラスト比は、グレーダ提案のＬＤＲ効果に関して、
受信装置提案のＭＤＲ効果と同じであるが、（この例では、受信装置が理想として、元の
形状の少なくとも大部分に準じたいと考えられることから）下側部分１２１２の曲線形状
がグレーダの意図と大きく異なるため、コントラストが異なる分布となっている。これら
の技術により、入力画像Ｉｍ＿ｉｎの解析後に受信装置が望むものに従って、様々なオブ
ジェクト間及びオブジェクト内コントラストを最適化可能である。例えば、曲線１２１０
の上側部分は（グレーダが提案する１２００ｎｉｔのＭＤＲの結果であれ、ユニット１１
１０の第１の決定によるものであれ）、十分なコントラストではない場合がある。すなわ
ち、屋外があまりに淡泊に見える。そして、コントラスト比及びコントラストがより高い
別の明部の部分的曲線１２２０が決定されるようになっていてもよい。これは、当然のこ
とながら、同じＹ＿Ｌ値に対して異なるＹ＿ＨＤＲ値をマッピングする方策の提案も可能
であるが、中間部の低コントラスト化が必要となり得ることを意味する場合がある。この
ように、第２のオブジェクト内コントラストＣ＿ｉｎｔＲ２及び第３のオブジェクト内コ
ントラストＣ＿ｉｎｔＲ３の両者を最適化可能である。ただし、これによって、何らかの
オブジェクト内コントラスト（例えば、Ｃ＿ｉｎｔＲ３）の潜在的な犠牲により、逆に、
主としてそれ自体により最適化可能な（例えば、明るい部分的領域及び暗い部分的領域の
中点輝度間での規定又はピクセル発生による重み付け等が規定された）第１のオブジェク
ト間コントラストＣ＿ｇｌのようなオブジェクト間コントラストが決まることになる。
【０１１１】
　図１３は、トーンマッピングを計算する一般的な一実施形態を示している。信号変形器
１３０１は、すべての必要な情報を取得する。ＣＯＤ＿ＤＩＲ及びＣＯＤ＿ＭＥＴＲは、
（例えば、コンテンツ作成側でグレーダが指定の）使用する中間表示ピーク明度の位置を
計算する補間方向（ＤＩＲ）及び尺度を指定しており、それぞれ、１３５°及び以下によ
り詳しく説明するＯＥＴＦベースの尺度であるものと仮定する。トーンマッピング決定ユ
ニット１３０２は、メタデータ入力１１６を介して、すべての情報を取得することにより
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、入力画像（例えば、ＨＤＲ画像）の輝度と対応する第２の等級（ＬＤＲ）との間の最終
的なトーンマッピングを構成する。この方法の第２の部分では、ＨＤＲシーン上の２つの
典型的な効果（通常、ＨＤＲ及び１００ｎｉｔのＬＤＲ効果等）の間の色変換関数の確立
が必要なためである。出力１３０８を介して、この適当な形態の輝度マッピング関数（Ｔ
ＭＦ）、他の実施形態では、一組のｇ乗数を供給可能であるが、ここでは、入力ＨＤＲ輝
度と等級分けＬＤＲ出力輝度との間の関数形状が伝達されるものと仮定する。すなわち、
これが関数に過ぎないと仮定することになる。これは、輝度間のグラフィカルなマップと
して説明するが、技術的には、例えばＬＵＴとして伝達可能である。このＴＭＦが倍率決
定ユニット（２００）に入力され、ＭＤＲ画像を得るのに必要な変換の計算が行われると
ともに、各ピクセル色に提示されて、乗算に適したｇｔ係数（例えば、１．５３又は０．
８７２等）として処理される。
【０１１２】
　詳細説明の前に、まず、読者が現状をさらに理解できるようにする。
【０１１３】
　図１７は、かなり単純化した等級分けの例によって、表示調節により実現したいことを
示している。絶対（尺度５０００ｎｉｔ）輝度軸上の絶対表示として計算を示したが、な
お、これらは、光電伝達関数（Ｐ－ＯＥＴＦ）に従って知覚的に均一化されている。した
がって、他のグラフ等の相対輝度空間ではなく、この表示の符号空間で線形である。読者
は、軸が対数であるかのように近似的な捉え方ができるものの、この例では５０００ｎｉ
ｔの尺度ディスプレイの相対［０．０，１．０］ルマ座標間の正確なマッピング及び実際
に対応する出力が（Ｐｈｉｌｉｐｓ　ＥＯＴＦ）によって決定される。
　Ｙ＝Ｌｍ＊ｐｏｗｅｒ（（ｒｈｏ＾ｖ－１）／（ｒｈｏ－１）；ｇａｍ）　［式６］
【０１１４】
　この式において、ｖは相対ルマであり（読者は、ＬＤＲ信号のルマすなわち２５５で除
算した［０，２５５］画像値等に対してこれを比較するようにしてもよい）、実数値と仮
定する。ｒｈｏは定数（例えば、３３）、ｇａｍは定数（２．４）、Ｌｍは、このシナリ
オでは画像符号化のＰＢすなわち５０００である。＾及びｐｏｗｅｒは、パワー関数を示
す。なお、他の（例えば、より高い）ＰＨ＿Ｈ値（又は、この式ではより高いＬｍ（例え
ば、１００００））で終了となるＥＯＴＦを規定したい場合は、以下によって、別のｒｈ
ｏ値を計算する必要がある。
　ｒｈｏ＿２＝（３３－１）＊（ＰＢ＿Ｈ／５０００）＾（１／ｇａｍ）＋１　［式７］
【０１１５】
　したがって、例えば図１７のｘ軸上の［０．０，１．０］における等距離値は、上記式
を用いた計算によって、実際の輝度に変換される。この関数の特性として、ｖ値は、通常
のＨＤＲ表示輝度の範囲にわたって非線形な人間の目により均一である。すなわち、概念
上は、心理的な明るさの近似と見なし得る。
【０１１６】
　Ｐｈｉｌｉｐｓ　ＨＤＲ　ＯＥＴＦ（Ｐ－ＯＥＴＦ）は、この関数の逆数として規定さ
れる。
　ｖ＝１／ｌｏｇ（ｒｈｏ）＊ｌｏｇ（１＋（ｒｈｏ－１）＊（Ｙ／Ｌｍ）＾１／ｇａｍ
）　［式８］
【０１１７】
　ここで、例えば１００ｎｉｔディスプレイの等級分けを行いたい場合、読者はこれを概
念上、５０００ｎｉｔディスプレイへの表示であるが、１００ｎｉｔを上回る輝度は一切
生成されないものと見なし得る（これは、５０００ｎｉｔディスプレイ上では可能である
が、１００ｎｉｔディスプレイ上では不可能である）。ＬＤＲ効果（元々等級分けされた
）画像を実現するための考え得る輝度変換（かなり低品質であるが、説明の目的に適う）
は、曲線１７０２である。基本的には、等級分けの対象であり、通常は等級分けがなされ
た対応する尺度ディスプレイすなわち５０００ｎｉｔディスプレイ上で入力画像をレンダ
リングしている場合のレンダリングと厳密に同じく、１００ｎｉｔまで、この曲線で（Ｉ
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ｍ＿ｉｎとしての受信ＨＤＲ画像の）すべてのピクセル輝度をレンダリングする。ただし
、より高い輝度もすべて、１００にクリップする。
【０１１８】
　輝度変換を（理論的に）適用して、厳密にはカラーグレーダから受信済みの５０００ｎ
ｉｔのＩｍ＿ｉｎから、５０００ｎｉｔの再等級分けを得る場合は、当然のことながら、
通常は同一性変換１７０１を適用することになる。ここで、例えば５００ｎｉｔのＭＤＲ
ディスプレイの中間再等級分けを決定したい場合に起こることを考える。
【０１１９】
　当然のことながら、５００を上回るすべての輝度をクリップすることも可能であるが、
コンテンツ作成者がこのような良くないクリップのＨＤＲ－ＬＤＲ輝度変換を規定してい
る場合であっても、当該ディスプレイに対して行い得る最良の再等級分けとはならない可
能性がある。最も明るい全オブジェクトのテクスチャの情報は、ＨＤＲのＩｍ＿ｉｎにあ
るため、ＰＢ＿Ｄが高いディスプレイの場合すなわち可能である場合、５０００ｎｉｔの
レンダリングと比較して品質を落とした状態（すなわち、ＨＤＲシーン及び画像に応じて
、低光度増大、低コントラスト、低光彩且つ光輝）で、当該情報の一部を表示したくなる
。１００ｎｉｔまでのすべてのオブジェクトが完全にレンダリングされるものと考える場
合、１つの選択肢として、曲線１７１１を計算する（この「偶発性」は、興味深い境界指
定点であり、これを下回ると、すべての実ディスプレイ上において同じ輝度でオブジェク
トがレンダリングされる）。ただし、同等の輝度マッピングを中止し、最も明るいＨＤＲ
オブジェクトへの絞り込みを開始する点をＬ＿ｋｎにシフトする別の方策（再等級分けの
積極性（ｇｐｍ、ｇｐｒ）に関して、別の尺度、補間方向、及び／又は微調節関数で計算
することに相当）を適用することも可能である。これによって、ＰＢ＿Ｄ＝５００ｎｉｔ
の実ディスプレイのＭＤＲ等級を生成するＭＤＲ輝度マッピング曲線１７０３が生じる。
【０１２０】
　読者は、実行したいシナリオ及び１００ｎｉｔの上側でＬ＿ｋｎをシフトする量が、画
像中にあるものによって決まることを理解するであろう。屋外にあまり関心がないことは
、放送で頻繁に起こり、窓から見えるものは通常、現時点で強くクリップ又はソフトクリ
ップ済みであるが、この場合は、これらの屋外オブジェクトについて、レンダリング可能
な輝度（範囲Ｒ＿ｓｍ）が少ないことに耐えるようにしてもよい。これは特に、屋内オブ
ジェクトの輝度が厳密に１００ｎｉｔで終わりとならないものの（当然のことながら、グ
レーダによる入念な等級分けによって決まる可能性もある）、例えばグレーダがテーブル
上のいくつかの反射オブジェクトの明部の一部をクリップ（この極端な例では、ハードク
リップ）する必要がある場合に当てはまる可能性がある。これは、視聴者が注意深く見て
いるシーンの主要部の可能性があるため、実際には、図１４に見られるように、窓から見
える太陽に照らされた家屋の色の品質を犠牲にして、最大輝度又は少なくともその近くま
で、オブジェクトを等輝度（対角）部に含めることで美しい輝度及びテクスチャコントラ
ストを与えることが意味をなす場合がある。これは特に、画像に関するその他の情報がな
い場合にも当てはまる可能性がある（当然のことながら、グレーダがＣＯＤ＿ＭＥＴＲ及
びＣＯＤ＿ＤＩＲの使用を指定している場合は、状況をいく分は伝達済みであるものの、
グレーダがＴＭＦのみを生成するものと仮定する。受信装置は、より簡単な表示調節法に
て、その他すべてを自律的に決定する必要がある一方、依然として、ＭＤＲ画像の可能な
限り合理的な視覚品質を与えるものとする）。その後は、低品質の１００ｎｉｔ値を上回
る２～３の興味深い輝度が存在する可能性があるものと仮定するが、これがＨＤＲシーン
であることから、偶発的な１００ｎｉｔよりも少し高くにＬ＿ｋｎ点を配置して誤差を分
割した方が良い（グレーダは、そのＨＤＲマスター等級に存在する屋内輝度に対処済みす
なわち満足に明るくしており、これらを厳密にＬＤＲ／ＨＤＲフレームワークに適合させ
、屋内を適当な輝度に等級分けするのがそれほど容易ではないことから、常に確実に、マ
スターＨＤＲ等級において、屋内オブジェクトを正確にＬＤＲ部分的範囲に配置すること
にはならない）。
【０１２１】
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　ただし、暗いピクセル領域がすべて１００ｎｉｔ部になるとともに、この１００ｎｉｔ
部のどこかに重要なテクスチャが存在しており、（任意の輝度マッピング関数について）
最大コントラスト又は最大量の考え得る使用可能なルマ符号及び輝度が必要であることを
グレーダが把握している別のシナリオにおいて、グレーダは、すべてのＭＤＲ再等級分け
に関して、Ｌ＿ｋｎ点を１００ｎｉｔに保ちたい場合がある。このため、読者は、必要に
応じて表示調節（同調性とも称する）を簡素化可能であるものの、より困難な場合にも、
ＨＤＲシーン及び画像を複雑化可能な何らかの付加的な技術的手段を好む場合がある一方
、すべての係数及びパラメータの決定が必要となり得るグレーダについては、可能な限り
簡単に済ませ得ることを理解している。
【０１２２】
　ここで、特定のディスプレイ（例えば、ＰＢ＿Ｄ＝５００ｎｉｔのディスプレイ）の尺
度フレームで起こっていることを確認したい場合は、図１７のマップから、Ｙ＿ｏｕｔ＝
５００ｎｉｔまで延びた部分のみを切り出すことができる。この表示の最大値は、５００
ｎｉｔディスプレイ上でレンダリング可能な最大値すなわち最大ルマ符号ｖ＝１．０の提
示によってなすべき最大値を超えている。したがって、明瞭化のためマップに配置したｎ
ｉｔラベルを無視することにより、（入力軸上で等距離ルマ符号を上手く読めるものの、
当然のことながら、この表示のｙ軸上では、ＰＢ＿Ｄが異なる別個のディスプレイについ
て、ｖ＝１．０が異なる高さとなる場合）図１７の再等級分け仕様をルマ符号空間の仕様
と見なすことができる（読者は、自身の理解のため、これらの異なるディスプレイがすべ
て５０００ｎｉｔディスプレイ上で模倣されることから、模倣ディスプレイのＰＢ＿Ｄ能
力に応じて、特定ルマｖｘでのレンダリングを中止する必要があるものと仮定することが
できる）。
【０１２３】
　図１８は、同じ例示的な変換であるが、動画信号Ｓ＿ｉｍと関連付けられたメタデータ
にて受信されたＨＤＲ－ＬＤＲ色変換仕様から始めて必要なＨＤＲ－ＭＤＲ輝度変換関数
の導出に向けて開始可能な軸システム上の変換を示している。５０００ｎｉｔのＩｍ＿ｉ
ｎの考え得るピクセル輝度であるため、水平軸は同じである。垂直軸は、この場合もＰ－
ＯＥＴＦにより知覚的に均一化されたスケール上すなわちゼロと値Ｌ１（又は、言い換え
ると、その対応するルマ符号）との間で再等級分けＭＤＲピクセル色の相対輝度を決定す
るものとする。１００ｎｉｔ等級分けの場合、このＬ１値は、最大ルマ符号（例えば、１
０ビットの１０２３又は１２ビットの４０９５）に対応し、これが１００ｎｉｔとなる。
ここでも、１００ｎｉｔまでのＨＤＲ輝度の場合、グレーダによって、５０００ｎｉｔの
画像の規定と厳密に同じ輝度の１００ｎｉｔ　ＬＤＲディスプレイ上でレンダリングされ
るものとし、それを上回る場合は、ＬＤＲ等級分けにより、すべてがＰＢ＿Ｌ＝１００ｎ
ｉｔにクリップされることが分かる。
【０１２４】
　また、例えばこの表示において、ＬＤＲディスプレイ上の濃い灰色について、ＨＤＲデ
ィスプレイ上と同じレンダリング輝度を取得するには、ＬＤＲ画像のルマを高くする必要
があることが分かる（この図においても、ｖ＝１．０に対応するＬ１と０との間で均一に
読み取れる）。すなわち、相対的なＨＤＲ値と比較して、暗色の傾斜又は利得を角度ｂだ
け大きくする必要がある（入力画像又は同一性変換によって理論的に計算された出力画像
のうち、最大ルマに対応するものを把握するため、５０００ｎｉｔで終了となる軸が必要
となることから、ここでは、対角として示す「誤った」１００ｎｉｔ軸上とする）。ここ
で、最小と最大との間の相対駆動（最小及び最大ルマは、このＰＢ＿Ｄ＝５００ｎｉｔの
ディスプレイの場合、０及び５００ｎｉｔに相当し、グラフの右側にＹ＿ｏｕｔ＿ＭＤＲ
として示している）すなわちＩｍ＿ｉｎの任意のＹ＿ｉｎに対するこのＹ＿ｏｕｔ＿ＭＤ
Ｒに必要なＭＤＲマッピング曲線１８０３の導出法について考える。対角（ＨＤＲ５００
０－ＨＤＲ５０００マッピング１７０１）に直交する線を引いて、その上に尺度（１８５
０）を配置する。この尺度は、無輝度変化すなわち「０」と「完全」変化（すなわち「１
」）との間の値を有して、ＬＤＲ等級分けを生じる。ここでは、任意のＰＢ＿Ｄに対応す
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る位置Ｍ＿ＰＢ＿Ｄをこの尺度上に位置付けることができる（以下の計算例参照）。より
ＬＤＲに類似して見える効果としたい場合（このＰＢ＿Ｄを伴う実ディスプレイであるが
、ＰＢ＿Ｌ＝１００ｎｉｔから上方にＰＢ＿Ｄを移動させる場合の長時間にわたってより
ＬＤＲ性に見えるようにする必要がある特定の重要なシーン）は、例えば後述の実施形態
によって、別の点Ｍ＿ＰＢ＿Ｕを決定することができる。この「途中」点は、そのＰＢ＿
Ｄ（非線形）について、ＰＢ＿ＨとＰＢ＿Ｌの尺度ディスプレイ間でその効果すなわちそ
のＨＤＲ能力について途中であるディスプレイに対応するものと見なすことができる。こ
こで、屈曲点ＰＢＥは実際のところ、この例においては単に、ＰＢ＿Ｌ＝１００ｎｉｔ値
の制限によりクリップが開始となる位置ではなく、等級分けにおける特殊な重要点である
ものと考える（例えば０．０と１．０との間のＹ＿ｉｎ軸上の相対位置及びＹ＿ｏｕｔ＿
ＬＤＲ軸上の高さ等、少なくとも１つのパラメータ（グレーダからの元のＬＤＲ及びＨＤ
Ｒ等級の色変換関係を指定するメタデータ中のパラメータ）によって伝達されている可能
性がある）。この回転補間版において、この意味論的に重要な点は、垂直補間の実施形態
と同じＹ＿ｉｎ位置に留まる必要なないものの、いくつかのシナリオに関して、この特定
の表示調節様態を洗練するオフセットｄｐにわたってシフト可能である（例えば、ＨＤＲ
輝度Ｌ＿Ｈｂを下回る黒色をＬＤＲ等級の０にクリップするＨＤＲ－ＬＤＲ関数にも有用
と考えられる）。
【０１２５】
　図１９には、ＬＤＲ等級（１８０２）を規定する関数から始めてＭＤＲ画像を求める完
全ＭＤＲ輝度変換関数１８０３を導出可能な手段を回転フレームワークで示している。当
業者には、Ｙ＿ｉｎ座標に対応して延びる新たなｘ座標ｒｃを方向性補間ユニット（１３
１２）が計算可能である手段とともに、関数を回転可能な手段が明確なはずである。この
関数は、例えば一時的メモリに保持されていてもよい。ここでは、例えば０．６３等の乗
算スケーリング値Ｓ（定義は以下）を決定する必要があり、これによって、ＭＤＲ曲線の
所要点が与えられることになる。一例として、屈曲点が新たな位置（尺度を置くならＭ＿
ＰＢ＿Ｄ）に移動する様子を示しているが、関数の形状に関わらず、同じ乗算原理によっ
て、その他すべての点が変化する。このため、延伸する座標ｒｃを採用するとともに対応
するＬＤＲ輝度マッピング関数がＦＲ＿Ｌ（ｒｃ）である場合、ＨＤＲ－ＭＤＲ色変換関
数の所要値は、ＦＲ＿Ｍ（ｒｃ）＝Ｓ＊ＦＲ＿Ｌ（ｒｃ）と決まる。その後、図１８のフ
レームワークの値が得られるように曲線を再度回転可能であり、これらの値を再度メモリ
に格納可能である。ピクセルごとの処理に実際上必要なものは利得値であるため、倍率決
定ユニット（２００）の実施形態では通常、すべての考え得るＹ＿ｉｎ値について、ｇｔ
値のＬＵＴを格納することになる（実際、好適な実施形態においては、ＲＧＢｍａｘ値を
使用するが、これらは同様に０．０と１．０との間で変動する）。
【０１２６】
　これらのｇｔ値の計算は、図１６に示すように、すべての入力値の対角の高さに対して
、サービス対象のＰＢ＿Ｄディスプレイに関して計算したＭＤＲ輝度変換関数の高さを比
較した後、これら２つの除算により乗算値を求めることによって可能である。
【０１２７】
　ここで、図２０は、上手く作用する尺度を規定して倍率Ｓを求める手段を示している。
【０１２８】
　例えばＰＢ＿Ｄ＝５００ｎｉｔのディスプレイについて、ＭＤＲ画像（及び、入力画像
輝度又はルマ値を有する場合に必要となるルマ値を決定する関数）を導出したいものと考
える。ＬＤＲの駆動曲線に関連して適正なすべてのオブジェクト輝度を取得するには、駆
動値をスケーリングする必要がある。このため、ＳＤＲ輝度マッピング関数２００２の通
常いつも１００ｎｉｔ（これはレガシー標準化値であるが、事態は未来に変化するもので
あり、技術原理は同じ状態を保つことになる）のフレームワークにおいてすべてを表す。
ここで、例えばより低い光度が３つの全ディスプレイ（ＨＤＲ、ＬＤＲ、及びＭＤＲ）に
ついて同じに見えるように保ちたいとものと考える。ＭＤＲ曲線上の適正な点Ｐ３を取得
するため、点Ｐ１又はＰ２を下方に移動させた後、ＨＤＲ等級分けに対応する対角又は水
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平入力軸へと移動させる量について考える。
【０１２９】
　このＭＤＲ曲線は、右側の５００軸上で読む必要があることから、以下の数式を導入す
る。
　Ａ＝Ｐ＿ＯＥＴＦ（Ｌｍ／ＰＢ＿Ｌ，ＰＢ＿Ｌ）
　Ｂ＝Ｐ＿ＯＥＴＦ（Ｌｍ／ＰＢ＿Ｄ，ＰＢ＿Ｄ）　［式９］
【０１３０】
　これらは、上記規定のログガンマＨＤＲ　ＯＥＴＦ関数であるが、この場合、５０００
ｎｉｔではなく、休止後の第２の値（例えば、ＰＢ＿Ｌ＝１００ｎｉｔ（通常））で終了
となる。
【０１３１】
　すなわち、これによって、例えば１００ｎｉｔの場合に１．０で停止する延伸座標を伴
う知覚的な軸が生成され、このマップのｙ軸である。このシナリオにおいて、Ｌｍは、Ｉ
ｍ＿ｉｎの５０００ｎｉｔ値であるが、他のマスターＨＤＲ符号化においては、異なる値
も可能である。
【０１３２】
　図２３は、基本的な変換の倍率（Ａ、Ｂ）の物理的な意味を別の様態で示している。ま
た、１で終了とならず、例えば５．０まで進む再正規化関数としてＰ－ＯＥＴＦを見なす
ことができる（その後、これが最大値の乗算に過ぎないことから、比が必要な場合は、１
に正規化したもので実現可能である）。したがって、ＨＤＲ－ＬＤＲ等級輝度マッピング
曲線２３０３の変換により、適当なＭＤＲ曲線を取得する必要がある。これは、曲線２３
０４ではないものとする。ＬＤＲ等級をＰＢ＿Ｄが高いディスプレイに適用したに過ぎず
、効果が明るくなり過ぎるためである。等効果（すなわち、任意のＭＤＲディスプレイ並
びにＨＤＲ及びＬＤＲ尺度ディスプレイにおいて、例えば１０％の最も暗い色に同じレン
ダリング輝度を有する）の場合の画像において低い輝度をスケーリングすると、白色（１
．０）からこの値を決定する際に新たに正規化したもの（すなわち、１．０が５００ｎｉ
ｔ等に相当）に対して、知覚軸の同じ伸張係数が生じることになる。ここでは、１．０に
正規化された相対軸システムではなく、５０００ｎｉｔ尺度輝度軸上の絶対軸システムに
おける色変換の挙動を示している。１００ｎｉｔ輝度（例えば、白色）をネイティブに変
換するため（高いＰＢ＿Ｄを考慮していないＬＤＲ曲線を適用するのみ）（純粋には、軸
の再正規化に関連するため、グレーダにより指定された輝度変換曲線の如何なる仕様も、
ｇｐｒ等の輝度の補間に関する如何なる制御パラメータも考慮していない）、色２３０１
をその５０００ｎｉｔ同等物に増強する必要がある（すなわち、スマートな再等級分けの
適当な反作用を考慮していない）。
【０１３３】
　すなわち、ベクトル伸張の量となるＰ－ＯＥＴＦ知覚化ｙ軸上で決定を行う必要がある
。１００ｎｉｔが１．０に相当する場合は、例えば１．７を乗算して値２３０２を見出す
。曲線の５００ｎｉｔ参照表示すなわち５００ｎｉｔが考え得る最大ルマ（１．０）に対
応する表示上で点を読み出す場合は、同じことをできる。この輝度を５０００ｎｉｔ表示
版に変換する場合は、例えば１．３の係数Ｂを取得する。ここで、実際に関心があるのは
、ＬＤＲ等級分けすなわち１００ｎｉｔシステムにおいて決定された色２３０５から５０
０ｎｉｔディスプレイの尺度システムへの変換法である（例えば、５００ｎｉｔの入力Ｈ
ＤＲ輝度は、３０ｎｉｔとしてＬＤＲレンダリングされるものとする）。例えば、変換に
よる値を変更しない場合は、５００ｎｉｔの新たな参照（図１８の右側の軸Ｙ＿ｏｕｔ＿
ＭＤＲである）においてこれらが意味することを考える。
【０１３４】
　ｙ値２３０５にｓ＾－１を乗算して値２３０６を求めることは、Ａ／Ｂによる乗算に対
応することが分かる。ただし、すべてが線形スケール上で５倍の明るさ、知覚化スケール
上でＸ倍の明るさとなるだけであるから、これが等効果を与えることはない。このため、
等効果制約を保つため、値２３０５にＳ＝Ｂ／Ａを乗算するものとする（これにより、Ｌ
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ＤＲから始める場合に、適正にスケーリングされたＭＤＲ駆動曲線を有するが、ここでは
、５００ｎｉｔが１．０の最大ルマ又は相対輝度である軸システムが尺度となる。これに
より点線曲線２３０４が生じるのではなく、所望のＭＤＲ等級曲線となる曲線２３０３が
生じる。ただし、元の１００ｎｉｔのｙ軸ではなく、５００軸で解釈される）。これはす
べて相対的な乗算であるため、１．０が１００ｎｉｔに相当する軸システムですべてが起
こるものとして実行可能であるものの、実際のレンダリング輝度が必要な場合は、Ｙ＿ｏ
ｕｔ＿ＭＤＲ軸上で読み出すことになる。
【０１３５】
　したがって、ｘ軸に向かって垂直にスケーリングする場合は、Ｓ＝Ｂ／Ａの倍率が求め
られる。
【０１３６】
　重要なのは、ＰＢ＿Ｄの値に関わらず、倍率を規定可能であり（必要に応じて外挿も可
能であり）、これにより尺度を作成可能な点である。
【０１３７】
　目標とするディスプレイがＰＢ＿Ｄ＝ＰＢ＿Ｈ＝５０００（＝Ｌｍ）である場合は、Ｈ
ＤＲ等級のＰ４点に達する必要がある（同一性変換）。すなわち、乗算の視点で見ると、
スケールＳ＝Ｃ／Ａにより、この入力（ｘ軸上のＨＤＲ　Ｉｍ－ｉｎ輝度５０）及びこの
等級（左側のＬＤＲ　ｙ軸上のＡ＝５０ｎｉｔ）について、ＬＤＲ値をスケーリングする
必要があり、Ｃ＝Ｐ＿ＯＥＴＦ（Ｌｍ／ＰＢ＿Ｈ，５０００）である。これにより、（正
規化）１．０の光学的輝度入力のｖ値が生じるため、この対角ＨＤＲ等級によってすべて
の輝度が等しい輝度出力を与えるものと仮定する（すなわち、ＨＤＲ等級に関して、５０
００ｎｉｔ入出力時のルマ１．０の場合は、ライン上のその他すべての点について、適正
な値を対応的に取得する。すなわち、例えば５０ｎｉｔの場合は、色変換する入力点にお
けるＨＤＲ＿５０００ｎｉｔスケール（図示せず）のベクトルサイズとなる）。
【０１３８】
　ここで、対角的に（より具体的には、１３５°で）補完したい場合は、スケーリング関
数がＳＳ＝［（Ｂ－１）／（Ｂ＋１）／（Ａ－１）／（Ａ＋１）］になることを数学的に
証明することができる。
【０１３９】
　また、図１８で行ったように、ＨＤＲ輝度点Ｐ４とＬＤＲ輝度点Ｐ１との間のライン上
の尺度位置に上記を関連付けることができる。これは、尺度オフセット、又は一般的に、
延伸座標ＭＳに対応しており、垂直の実施形態では、Ｙ＿ＭＤＲ＝Ｙ＿ＨＤＲ＋ＭＳ＊（
Ｙ＿ＬＤＲ－Ｙ＿ＨＤＲ）と記述することができる。また、一般的な状況においても、こ
のような座標ＭＳは、ＰＢ＿Ｄ＝ＰＢ＿ＨすなわちＨＤＲ等級と同じＭＤＲ等級が必要な
場合のＭＳ＝０とＬＤＲ等級が必要な場合の１．０との間で延伸することになる。
【０１４０】
　この簡単な説明と同様に、読者は、入力としてのＨＤＲ等級からＬＤＲ等級を規定する
一般的なＴＭＦ関数２００１を有する場合に、同じ変換方式が当てはまることを理解可能
である。
【０１４１】
　このため、図１３の構成模式図において、方向性補間ユニット（１３１２）は、受信し
た関数を回転させ（例えば、図１９の入力軸に関する回転値ＬＵＴの取得等、対応する計
算を行う）、適当な倍率ＳＳを決定し、上述のような回転フレームワークにおいてＭＤＲ
再等級分けに対応する関数を計算し、Ｙ＿ｉｎ軸が水平となるフレームワークに合わせて
再度回転させる。したがって、例えばＬＵＴにおいては、入力値Ｙ＿ｉｎに対する関数値
Ｙ＿ｏｕｔ＿ＭＤＲが存在する。その後、共通乗数決定ユニット（１３１１）は、この関
数を対応する一組のｇｔ乗数（のＬＵＴ）へと変換する。上述の通り、典型的な色変換フ
レームワークがこれらと作用するためである。
【０１４２】
　以上、色変換関数の規定、特に、パラメータ化の方法に依存しない実施形態を説明した
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。上記処理は、任意の関数値に作用するため、これらが純粋なＬＵＴであるかのように説
明した。
【０１４３】
　ただし、グレーダが関数を規定する様態には、興味深いセマンティック情報が存在する
場合がある。例えば、グレーダは、暗色（例えば、屋内の色）を処理する下側セグメント
及び明るいセグメント（例えば、屋外の色）に施すべきことを指定する第２の上側セグメ
ントを含むマルチセグメントの輝度処理関数を規定するようにしてもよい。この輝度変換
挙動は、例えば屋外輝度と屋内輝度との間の境界指定子でもあるパラメータＬｔによって
、受信装置に伝達されるようになっていてもよい。また、その他多くのパラメータ化理念
も可能である。少なくともいくつかの種類のＨＤＲ画像について、少なくともいくつかの
ＭＤＲ等級でこの閾値の輝度位置をシフトさせることが必要となり得る（例えば、グレー
ダは、すべてのディスプレイ上で同じに見える屋内の色を保つ代わりに、例えば１５００
ｎｉｔを上回るＨＤＲディスプレイの高い能力を少し用いて、これら屋内の色をいく分明
るくする決定を行ってもよい）。ｘ軸に沿ったシフト及びｙ軸の沿ったシフトの両者が好
都合と考えられる。すべては、画像中に存在する色及びグレーダが求める見掛けのコント
ラスト等によって決まる。
【０１４４】
　以下、考え得るパラメトリックな一実施形態を説明するための興味深い一例を示す。
【０１４５】
　図２１は、ＨＤＲ効果束符号化技術を規定する基本的なツールキットに導入した興味深
いＨＤＲ－ＬＤＲ輝度変換法の一例を示している（これは、ユニット１１１のカスタム曲
線の特定の一実施形態に対応するが、ＬＵＴとして伝達される代わりに、５つのパラメー
タとしてこの関数を伝達する）。このグラフには、正規化（例えば、１０ビット）ルマと
、その反対の対応する輝度、上部に５０００ｎｉｔのＨＤＲ入力画像、すぐ右側にＨＤＲ
入力画像から計算可能なＭＤＲ　５００ｎｉｔ出力画像の輝度を示しており、ここでは、
（考え方を簡単に説明するために上で使用した）１００ｎｉｔの詳細を削除している。
【０１４６】
　この場合も、グレーダは、ＨＤＲ－ＬＤＲ（すなわち、１００ｎｉｔ）曲線２１００を
指定するが、ここでは、特定の関数公式化を用いる。これは、最も暗い色がＬＤＲ等級分
け画像において如何に明るく見えるかを決定する暗部利得（傾斜ｄｇ）を含む。これが重
要なのは、ＨＤＲシーンにおいて、ＨＤＲルマで忠実に捕捉されているランプのような非
常に明るいオブジェクトが存在する場合、同じシーンの陰になる領域が正規化軸上の非常
に深い位置となるため、起こっていることを依然として見られるようにするには、ＬＤＲ
等級において大幅に増大することが必要になり得るためである。暗部形態は、点２１０１
で終了となる。最も明るい色の場合は、ハイライト利得ｈｇを有する類似の線形セグメン
トが存在する。中間には、線形部の端点に対応する幅の放物線セグメントが存在する。こ
れは、中間の灰色オブジェクトのコントラストを制御することができる。
【０１４７】
　ここで、パラメトリックに伝達された特殊点の位置がＭＤＲ輝度変換曲線２１０３上で
変化していることが分かる。これらの変化位置は、方向ＤＩＲ及び、特に尺度を用いて計
算することができる。
　ｍｉｄｘ＝（１－ｈｇ）／（ｄｇ－ｈｇ）
そして、座標ｎｅｗＭｉｄｘ及びｎｅｗＭｉｄＹによって、新たな中点Ｐｍ２を計算する
。
　ｘ０＝ｍｉｄｘ；ｘ１＝ｄｇ＊ｍｉｄｘ；ｙ０＝ｄｇ＊ｍｉｄｘ；ｙ１＝ｍｉｄｘ
　ｍ＝（ｙ１－ｙ０）／（ｘ１－ｘ０）
　ｂ＝（ｘ１＊ｙ０－ｘ０＊ｙ１）／（ｘ１－ｘ０）
　ｎｅｗＭｉｄｘ＝（（ｘ１－ｘ０）／２）＊（１－ＳＳ）＋ｘ０
　ｎｅｗＭｉｄｙ＝ｍ＊ｎｅｗＭｉｄｘ＋ｂ
【０１４８】
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　これより、放物線領域の新たな幅ひいては線形セグメントの２つの終端点を計算するこ
とができる。
　ｎｅｗＷｉｄｔｈ＝（１－Ｐ－ＯＥＴＦ（ＳＳ，ＰＢ＿Ｈ））＊ｏｌｄ＿ｗｉｄｔｈ
ここで、ｏｌｄ＿ｗｉｄｔｈは、グレーダにより決定されたこの曲線のパラメータすなわ
ち放物線セグメントの幅すなわち非対称的又は対称的に両側へと突出した幅であり、線形
セグメントの延長部がいわゆる中点で会合する。そして、当然のことながら、新たな暗部
利得及びハイライト利得も再計算することができる。
　ｎｅｗＧｇ＝ｎｅｗＭｉｄｙ／ｎｅｗＭｉｄｘ
　ｎｗＨｇ＝ｍａｘ（（ｎｅｗＭｉｄｙ－１）／（ｎｅｗＭｉｄｘ－１），０）
【０１４９】
　読者は、興味深い点の再計算法又は他のシナリオの場合の輝度変換関数の他のパラメー
タを設計できることを理解可能である。
【０１５０】
　基本的な計算法（簡単な実施形態が適用可能であり、画像詳細及びグレーダの要求の大
部分は見えないが、依然として、利用可能なディスプレイの合理的なＭＤＲ再等級分け画
像を生成する必要がある）を把握することにより、現在のＨＤＲシーンの特異性に適応し
たさらにいくつかの技術的制御パラメータを組み込むことによって、グレーダの変動し得
る様子に関する２～３のより説明的な実施形態を示す。
【０１５１】
　図２２は、特定のＨＤＲシーン又は画像の場面について、利用可能なＰＢ＿Ｄに対応す
るＭＳ値を直ちに符号化し得る手段を示している。上記から了解されるように、ＭＤＲ輝
度マッピング（又は一般的に、色変換）の導出について、まず、点Ｍ＿ＰＢ＿Ｕを尺度上
（すなわち、０．０と１．０との間或いはその範囲外で外挿）に位置決めする手段が必要
であり、これは、正規化座標ＭＳによって実現可能である。そして、この値から、ＨＤＲ
－ＬＤＲ（又は、モード２のような他のシナリオにおけるＬＤＲ－ＨＤＲ）色変換を実行
する任意形状の輝度マッピング関数をＭＤＲ画像の計算に必要な関数へと変換することが
できる。ここで、例えばＬＵＴ又は簡単な式として伝達される明示的な尺度位置決定関数
（２２０１）が存在する場合は、原理上、基本的な尺度の規定が不要となる。グレーダが
このような関数を簡単に決定可能であり、例えば、ノブの回転によってグレーダがパワー
を変更し得るパワー法則を使用可能な場合は、好都合となり得る。その後、グレーダは、
画像の総合効果の変化具合をＭＤＲディスプレイ上で直ちに確認するか、又は、例えばあ
る程度まで見えるようにしたい暗闇のモンスター等、重要なエリアに着目して、視聴者を
前提とするその他すべての実ディスプレイ上で同様にある程度見えるようにする。
【０１５２】
　ただし、良好な尺度を有する場合は、図１５に示すように、微調節の変形例を設計する
ことも可能である。ここで、ｍ＿ＭＴ＿ｎｏｒｍ＿ｉｎは、特定の選定尺度に対するＭＳ
値であり、この場合も０．０と１．０との間で延伸する。したがって、ＰＢ＿Ｄピーク明
度の特定のディスプレイの値を計算することができる。グレーダが何も指定していない場
合は、出力となる結果的ｍ＿ＭＴ＿ｎｏｒｍが同じになり、上記説明した実施形態のいず
れかと同様の標準的な自動表示調節が当てはまる。ただし、グレーダは、好ましくは滑ら
かにこの形状から逸脱し、０．０及び１．０の座標で終了となる関数を指定することがで
きる。例えば、グレーダは、パワー関数、ＰＢ＿Ｄが非常に高いディスプレイであっても
、例えば図示のＬＤＲ等級のように、ＭＤＲ再等級分けが如何に強く見えるかを決定する
パワーパラメータｇｐｒ（すなわち、０に近づくｍ＿ＭＴ＿ｎｏｒｍ＿ｉｎ）、又は（ｄ
ｇｒだけオフセットした結果的Ｍ＿ＰＢ＿Ｕ点の位置で見られる）その他の回避法を設計
するようにしてもよい。グレーダは、例えば特定のピーク明度を上回るディスプレイに異
なる挙動を有し得る複雑な関数を公式化することも可能であり、この挙動は、第２のパラ
メータｇｐｔｔ又は曲線の線形の下側部等を規定するさらに多くのパラメータによって成
文化されるようになっていてもよい。
【０１５３】
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　したがって、読者は、本技術が複数の尺度（例えば、同等の明るさ段階に概ね対応する
複数の相対的に類似のＯＥＴＦ規定又は各等級のこのような明るさ挙動をモデル化した他
の関数）、複数の補間方向、及びこれらを決定する複数の手段を利用できることを理解可
能である。例えば、簡単な装置においては、ハードウェアに固定され、例えばプロセッサ
上での計算実行によって同様に決定されるようになっていてもよい。より複雑な実施形態
では、通常、ＭＤＲ画像の効果に大きな影響を及ぼす１つ又は２～３つの簡単なパラメー
タとして、例えばコンテンツ作成側から受信した人間のグレーダによる伝達制御原理の下
、例えば映画の画像の場面ごとに（或いは、画像の部分を対象とし、例えば、低い光度が
１つの尺度或いは１つの方向で補間され、高い光度が別の尺度或いは方向で補間されるよ
うになっていてもよく、シーンに応じて、すべての補間色が投影される場所では、それほ
ど重要ではない場合がある）、ＭＤＲ計算法の切り替えが行われるようになっていてもよ
い。
【０１５４】
　本明細書に開示のアルゴリズムの構成要素は、実用上、（全部又は一部が）ハードウェ
ア（例えば、特定用途向けＩＣの部品）又は特殊なデジタルシグナルプロセッサ若しくは
一般的なプロセッサ等で動作するソフトウェアとして実現されるようになっていてもよい
。メモリ製品は、例えばブルーレイディスク又は固体メモリスティック等の携帯型メモリ
であってもよいし、例えば動画又は画像を使用する遠隔地に動画又は画像をダウンロード
可能なオフサイトサーバ中のメモリであってもよい。
【０１５５】
　当業者であれば、本提示により、任意選択として改良し、他の構成要素と組み合わせて
実現可能な構成要素及び方法の（任意選択としての）ステップが装置の各手段に対応する
具合及びその逆を理解可能であるものとする。本出願において、単語「装置（ａｐｐａｒ
ａｔｕｓ）」は、その最も広い意味すなわち特定の目的の実現を可能にする手段群で使用
しているため、例えばＩＣ（の微小な回路部）、専用電化製品（ディスプレイを備えた電
化製品等）、又はネットワーク化システムの一部等が可能である。また、「装置（ａｒｒ
ａｎｇｅｍｅｎｔ）」は、最も広い意味での使用を意図するため、特に、単一の装置、装
置の一部、協働する装置（の一部）の一群等を含んでいてもよい。
【０１５６】
　コンピュータプログラム製品の意味としては、（中間言語及び最終的なプロセッサ言語
への翻訳等の中間変換段階を含み得る）一連のロード段階後に汎用又は専用プロセッサを
有効にするコマンドの一群の任意の物理的実現を明示的に含むことにより、コマンドをプ
ロセッサに入力して、発明の特徴的機能のいずれかを実行することが了解されるものとす
る。特に、コンピュータプログラム製品は、例えばディスク若しくはテープ等の担体上の
データ、メモリ中に存在するデータ、ネットワーク接続（有線若しくは無線）を介して伝
搬するデータ、又は紙面上のプログラムコードとして実現されていてもよい。また、プロ
グラムコードのほか、プログラムに必要な特徴的データがコンピュータプログラム製品と
して具現化されていてもよい。
【０１５７】
　この方法の動作に必要なステップの一部は、データ入力及び出力ステップ等、コンピュ
ータプログラム製品における記述の代わりに、プロセッサの機能として既に存在していて
もよい。
【０１５８】
　上述の実施形態は、本発明の制限ではなく、説明を行っていることに留意するものとす
る。当業者であれば、特許請求の範囲の他の領域への提示例のマッピングを容易に実現可
能であるが、簡素化のため、これらすべての選択肢については詳しく説明していない。特
許請求の範囲における組み合わせのような本発明の要素の組み合わせのほか、要素の他の
組み合わせも可能である。要素の如何なる組み合わせも、単一の専用要素で実現可能であ
る。
【０１５９】



(51) JP 6619813 B2 2019.12.11

　特許請求の範囲における括弧内の如何なる参照記号も、特許請求の範囲の制限を意図し
ていない。単語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、特許請求の範囲に挙げられてい
ない要素又は態様の存在を除外するものではない。要素の前の単語「ａ」又は「ａｎ」は
、複数の当該要素の存在を除外するものではない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】
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